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(57)【要約】
【課題】固体撮像装置と一体的に構成される光学レンズ
が厚いことにより生じる問題を解決する。
【解決手段】光学長（レンズ長）に比べて相対的に薄く
、屈折率の大きい高屈折率層２１と屈折率の小さい低屈
折率層２０が光軸に対して横方向に交互に配列した交互
配置層２を設ける。高屈折率層２１および低屈折率層２
０の各幅は、入射光の波長オーダーまたはそれより小さ
くする。各高屈折率層２０を、交互配置層２Ａの機械的
な中心では密に配置し中心から離れるに従って疎になる
ように、または低屈折率層２０を、交互配置層２Ａの機
械的な中心では粗に配置し中心から離れるに従って密に
なるように、左右対称に配置して凸レンズにする。交互
配置層２Ａは、光学長よりも短く、スネル則を利用した
屈折型レンズ構造のものよりも薄くできる。従来のよう
な相対的に厚みのある構造のレンズで生じていた問題を
緩和・解消できる。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ光学長に比べて相対的に薄い、屈折率の大きい高屈折率層と屈折率の小さい低
屈折率層が、光軸に対して横方向に交互に配列されており、
　前記高屈折率層および前記低屈折率層の各幅は、入射光の波長オーダーまたはそれより
小さい
　光学部材。
【請求項２】
　各前記高屈折率層は、部材の機械的な中心では密に配置され、前記中心から離れるに従
って疎になるように、左右対称に配置されている
　請求項１に記載の光学部材。
【請求項３】
　各前記高屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に大きくなるように配置
されており、
　各前記低屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に小さくなるように配置
されている
　請求項２に記載の光学部材。
【請求項４】
　各前記高屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に大きくなるように配置
されており、
　各前記低屈折率層が、等しい幅で配置されている
　請求項２に記載の光学部材。
【請求項５】
　各前記低屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に小さくなるように配置
されており、
　各前記高屈折率層が、等しい幅で配置されている
　請求項２に記載の光学部材。
【請求項６】
　各前記高屈折率層は、部材の機械的な中心では粗に配置され、前記中心から離れるに従
って密になるように、左右対称に配置されている
　請求項１に記載の光学部材。
【請求項７】
　各前記高屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に小さくなるように配置
されており、
　各前記低屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に大きくなるように配置
されている
　請求項６に記載の光学部材。
【請求項８】
　各前記高屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に小さくなるように配置
されており、
　各前記低屈折率層が、等しい幅で配置されている
　請求項６に記載の光学部材。
【請求項９】
　各前記低屈折率層の幅が、部材の機械的な中心に向かって徐々に大きくなるように配置
されており、
　各前記高屈折率層が、等しい幅で配置されている
　請求項６に記載の光学部材。
【請求項１０】
　前記高屈折率層および前記低屈折率層の少なくとも一方は、各幅が、前記横方向に非対
称に配置されている
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　請求項１に記載の光学部材。
【請求項１１】
　各前記高屈折率層が、前記部材の一方の端から光学的な重心位置に向かって、幅が徐々
に大きくなるように配置されており、
　各前記低屈折率層が、前記部材の一方の端から光学的な重心位置に向かって、幅が徐々
に小さくなるように配置されている
　請求項１０に記載の光学部材。
【請求項１２】
　各前記高屈折率層が、前記部材の一方の端から光学的な重心位置に向かって、幅が徐々
に大きくなるように配置されており、
　各前記低屈折率層が、等しい幅で配置されている
　請求項１０に記載の光学部材。
【請求項１３】
　各前記低屈折率層が、前記部材の一方の端から光学的な重心位置に向かって、幅が徐々
に小さくなるように配置されており、
　各前記高屈折率層が、等しい幅で配置されている
　請求項１０に記載の光学部材。
【請求項１４】
　前記光学的な重心位置は、部材の他方の端に存在する
　請求項１１～１３の内の何れか一項に記載の光学部材。
【請求項１５】
　各前記高屈折率層が、部材の機械的な中心では密に配置され、前記中心から離れるに従
って疎になるように、左右対称に配置されている第１の光学部材を備えるとともに、
　前記第１の光学部材の光入射側および光出射側の少なくとも一方に、前記光学的な重心
位置が部材の他方の端に存在する第２の光学部材を備える
　請求項１４に記載の光学部材。
【請求項１６】
　各前記高屈折率層は、部材の機械的な中心では密に配置され、前記中心から離れるに従
って疎になるように、左右非対称に配置されている
　請求項１１～１３の内の何れか一項に記載の光学部材。
【請求項１７】
　各前記高屈折率層が、部材の機械的な中心では粗に配置され、前記中心から離れるに従
って密になるように、左右対称に配置されている第１の光学部材を備えるとともに、
　前記第１の光学部材の光入射側および光出射側の少なくとも一方に、前記光学的な重心
位置が部材の他方の端に存在する第２の光学部材を備える
　請求項１４に記載の光学部材。
【請求項１８】
　各前記高屈折率層は、部材の機械的な中心では粗に配置され、前記中心から離れるに従
って密になるように、左右非対称に配置されている
　請求項１１～１３の内の何れか一項に記載の光学部材。
【請求項１９】
　各前記高屈折率層は、
　主光線の斜め入射方向においては、前記光学的な重心の位置では幅が大きく、前記光学
的な重心の位置から離れるに従って幅が狭く、かつ、
　主光線の斜め入射に垂直な、前記低屈折率層と前記高屈折率層が交互に並べられる方向
と直交する方向のサイズは、前記交互に並べる方向と同程度の集光効果が得られるように
設定されている
　請求項１０～１８の内の何れか一項に記載の光学部材。
【請求項２０】
　隣接する前記高屈折率層間の前記低屈折率層が配置される部分の一部には、前記隣接す
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る高屈折率層同士を接続する前記高屈折率層がさらに設けられている
　請求項１９に記載の光学部材。
【請求項２１】
　それぞれ光学長に比べて相対的に薄い、屈折率の大きい高屈折率層と屈折率の小さい低
屈折率層が、光軸に対して横方向に交互に配列されており、かつ、前記高屈折率層および
前記低屈折率層の各幅は、入射光の波長オーダーまたはそれより小さい光学部材と、
　前記光学部材を通した光を受光する受光部と
　を備えたことを特徴とする固体撮像装置。
【請求項２２】
　複数の前記受光部が１次元状あるいは２次元状に配列されている画素アレイ部を備え、
　前記受光部に対応する前記光学部材として、前記高屈折率層の各幅が前記横方向に対称
に配置されているものと、前記高屈折率層および前記低屈折率層の少なくとも一方の各幅
が前記横方向に非対称に配置されているものとが使用されており、
　前記画素アレイ部の中心では前記対称に配置されている光学部材が使用され、前記画素
アレイ部の端部になるほど前記非対称性が強くなる光学部材が使用されている
　請求項２１に記載の固体撮像装置。
【請求項２３】
　複数の前記受光部が１次元状あるいは２次元状に配列されている画素アレイ部を備え、
　前記受光部に対応する前記光学部材として、前記高屈折率層の各幅が前記横方向に対称
に配置されているものと、前記高屈折率層および前記低屈折率層の少なくとも一方の各幅
が前記横方向に非対称に配置されているものとが使用されており、
　前記画素アレイ部の中心では前記対称に配置されている光学部材が使用され、前記画素
アレイ部の端部になるほど光学的な重心の位置が前記受光部の中心から前記画素アレイ部
の中心方向にズレて配置されている
　請求項２１に記載の固体撮像装置。
【請求項２４】
　前記受光部に対応する前記光学部材ごとに、各前記高屈折率層は、
　主光線の斜め入射方向においては、前記光学的な重心の位置では幅が大きく、前記光学
的な重心の位置から離れるに従って幅が狭く、かつ、
　主光線の斜め入射に垂直な、前記低屈折率層と前記高屈折率層が交互に並べられる方向
と直交する方向のサイズは、前記受光部のサイズと同程度かそれよりも少し短い
　請求項２２または２３に記載の固体撮像装置。
【請求項２５】
　各前記高屈折率層は、前記直交する方向における前記受光部の中心に対して対称性を持
っている
　請求項２４に記載の固体撮像装置。
【請求項２６】
　隣接する前記高屈折率層間の前記低屈折率層が配置される部分の一部には、前記隣接す
る高屈折率層同士を接続する前記高屈折率層がさらに設けられている
　請求項２４または２５に記載の固体撮像装置。
【請求項２７】
　前記画素アレイ部の中心では平面視でほぼ前記受光部のサイズと同程度かそれ以下の角
形の前記高屈折率層が設けられており、
　前記画素アレイ部の水平・垂直方向における前記受光部が配置される各位置では、前記
受光部に対応する前記光学部材ごとに、前記隣接する高屈折率層同士を接続する前記高屈
折率層の、前記低屈折率層と前記高屈折率層が交互に並べられる方向と直交する方向のサ
イズが前記画素アレイ部の中心から離れるほど狭くなるように設定され、かつ、前記光学
部材の重心が前記画素アレイ部の中心から離れるほど前記画素アレイ部の中心とは反対側
により強く寄るように設定されている
　請求項２６に記載の固体撮像装置。
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【請求項２８】
　前記画素アレイ部の中心に対する斜め方向における前記受光部が配置される各位置では
、前記受光部に対応する前記光学部材ごとに、４つの前記高屈折率層が前記低屈折率層を
挟み、かつ、前記４つの高屈折率層同士が接触するように配列され、さらに、前記画素ア
レイ部の中心から離れるほど、前記光学部材の重心が前記画素アレイ部の中心とは反対側
により強く片寄るように配置されている
　請求項２６または２７に記載の固体撮像装置。
【請求項２９】
　前記高屈折率層の前記光学部材の外側の角は当該高屈折率層のサイズに応じた大きさで
斜めにカットされている
　請求項２４～２８の内の何れか一項に記載の固体撮像装置。
【請求項３０】
　屈折率の大きい高屈折率層および屈折率の小さい低屈折率層の何れか一方の膜を形成し
、
　前記膜の横方向に複数の開口部を配列して形成し、
　それぞれの前記開口部を、前記高屈折率層および前記低屈折率層の他方で埋め込み、
　これにより、前記高屈折率層と前記低屈折率層が、光軸に対して横方向に交互に配列さ
れた光学部材を製造する
　ことを特徴とする前記光学部材の製造方法。
【請求項３１】
　各前記光学部材を配列する際の平面視で前記高屈折率層を角形にし、
　４つの前記高屈折率層が前記低屈折率層を挟み、かつ、前記４つの高屈折率層同士が接
触するように配列し、さらに、斜め光の入射角が大きいほど、当該光学部材の重心が前記
斜め光側により強く片寄るように、横線、縦線、または斜め４５度線を用いて、前記斜め
光の入射角に応じたそれぞれのマスクパターンを生成し、
　この生成したマスクパターンをフォトリソグラフィに使って、前記斜め光の入射角に応
じた各光学部材を製造する
　請求項３０に記載の製造方法。
【請求項３２】
　受光部が形成されている半導体基板上に屈折率の小さい低屈折率層を形成し、
　前記低屈折率層上に屈折率の大きい高屈折率層を形成し、
　前記屈折率層の前記受光部と対応する位置に複数の開口部を配列して形成し、
　それぞれの前記開口部を、前記低屈折率層で埋め込み、
　これにより、前記高屈折率層と前記低屈折率層が、光軸に対して横方向に交互に配列さ
れた光学部材を前記半導体基板と一体的に製造する
　固体撮像装置の製造方法。
【請求項３３】
　各前記光学部材を、受光部の配列位置と斜め光の入射角に整合させて配列する際の平面
視で前記高屈折率層を角形にし、
　４つの前記高屈折率層が前記低屈折率層を挟み、かつ、前記４つの高屈折率層同士が接
触するように配列し、さらに、斜め光の入射角が大きいほど、当該光学部材の重心が前記
斜め光側により強く片寄るように、横線、縦線、または斜め４５度線を用いて、前記斜め
光の入射角に応じたそれぞれのマスクパターンを生成し、
　この生成したマスクパターンをフォトリソグラフィに使って、前記斜め光の入射角に応
じた各光学部材を、前記受光部の配列位置と整合するように配置する
　請求項３２に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項３４】
　前記４つの高屈折率層の前記角形の形状と配置位置を、それぞれの頂点座標を使用する
関数式で表わし、当該関数式を規定する各頂点座標を示す一次式の係数を前記半導体基板
上における前記光学部材が配置される位置に応じて設定することで、前記斜め光の入射角
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に応じた各光学部材用のマスクパターンのデータを生成する
　請求項３３に記載の固体撮像装置の製造方法。
【請求項３５】
　前記４つの高屈折率層の前記角形の形状は四角形であり、垂直光が入射する位置を原点
とするｘｙ平面の前記光学部材と対応する前記検出部の配置される位置（ｘａ，ｙａ）の
前記光学部材ごとに、斜め光が入射する側とは反対側の角を原点とする新たな座標Ｘ，Ｙ
をとり、前記位置（ｘａ，ｙａ）の前記関数式をｆ（ｘａ，ｙａ）、各高屈折率層の４つ
の頂点座標を（Ｘ１，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ２），（Ｘ１，Ｙ２）とした
とき、Ｘ１，Ｙ１，Ｘ２，Ｙ２を、下記式で規定することで、前記斜め光の入射角に応じ
た各光学部材用のマスクパターンのデータを生成する
　請求項３４に記載の固体撮像装置の製造方法。
　ｆ（ｘａ，ｙａ）＝｛（Ｘ１，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ２），（Ｘ１，Ｙ
２）｝
　Ｘ１＝ｓ１×｜ｘａ｜＋ｓ２×｜ｙａ｜＋ｃ１
　Ｙ１＝ｓ３×｜ｘａ｜＋ｓ４×｜ｙａ｜＋ｃ２
　Ｘ２＝ｓ５×｜ｘａ｜＋ｓ６×｜ｙａ｜＋ｃ３
　Ｙ２＝ｓ７×｜ｘａ｜＋ｓ８×｜ｙａ｜＋ｃ４
　ｓ１～ｓ８は係数、ｃ１～ｃ４は定数
【請求項３６】
　前記高屈折率層の前記光学部材の外側の角を当該高屈折率層のサイズに応じた大きさで
斜めにカットすることで、前記斜め光の入射角に応じた各光学部材用のマスクパターンの
データを生成する
　請求項３５に記載の固体撮像装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部材およびこの光学部材を利用した固体撮像装置並びにそれらの製造方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＣＣＤ（Charge Coupled Device）やＣＭＯＳ（Complementary Metal-oxide Semicondu
ctor ）センサを始めとする固体撮像装置では、オンチップレンズ（ＯＣＬ：On Chip Len
z ：マイクロレンズとも称される）や層内レンズなどの光学部材を設け、入射光を受光部
へ集光させるのが一般的である。ここで、前記光学部材としては、スネル則を利用した屈
折型レンズ構造のものが用いられる。
【０００３】
　ところが、スネル則を利用した屈折型レンズ構造は、レンズそのものが１μｍ程度以上
で厚いため、固体撮像装置のオンチップレンズや層内集光レンズに応用するとデバイス上
層が厚くなってしまう。これによって、隣の画素からの好ましくない光入射（斜め入射光
と称する）が増加して、この斜め入射光による混色が増加して色再現性が悪くなる。
【０００４】
　また、従来のオンチップレンズや層内集光レンズの作製工程では、レジストをリフロー
させるなど工程数が多く複雑でコストも高い。加えて、リフローで作製すると球面形状し
か作製できず、たとえば横方向に変形した非対称なレンズ形状ができない。
【０００５】
　さらに、外付けの結像系レンズのＦ値を小さくすると斜め入射光が増えるために上層が
厚くなることによって理想の感度からの低下が顕著になり、本来の感度が取れなくなる（
Ｆ値光感度低下）。
【０００６】
　また、従来のオンチップレンズでは、集光効率が信号光の入射角度に依存して低下する
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。つまり、オンチップレンズに垂直に入射してくる光については高効率に集光することが
できるが、斜め入射光に対しては集光効率が減少する。複数の画素が２次元配列されて構
成されている固体撮像装置では、広がり角を持つ入射光の場合、固体撮像装置の中央付近
の画素と周辺付近の画素とでは入射角が異なり、その結果、周辺付近の画素の集光効率が
中央付近のものより低下するという現象、つまり、デバイス中心に比べて端で感度が小さ
くなる現象（シェーディング）も顕著にもなる。
【０００７】
　斜め入射光に色再現性低下に関しては、色再現性を回復させるために演算処理を行なう
ことも考えられるが、余分なノイズが発生して画質が劣化する弊害が懸念される。
【０００８】
　さらに、外付けの結像系レンズのＦ値を小さくすると、斜め入射光が増えるために上層
が厚くなることによって理想の感度からの低下が顕著になり、本来の感度が取れなくなる
Ｆ値光感度低下現象も生じる。
【０００９】
　これに対して、上層が厚くなる問題点や感度低下を解決する一手法として、フレネルレ
ンズを利用した仕組みが提案されている（たとえば特許文献１，２を参照）。
【００１０】
【特許文献１】特開２００５－０１１９６９号公報
【特許文献２】特開２００６－３５１９７２号公報
【００１１】
　たとえば、特許文献１に記載の仕組みは、オンチップレンズなどの上部レンズで収束さ
れた光をさらに収束させて対応する光電変換部に入射させる層内集光レンズを、フレネル
レンズをベースとして構成しているものである。屈折型レンズであるが、波型にすること
でレンズを薄くできるようにしている点に特徴がある。
【００１２】
　また、特許文献２に記載の仕組みは、集光素子を、入射光の波長と同程度かそれより短
い線幅で分割された同心構造の複数のゾーン領域の組み合わせによって構成されたものと
している。２段同心円構造の分布屈折率レンズ（つまりフレネルレンズ）をベースとして
いて、フレネルレンズと同じ屈折率分布となるような微細構造を作製して集光素子を構成
している（レンズとしている）点が特徴である。
【００１３】
　しかしながら、特許文献１に記載の仕組みでは、フレネルレンズの考え方を基本として
いるので、このフレネルレンズは屈折型であるために波長オーダーより薄くするのに限度
がある。
【００１４】
　また、このような波型を作製するのは通常の屈折型レンズの工程よりもさらに複雑な工
程となり、コストもさらにかかる。また、球面でしかレンズが作製できず、非対称性を入
れることができない。
【００１５】
　加えて、特許文献１，２の何れの仕組みにおいても、フレネルレンズをベースとするた
め、ある領域に斜め入射した光において本来集光するポイントに集まらないことがある（
詳細は後述する）。このことは、集光効率が低下してしまう上に、発散した光が隣の画素
に入射した場合には混色の原因になる。
【００１６】
　また、特許文献２の仕組みでは、微細画素、とりわけ１．５μｍ以下の画素サイズにな
ると、円形などの複雑な図形を画素内に入れる必要性から、画素ピッチに対する最小線幅
の割合いが１／１０以下の微細ピッチが必要となる。たとえば最小線幅０．１μｍ以下の
微細ピッチのレンズ構造の作製が必要となる。この場合、プロセスにおいて埋め込みが容
易でないといった課題があり、たとえばフッ化アルゴン（ＡｒＦ）エキシマレーザ（波長
１９３ｎｍ）を用いた液浸スキャナーと言った高コストのＡｒＦ液浸露光装置が必要にな
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る。
【００１７】
　また、通常のマスク発生システムは、縦線または横線または斜め４５度線で構成される
図形のみが許されていることが多く、このような状況でもマスク設計を低コストで可能に
する新たなレンズ構造の開発が求められている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、前述の各種の問題の少なくとも１つ
を解消することのできる新たな光学部材の仕組みを提供することを目的とする。
【００１９】
　好ましくは、前述の各種の問題の少なくとも１つを解消するに当たり、微細画素の実現
に際しても、最小線幅をより大きくすることが可能な、つまり画素ピッチと最小線幅の割
合いに従来よりも余裕を持たせることができる仕組みを提供することを目的とする。
【００２０】
　好ましくは、前述の各種の問題の少なくとも１つを解消するに当たり、縦線または横線
または斜め４５度線を構成する通常のマスク発生システムにより製造することができる仕
組みを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　光学長（レンズ長）に比べて相対的に薄い高屈折率層と低屈折率層が光学部材の横方向
（光軸に対して垂直となる平面上の任意の方向）に交互に配列されている場合に、低屈折
率層や高屈折率層の各幅が入射光の波長オーダーより十分に大きいときには、光学部材を
通過する光の等位相面は、入射側の媒質での等位相面と同様に形成され、湾曲することは
ない。
【００２２】
　ところが、低屈折率層や高屈折率層の各幅が入射光の波長オーダーと同程度かより小さ
くなると、波動方程式の連続性により、低屈折率層内での波面と高屈折率層内での波面と
が繋がり、その結果、全体の等位相面が湾曲する現象が生じる。
【００２３】
　本発明に係る光学部材は、前記知見に基づいてなされたものである。すなわち、本発明
に係る光学部材の一実施形態は、光学長（レンズ長）に比べて相対的に薄く、屈折率の大
きい高屈折率層と屈折率の小さい低屈折率層が光軸に対して横方向に交互に配列したもの
とする。ここで、高屈折率層および低屈折率層の各幅は、入射光の波長オーダーまたはそ
れより小さいものとする。
【００２４】
　波長オーダーまたはそれより小さい幅の低屈折率層と高屈折率層とを横方向に並べて光
学部材としての機能を持たせる際には、部材の中心と端部の高屈折率層の各密度の配置関
係を調整することで、等位相面の湾曲具合を調整することができる。
【００２５】
　これにより、凸レンズ機能（集光性）を持たせることもできれば、凹レンズ機能（拡散
性）を持たせることもできる。また、斜め入射光を垂直入射光に変換する機能（斜め光補
正機能）を持たせることもできる。低屈折率層と高屈折率層の各配列幅を調整することで
等位相面（波面）の湾曲状態を制御することのできる新たな仕組みの光学部材（光学レン
ズ）が実現できることになる。このような仕組みの光学部材を波面制御レンズと呼ぶこと
にする。
【００２６】
　たとえば、各高屈折率層を、部材の機械的な中心では密に配置し、中心から離れるに従
って疎になるように、左右対称に配置すれば、凸レンズ機能（集光性）を果たすようにな
る。低屈折率層側から見れば、部材の機械的な中心では粗に配置し、中心から離れるに従
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って密になるように、左右対称に配置すれば、凸レンズ機能（集光性）を果たすようにな
る。
【００２７】
　各高屈折率層を、部材の機械的な中心では粗に配置し、中心から離れるに従って密にな
るように、左右対称に配置すれば、凹レンズ機能（発散性）を果たすようになる。低屈折
率層側から見れば、部材の機械的な中心では密に配置し、中心から離れるに従って粗にな
るように、左右対称に配置すれば、凹レンズ機能（発散性）を果たすようになる。
【００２８】
　高屈折率層および低屈折率層の少なくとも一方を、各幅が、横方向に非対称に配置すれ
ば、斜め光補正機能を果たすようになる。
【００２９】
　また、好ましくは、波面制御の仕組みに加えて、主光線の斜め入射に垂直な方向には、
構造体を画素サイズより短くかつ対称性を持たせて配置する構造にして集光効果（レンズ
機能）や斜め入射光補正機能を持たせるようにしてもよい。詳細は後述するが、このよう
な構造を採ると、波面制御に加えて、ゾーンプレートの回折レンズ効果を入れた構造にで
き、集光効率が高まる。加えて、マスクパターンは単純な垂直線と水平線または場合によ
っては斜め４５度線のみでよく、曲線を必要としない。微細画素でも、マスクパターンが
単純であるために、最小線幅に余裕を持たせることが可能になるし、マスク設計が容易に
なる。
【００３０】
　このような光学部材は、独立した部材として、レーザ走査光学系などに用いられる従来
の一般的な光学レンズと置き換えて使用することができる。
【００３１】
　ただし、固体撮像装置との組合せにおいては、画素アレイ部などが形成される半導体基
板上に、光学部材を一体的に形成するのが好ましい。組合せ対象の固体撮像装置としては
、光電変換が行なわれるセンサ部が形成されている半導体基体の表面側に配線層や電極層
が形成され、その表面側から光を入射させる通常の表面照射型のものに限らず、表面側と
は反対の裏面側から光を入射させる裏面照射型のもでもよい。裏面照射型でも、斜め光入
射による混色が問題となり得るが、本発明の光学部材による斜め光補正効果を機能させる
ことで、この混色の問題が緩和される。
【００３２】
　また、固体撮像装置との組合せにおいては、導波路（導光路）と組み合わせる構造を採
ってもよい。この場合、導波路の全反射条件を満たすように光を導波路に導入する必要が
あるが、本発明の光学部材による集光効果や斜め光補正効果を機能させることで、光を導
波路に容易に導入でき、加えて、導波路の全反射条件を斜め光でも満たすことができる。
【００３３】
　固体撮像装置はワンチップとして形成された形態であってもよいし、撮像部と、信号処
理部または光学系とが纏めてパッケージングされた、撮像機能を有するモジュール状の形
態であってもよい。
【００３４】
　また、本発明は、固体撮像装置のみではなく、撮像装置にも適用可能である。この場合
、撮像装置として、固体撮像装置と同様の効果が得られる。ここで、撮像装置は、たとえ
ば、カメラ（あるいはカメラシステム）や撮像機能を有する携帯機器のことを示す。また
「撮像」は、通常のカメラ撮影時の像の撮り込みだけではなく、広義の意味として、指紋
検出なども含むものである。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明の一実施形態によれば、入射光の波長オーダーまたはそれより小さいレンズ長よ
りも薄い高屈折率層と低屈折率層を光軸に対して横方向に交互に配列して光学部材を構成
したので、入射光が光学部材を通過するときに等位相面を、高屈折率層と低屈折率層の各
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幅の配列状態に応じて湾曲させることができる。その結果、光学部材は、高屈折率層と低
屈折率層の各幅の配列状態に応じた光学特性（たとえば集光機能、発散機能、あるいは入
射角変換機能）を示すようになる。
【００３６】
　このように高屈折率層と低屈折率層を交互に横方向に配列した光学部材は、光学長より
も短く薄い部材にすることができ、従来のスネル則を利用した屈折型レンズ構造のものよ
りも薄い部材にすることができる。その結果、従来のような相対的に厚みのある構造のレ
ンズで生じていた問題を緩和・解消することができる。
【００３７】
　たとえば、撮像デバイスの上層が薄くなり、混色が減るので色再現性がよくなる。演算
処理による混色対策が不要になるので、余分なノイズ発生も少なくなる。またＦ値光感度
低下を防いだり、斜め入射光を垂直入射光に補正したりすることもでき、シェーディング
対策にもなる。
【００３８】
　また、薄い低屈折率層と高屈折率層が交互に配列されて部材が構成されているので、フ
レネルレンズのような大きい屈折率の段差はなく、斜め入射光に対しても反射や屈折によ
る発散する光は少ない。その結果、集光効率を高めることができるし、斜め入射光による
混色の問題も解決できる。
【００３９】
　薄い低屈折率層と高屈折率層を横方向に交互に配列されたものとすればよく、半導体プ
ロセスに準じた製造ができ、作製の工程が簡便でコストが低く抑えられる。
【００４０】
　低屈折率層と高屈折率層の各配列幅を調整することで光学特性を制御できるので、球面
レンズに比べて光学的に設計の幅が広がる利点もある。
【００４１】
　また、本発明に係る光学部材として、主光線の斜め入射に垂直な方向には、構造体を画
素サイズより短くかつ対称性を持たせて配置する構造にすれば、微細画素でも、最小線幅
に余裕を持った状態でも集光効果（レンズ機能）や斜め入射光補正機能を持たせることが
可能となる。
【００４２】
　また、このような構造にすることで、マスクパターンは、縦線または横線または斜め４
５度線で構成される図形のみでも可能になるので、通常のマスク発生システムにより、こ
の構造の光学部材を製造することができる。特殊なマスク発生システムが不要である。
【００４３】
　また、マスクパターンを、円形（楕円を含む）や曲線を含まない、縦線または横線また
は斜め４５度線で構成される図形のみで構成することで、角形の頂点座標を指定する比較
的簡単な低次の関数式（一次方程式など）を用いた各画素位置のレンズ設計（マスクパタ
ーン設計）も可能になる。このことは、設計から製造までの全体のコストを低減する上で
も効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４４】
　以下、図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。各機能要素について
実施形態別に区別する際には、Ａ，Ｂ，Ｃ，…などのように大文字の英語の参照子を付し
て記載し、特に区別しないで説明する際にはこの参照子を割愛して記載する。図面におい
ても同様である。
【００４５】
　＜第１実施形態：凸レンズの基本＞
　図１～図１Ｂは、光学レンズの第１実施形態の基本原理を説明する図である。ここで図
１および図１Ａは等位相面を示す図であり、図１Ｂは第１実施形態の光学レンズの平面模
式図である。
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【００４６】
　後述する他の実施形態も含めて、本実施形態の各光学レンズは、基本的には、光軸に対
して横方向に、屈折率の大きい矩形状の層と小さい矩形状の層を交互に配列するとともに
、それぞれの幅を波長オーダーまたはそれより小さい幅の構造を有するものとすることで
レンズ機能を持たせる。
【００４７】
　たとえば、光リソグラフィならびに電子線リソグラフィに代表されるプレーナープロセ
ス技術を利用して形成される、サブ波長の周期構造を有する集光素子（Subwave length L
ens ：ＳＷＬＬ）の仕組みを利用することで、「波長オーダーまたはそれより小さい幅の
構造」を形成できる。
【００４８】
　ＳＷＬＬを固体撮像装置用の集光素子に用いることで、一般的な半導体プロセスで、オ
ンチップレンズを形成することができ、また、レンズの形状を自由に制御することができ
るようになる。
【００４９】
　ここで、第１実施形態は、集光効果を持つ凸レンズに関するものである。このため、屈
折率の大きい層を、板状に、かつ中心（レンズの機械的な中心：本例では光軸位置と一致
）が密で中心から離れるに従って疎になる左右対称構造にする。屈折率の小さい層の側面
から言えば、各低屈折率層は、部材の機械的な中心では粗に配置され、中心から離れるに
従って密になる左右対称構造にする。レンズの左右が対称である（左右対称構造を持つ）
点で、後述する第２あるいは第３実施形態と相違する。
【００５０】
　中心が密で中心から離れるに従って疎になる構造とすることで凸レンズ機能を持たせる
には、たとえば、屈折率の大きい層の幅がレンズの中心に向かって徐々に大きくなる構造
を有するものとする第１の凸レンズ化手法、屈折率の小さい層の幅がレンズの中心に向か
って徐々に小さくなる構造を有するものとする第２の凸レンズ化手法、あるいはこれら第
１および第２の凸レンズ化手法を併用した第３の凸レンズ化手法の何れかを採用するのが
よい。集光効率の面では第３の凸レンズ化手法を適用するのが最も効果的である。
【００５１】
　先ず、図１に示すように、屈折率ｎ０のみの板状の単一材層１が存在し、それ（詳しく
は位相面１_4側）に隣接して、屈折率ｎ０の矩形状の層（低屈折率層と称する）２０と屈
折率ｎ０よりも高い（大きい）屈折率ｎ１（ｎ１＞ｎ０）の矩形状の層（高屈折率層と称
する）２１とをそれぞれ横方向に交互に配列した板状の層（交互配置層と称する）２Ａが
設けられているものとする。交互配置層２Ａのさらに後方（光入射側とは反対側）には、
屈折率ｎ０のみの板状の単一材層３が設けられると考えてよい。詳細は後述するが、交互
配置層２Ａは、集光効果を持つ光学レンズ（凸レンズ）の機能をなす。
【００５２】
　交互配置層２Ａにおいては、光学中心CLに対して右側のものには“Ｒ”と参照番号を、
左側のものには“Ｌ”と参照番号を付して示す。右側と左側の区別をしないときには、“
Ｒ”，“Ｌ”を割愛して説明する。これらは、後述する他の例でも同様である。
【００５３】
　図示した第１実施形態の基本例の構成では、中心CLに対して左右対称に屈折率の大きい
矩形状の高屈折率層２１が５層設けられ、その間に屈折率の小さい低屈折率層２０が４層
設けられている。高屈折率層２１Ｒ_1～２１Ｒ_5，２１Ｌ_1～２１Ｌ_5の幅は、中心CLに
向かって徐々に大きくなる構造を有するとともに、低屈折率層２０Ｒ_1～２０Ｒ_4，２０
Ｌ_1～２０Ｌ_4の幅が中心CLに向かって徐々に小さくなる構造を有する。つまり、この第
１実施形態の基本例では、前述の第１および第２の凸レンズ化手法を併用した第３の凸レ
ンズ化手法を採用したものである。
【００５４】
　交互配置層２Ａは、全体としては、屈折率の大きい高屈折率層２１Ｒ_k，２１Ｌ_k（本
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例ではｋ＝１～５）が、板状に、かつ中心が密で中心から離れるに従って疎になる構造に
なっている。高屈折率層１２１に着目すれば、レンズの中心では幅広で周辺では幅狭の構
造になっている。
【００５５】
　ここで、図１に示すように、光が屈折率ｎ０のみの単一材層１側から入射したとする。
そのとき、光速ｃはｃ＝ｃ０／ｎ１となる。ここでｃ０は真空中の光速である。したがっ
て、板状の交互配置層２Ａにおける高屈折率層２１のそれぞれにおいて、その中では光速
が小さくなり、結果として図１のように、単一材層１と同様の等位相面（波面）が形成さ
れると考えられる。しかしながら、高い屈折率ｎ１の高屈折率層２１やその横の屈折率の
小さい低屈折率層２０の横方向の長さ（つまり幅）が波長オーダーより大きいときにはこ
れが成り立つ。
【００５６】
　これに対して、高い屈折率ｎ１の高屈折率層２１やその横の屈折率の小さい低屈折率層
２０の横方向の長さ（幅）が波長オーダー程度かまたはそれより短い場合には、単一材層
１と同様の等位相面（波面）が形成されず、高屈折率層２１とその横の低屈折率層２０の
幅の並び方に応じて波面が湾曲する。
【００５７】
　具体的には、波動方程式の連続性により、低屈折率層２０_j内での波面と高屈折率層２
１_k内での波面が連続的に繋がり、その結果、全体の等位相面が湾曲する。図１に示した
ように、屈折率の大きい高屈折率層２１_kが、板状に、かつ中心が密で中心から離れるに
従って疎になる構造を持つ場合、図１Ａに示すようになる。屈折率が大きい所（高屈折率
層２１）と小さい所（低屈折率層２０）の光速が異なることが原因である。
【００５８】
　図から判るように、光の波面が交互配置層２Ａによって凹面になり、それがさらに後方
の屈折率ｎ０のみの板状の単一材層３を通過していく。結果として、図示のように、レン
ズ中心を境に左右では中心側に入射光の経路を変換する機能が働き、集光性を持たせるこ
とができる。屈折率が大きい高屈折率層２１と小さい低屈折率層２０の光速が異なること
と、波動関数の連続性を組み合わせることで、凸レンズ効果を享受できるようになる。
【００５９】
　以上から理解されるように、第１実施形態の光学レンズは、屈折率の大きい高屈折率層
２１_kと、屈折率の小さい低屈折率層２０_jとを矩形状で横方向に交互に配列するととも
に、その幅を波長オーダーまたはそれより小さい幅の構造を有するものとし、この際に、
屈折率の大きい高屈折率層２１_kを中心が密で中心から離れるに従って疎になる構造を持
つようにすることで、集光性を持つ凸レンズとして機能させることができる。
【００６０】
　高い屈折率ｎ１の高屈折率層２１とその横の屈折率の小さい低屈折率層２０の幅の並び
方に応じて波面が湾曲するのであるから、それぞれの幅の並び方を調整することで光の波
面の湾曲具合を制御することができ、結果として、凸レンズの集光性を制御することがで
きる。つまり、第１実施形態の交互配置層２Ａは、波面制御の仕組みを利用した集光レン
ズ（つまり凸レンズ）であると考えることができる。
【００６１】
　図１Ａに示す構造から明らかなように、そのレンズ厚は、屈折率の大きい矩形状の高屈
折率層２１_kと屈折率の小さい矩形状の低屈折率層２０_jを横方向に交互に配列した交互
配置層２Ａの厚さであるから、極めて薄い凸レンズにすることができる。たとえば、従来
のスネル則を利用した屈折型レンズ構造では１μｍ以上となってしまうものが、本実施形
態の仕組みの光学レンズとすることで、０．５μｍ以下までレンズを薄くできる。
【００６２】
　レンズ厚を薄くできれば、固体撮像装置に適用する場合、上層が薄くなることによって
、混色が減るので色再現性がよくなる。また、混色が減るので色再現性を回復させるため
の演算処理が不要となり、演算処理による余分なノイズ発生も少なくなる。また、レンズ
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厚が薄いので、外付けの結像系レンズのＦ値を小さくする場合でも斜め入射光が増えるこ
とはなく、Ｆ値光感度低下の問題が起きない。
【００６３】
　交互配置層２Ａは、平面構造においても、当然に、中心が密で中心から離れるに従って
疎になる構造になっていればよく、その限りにおいて、様々な平面構造を採ることができ
る。屈折率の大きい高屈折率層２１_kと屈折率の小さい低屈折率層２０_jのそれぞれの形
状は、円形、楕円形、正方形、長方形、三角形など、任意の形状とすることができる。そ
して、これらの同一と見なし得る形状のものを環状とするものや、異なった形状のものを
組み合わせて、各リングの幅が上下左右で同一となるように環状とすればよい。
【００６４】
　たとえば、図１Ｂ（１）に示すように、高屈折率層２１_kと低屈折率層２０_jのそれぞ
れが円形または円形リング形状の、全体として環状となったものでもよい。図１Ｂ（２）
に示すように、高屈折率層２１_kと低屈折率層２０_jのそれぞれが楕円または楕円形リン
グ形状の、全体として環状となったものでもよい。図１Ｂ（３）に示すように、高屈折率
層２１_kと低屈折率層２０_jのそれぞれが正方形または正方リング形状の、全体として環
状となったものでもよい。図１Ｂ（４）に示すように、高屈折率層２１_kと低屈折率層２
０_jのそれぞれが長方形または長方リング形状の、全体として環状となったものでもよい
。
【００６５】
　図示を割愛するが、高屈折率層２１_kと低屈折率層２０_jのそれぞれが三角形または三
角リング形状の、全体として環状となったものでもよい。また、図示を割愛するが、たと
えば、中心では円形または円形リング形状のものとし、外周では四角リング形状とするな
ど、中心側と外周側とで異なった形状のものを使用して、それらを組み合わせて、全体と
して環状となるようにしてもよい。
【００６６】
　ただし、凸レンズとしての集光効果は交互配置層２Ａの平面構造、すなわち高屈折率層
２１と低屈折率層２０の並び方の平面構造の影響を受けるので、固体撮像素子に応用する
場合には、図１Ｂに例示した平面構造、特に中心部の高屈折率層２１_1の形状は、受光部
の平面形状に整合させるのがよい。
【００６７】
　＜第１実施形態：凸レンズの適用例１＞
　図２～図２Ｄは、光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第１例（適用例
１）を説明する図である。ここで図２は適用例１の固体撮像装置の断面模式図であり、図
２Ａは、第１実施形態（適用例１）の固体撮像装置のより具体的な断面図であり、図２Ｂ
～図２Ｄは、その光学特性のシミュレーション結果を示す図である。
【００６８】
　第１実施形態（適用例１）の固体撮像装置１００Ａは、屈折率ｎ３が４．１で消衰係数
（光の吸収と関連がある係数）ｋが０．０４のシリコンＳｉでなる半導体基板（以下シリ
コン基板とも称する）１０２上に、屈折率ｎ１が２．０のシリコンナイトライドＳｉ３Ｎ
４（以下ＳｉＮと記す）の薄膜層１３０（厚さ＝０．１μｍ）を有し、その上層に、図１
～図１Ｂを用いて説明した構造（交互配置層１１２Ａ）を主要部に持つ光学レンズ１１０
Ａを有する。
【００６９】
　薄膜層１３０は、シリコン基板１０２に対する反射防止膜として設けられたものである
。これにより、有効に光をフォトダイオードなどの受光部に入射させることが可能となる
。たとえば、シリコンＳｉとシリコンナイトライドＳｉＮと酸化シリコンＳｉＯ２の屈折
率をそれぞれｎ_Ｓｉ ，ｎ_ＳｉＮ ，ｎ_ＳｉＯ２ とするとｎ_Ｓｉ ＞ｎ_ＳｉＮ ＞ｎ_
ＳｉＯ２ となる関係がある。この場合、薄膜層１３０の厚みｄが“ｄ≒λ×（ｍ／２＋
１／４）／ｎ_ＳｉＮ　”の関係になることで、反射防止膜の機能が有効にでてくる。こ
こでλは光の波長で、ｍは０以上の整数である。
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【００７０】
　図２Ａに示すように、シリコン基板１０２の光学レンズ１１０Ａ側の境界近傍（基板表
面）には、ＰＮ接合でなる光電変換部（受光部）１０４が所定の画素ピッチで配置される
。固体撮像装置１００Ａは、複数（たとえば数百万個）の光電変換部１０４を縦横にある
いは斜め方向に規則的に配列してなる画素アレイ部を有する。
【００７１】
　光学レンズ１１０Ａの光入射面側の上層には、カラーフィルタ１０６やオンチップレン
ズ１０８が必要に応じて設けられる。オンチップレンズ１０８は、スネル則を利用した屈
折型レンズ構造のものである。
【００７２】
　図２Ａに示した例は、上層レンズ（表面レンズ）としてオンチップレンズ１０８を使用
し、層内集光レンズとして光学レンズ１１０Ａの交互配置層１１２Ａを使用する例で示し
ているが、オンチップレンズ１０８を交互配置層１１２Ａに置き換えることもできる。こ
の場合、その交互配置層１１２Ａは、デバイス上層内に埋め込まれたものではなく、デバ
イスの最も上層にレンズ構造として配されたものとなり、その表面は空気と接することに
なる。
【００７３】
　オンチップレンズ１０８は、スネル則を利用した屈折型レンズ構造のものであり、レン
ズそのものが１μｍ程度で厚いため、デバイス上層が厚くなってしまい、斜め入射光によ
る混色の問題が起こり得るが、交互配置層１１２Ａに置き換えることでその問題を軽減で
きる。
【００７４】
　図２Ａに示した例は、画素アレイ部の周辺部の状態を示したもので、オンチップレンズ
１０８を通過した斜め入射光が交互配置層１１２Ａの中心を通るように、オンチップレン
ズ１０８の中心と光学レンズ１１０Ａの１周期分の交互配置層１１２Ａの中心とをずらし
て配置している。画素アレイ部の中央部では、その必要がなく、オンチップレンズ１０８
の中心と光学レンズ１１０Ａの１周期分の交互配置層１１２Ａの中心とを一致させて配置
する。
【００７５】
　詳細な説明は割愛するが、交互配置層１１２Ａとシリコン基板１０２の表面（薄膜層１
３０側）との間には、配線層１０９が設けられる。配線層１０９では、各光電変換部１０
４の電荷蓄積動作や信号読出し動作を制御するためのアルミニウム配線が、光電変換部１
０４への光路を妨げないように設けられる。
【００７６】
　光学レンズ１１０Ａは、屈折率ｎ１が１．４６の酸化シリコンＳｉＯ２の厚みのある層
（酸化シリコン層と称する）を媒質として有し、その光入射側の表面近傍に、図１～図１
Ｂを用いて説明した交互配置層２Ａと同様の構造の交互配置層１１２Ａを有する。交互配
置層１１２Ａよりも光入射側が、図１～図１Ｂを用いて説明した単一材層１と同様の単一
材層１１１となり、交互配置層１１２Ａよりもシリコン基板１０２側が、図１～図１Ｂを
用いて説明した単一材層３と同じ単一材層１１３となる。
【００７７】
　光学レンズ１１０Ａの１周期（つまりレンズサイズ）を画素サイズ（＝画素ピッチ）３
．６μｍに整合させる。シリコン基板１０２の表面、すなわちシリコン基板１０２と薄膜
層１３０との境界面から交互配置層１１２Ａまでの距離（厚さ：実質的なレンズ長）を３
．６μｍ、交互配置層１１２Ａの厚さ（実質的なレンズ厚）を０．５μｍとする。これか
らも判るように、高屈折率層２１_Kと低屈折率層２０_jが交互に配列されて構成されてい
る交互配置層１１２Ａは、光学長（レンズ長）に比べて十分に薄く設定されている。
【００７８】
　交互配置層１１２Ａは、屈折率ｎ０が１．４６の酸化シリコンＳｉＯ２の矩形状の低屈
折率層１２０と、屈折率ｎ１が２．０のシリコンナイトライドＳｉＮの矩形状の高屈折率
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層１２１とを、高屈折率層１２１の幅がレンズの中心に向かって徐々に大きくなるととも
に、低屈折率層１２０の幅がレンズの中心に向かって徐々に小さくなるように配置するこ
とで、高屈折率層１２１を、板状に、かつ中心が密で中心から離れるに従って疎になる構
造にしている。
【００７９】
　第１実施形態（適用例１）において、１周期内における交互配置層１１２Ａ内の低屈折
率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（何れも図示せず）の幅や境界距離（本例では隣接す
る低屈折率層１２０Ｒ_5，１２０Ｌ_5の合成幅）は以下のように設定する。
【００８０】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．４５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2，高屈折率層１２１Ｌ_2：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3，高屈折率層１２１Ｌ_3：０．２０μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_4，高屈折率層１２１Ｌ_4：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_5，高屈折率層１２１Ｌ_5：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1，低屈折率層１２０Ｌ_1：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2，低屈折率層１２０Ｌ_2：０．１５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_3，低屈折率層１２０Ｌ_3：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_4，低屈折率層１２０Ｌ_4：０．２２５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_5＋低屈折率層１２０Ｌ_5：０．４０μｍ
【００８１】
　図から判るように、光学レンズ１１０Ａの交互配置層１１２Ａは、屈折率が１．４６の
酸化シリコンＳｉＯ２の低屈折率層１２０と屈折率が２．０のシリコンナイトライドＳｉ
Ｎの高屈折率層１２１の周期構造によって入射光を湾曲させるＳＷＬＬ構造の集光素子と
なっている。本例では、シリコンナイトライドＳｉＮおよび酸化シリコンＳｉＯ２の周期
構造を持つ交互配置層１１２Ａは、低屈折率層１２０および高屈折率層１２１の何れも、
横方向の最小線幅を０．１μｍ、レンズの厚みを０．５μｍとしている。
【００８２】
　図２Ｂは、図２に示した光学レンズ１１０Ａを通過する波長λが５４０ｎｍの緑色光に
関してのシミュレーション結果を示す。図中、ｃＴは、光速ｃに時間Ｔを掛けたもので、
光が真空中を進んだ距離（単位μｍ）を表す。ここでは、シミュレーションに掛った時間
と捉えてもよい。
【００８３】
　先ず図２Ｂ（１）は、図２に示した光学レンズ１１０Ａの交互配置層１１２Ａを通過し
た直後のシミュレーション結果である。この結果から、交互配置層１１２Ａを通過した緑
色光のフロント（シリコン基板１０２側）の波面が凹面になっていることが判る。
【００８４】
　図２Ｂ（２）は、交互配置層１１２Ａを通過し、さらにシリコン基板１０２（つまり光
電変換素子）の表面にほぼ到達したときのシミュレーション結果である。この結果から、
各光学レンズ１１０Ａの中心に緑色光が集光しており、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）に関し
て凸レンズ効果があるのが判る。図示を割愛するが、近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色
光（λ＝６４０ｎｍ）、青色光（λ＝４６０ｎｍ）についても、同様にレンズ効果がある
。
【００８５】
　図２Ｃおよび図２Ｄは、図２に示した第１実施形態（適用例１）の光学レンズ１１０Ａ
と同様の構造を持つ光学レンズを適用した第１実施形態（適用例１）の固体撮像装置１０
０Ａに関してのシミュレーション結果を示す図であり、それぞれ近赤外光（λ＝７８０ｎ
ｍ）、赤色光（λ＝６４０ｎｍ）、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）、青色光（λ＝４６０ｎｍ
）の結果である。これらからも判るように、何れの波長の光も、光学レンズ１１０Ａによ
りで集光されていて、凸レンズ効果がある。
【００８６】
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　＜第１実施形態：凸レンズの適用例２＞
　図３～図３Ｂは、光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第２例（適用例
２）を説明する図である。ここで図３は第１実施形態（適用例２）の固体撮像装置の断面
模式図であり、図３Ａおよび図３Ｂは、その光学特性のシミュレーション結果を示す図で
ある。
【００８７】
　第１実施形態（適用例２）の固体撮像装置１００Ａは、基本的には、第１実施形態（適
用例１）の固体撮像装置１００Ａと同様の構造にしつつ、横方向の最小線幅を０．１μｍ
ではなく、０．２μｍとしたものである。この横方向の最小線幅の変更に伴い、交互配置
層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_kの各数や幅や境界距離を調整す
る。
【００８８】
　具体的には、第１実施形態（適用例２）において、光学レンズ１１０Ａの１周期内にお
ける交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（何れも図示せず
）の幅や境界距離（本例では隣接する高屈折率層１２１Ｒ_4，１２１Ｌ_4の合成幅）は以
下のように設定する。
【００８９】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．７５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2，高屈折率層１２１Ｌ_2：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3，高屈折率層１２１Ｌ_3：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_4＋高屈折率層１２１Ｌ_4：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1，低屈折率層１２０Ｌ_1：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2，低屈折率層１２０Ｌ_2：０．２５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_3，低屈折率層１２０Ｌ_3：０．３７５μｍ
【００９０】
　図３Ａおよび図３Ｂは、図３に示した第１実施形態（適用例２）の光学特性のシミュレ
ーション結果を示す図であり、それぞれ近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４
０ｎｍ）、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）、青色光（λ＝４６０ｎｍ）の結果である。
【００９１】
　これらからも判るように、横方向の最小線幅を０．１μｍから０．２μｍと変更する場
合でも、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_kの各数や幅や
境界距離を適正に設定することで、何れの波長の光も、交互配置層１１２Ａにより集光で
き、凸レンズ効果がある。
【００９２】
　＜第１実施形態：凸レンズの適用例３＞
　図４～図４Ｂは、光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第３例（適用例
３）を説明する図である。ここで図４は第１実施形態（適用例３）の固体撮像装置の断面
模式図であり、図４Ａおよび図４Ｂは、その光学特性のシミュレーション結果を示す図で
ある。
【００９３】
　第１実施形態（適用例３）の固体撮像装置１００Ａは、基本的には、第１実施形態（適
用例１）の固体撮像装置１００Ａと同様の構造にしつつ、交互配置層１１２Ａの厚さ（実
質的なレンズ厚）を、０．５μｍではなく、より薄い０．３μｍとしたものである。この
レンズ厚の変更に伴い、必要に応じて、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高
屈折率層１２１_kの各数や幅や境界距離を調整する。本例では、第１実施形態（適用例１
）と全く同じにしている。
【００９４】
　具体的には、第１実施形態（適用例３）において、１周期内における交互配置層１１２
Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（何れも図示せず）の幅や境界距離（本
例では隣接する低屈折率層１２０Ｒ_5，１２０Ｌ_5の合成幅）は以下のように設定する。
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上述のように、第１実施形態（適用例１）に対して、縦方向の厚み寸法を０．５μｍから
０．３μｍに変更しているが、横方向の幅寸法は同じである。
【００９５】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．４５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2，高屈折率層１２１Ｌ_2：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3，高屈折率層１２１Ｌ_3：０．２０μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_4，高屈折率層１２１Ｌ_4：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_5，高屈折率層１２１Ｌ_5：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1，低屈折率層１２０Ｌ_1：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2，低屈折率層１２０Ｌ_2：０．１５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_3，低屈折率層１２０Ｌ_3：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_4，低屈折率層１２０Ｌ_4：０．２２５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_5＋低屈折率層１２０Ｌ_5：０．４０μｍ
【００９６】
　図４Ａおよび図４Ｂは、図４に示した第１実施形態（適用例３）の光学特性のシミュレ
ーション結果を示す図であり、それぞれ近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４
０ｎｍ）、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）、青色光（λ＝４６０ｎｍ）の結果である。
【００９７】
　これらからも判るように、交互配置層１１２Ａの厚さ（実質的なレンズ厚）を、０．５
μｍから０．３μｍと変更する場合でも、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと
高屈折率層１２１_kの各数や幅や境界距離を適正に設定することで、何れの波長の光も、
交互配置層１１２Ａにより集光でき、凸レンズ効果がある。
【００９８】
　＜第１実施形態：凸レンズの適用例４＞
　図５～図５Ｃは、光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第４例（適用例
４）を説明する図である。ここで図５は第１実施形態（適用例４）の固体撮像装置の断面
模式図であり、図５Ａは、より具体的な断面図であり、図５Ｂおよび図５Ｃは、その光学
特性のシミュレーション結果を示す図である。
【００９９】
　第１実施形態（適用例４）の固体撮像装置１００Ａは、基本的には、第１実施形態（適
用例１）の固体撮像装置１００Ａと同様の構造にしつつ、画素サイズまたはレンズサイズ
を３．６μｍではなく、より小さくして１．４μｍとしたものである。この画素サイズま
たはレンズサイズの変更に伴い、シリコン基板１０２と薄膜層１３０との境界面から交互
配置層１１２Ａまでの距離（厚さ：実質的なレンズ長）および交互配置層１１２Ａの厚さ
（実質的なレンズ厚）、並びに、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率
層１２１_kの各数や幅や境界距離を調整する。
【０１００】
　具体的には、第１実施形態（適用例４）において、先ず、交互配置層１１２Ａの厚さ（
実質的なレンズ厚）を０．５μｍとする。光学レンズ１１０Ａの１周期（つまりレンズサ
イズ）を画素サイズ（＝画素ピッチ）１．４μｍに整合させる。
【０１０１】
　光学レンズ１１０Ａの１周期内における交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと
高屈折率層１２１_k（何れも図示せず）の幅や境界距離（本例では隣接する低屈折率層１
２０Ｒ_3，１２０Ｌ_3の合成幅）は以下のように設定する。
【０１０２】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2，高屈折率層１２１Ｌ_2：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3，高屈折率層１２１Ｌ_3：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1，低屈折率層１２０Ｌ_1：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2，低屈折率層１２０Ｌ_2：０．１３μｍ
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　低屈折率層１２０Ｒ_3＋低屈折率層１２０Ｌ_3：０．１９μｍ
【０１０３】
　また、光学レンズ１１０Ａの主要部をなす交互配置層１１２Ａのシリコンナイトライド
ＳｉＮでなる各高屈折率層１２１_kの上下には、各高屈折率層１２１_kと同幅で、屈折率
ｎ４が１．７のＳｉＯＮの薄膜（厚さ＝０．０８μｍ）を反射防止膜１２４としてを付け
る。反射防止膜１２４は、シリコンナイトライドＳｉＮと酸化シリコンＳｉＯ２の間の中
間的な屈折率材料（本例では屈折率が１．７のＳｉＯＮ）の薄膜で、反射による光学的な
ロスを少なくするためのものである。
【０１０４】
　反射防止膜１２４は、薄膜であり、その厚さや幅に関わらず、付けても付けなくても、
交互配置層１１２Ａのレンズ効果そのものには影響を与えない。もちろん、反射防止膜１
２４は、この第１実施形態（適用例４）だけでなく、第１実施形態の適用例１～３にも付
けることができる。
【０１０５】
　反射防止膜１２４を付ける場合のレンズ長は、シリコン基板１０２と薄膜層１３０との
境界面から反射防止膜１２４までの距離であり、本例では２．３μｍに設定する。
【０１０６】
　図５Ｂおよび図５Ｃは、図５に示した第１実施形態（適用例４）の光学特性のシミュレ
ーション結果を示す図であり、それぞれ近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４
０ｎｍ）、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）、青色光（λ＝４６０ｎｍ）の結果である。
【０１０７】
　これらからも判るように、画素サイズやレンズサイズを３．６μｍから１．４μｍと変
更する場合でも、レンズ長や、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層
１２１_kの各数や幅や境界距離を適正に設定することで、何れの波長の光も、交互配置層
１１２Ａにより集光でき、凸レンズ効果がある。
【０１０８】
　＜第１比較例＞
　図６は、第１実施形態の光学レンズ１１０Ａが備える交互配置層１１２Ａ（単体として
の交互配置層２Ａも）による凸レンズに対する第１比較例を説明する図である。
【０１０９】
　第１比較例の固体撮像装置１００Ａは、シリコン基板１０２上に配線層１０９を有し、
その配線層１０９の上層に層内集光レンズ１０５を有し、その層内集光レンズ１０５の上
層にカラーフィルタ１０６およびオンチップレンズ１０８を有する。
【０１１０】
　層内集光レンズ１０５およびオンチップレンズ１０８は、何れもスネル則を利用した屈
折型レンズ構造のものである。このため、レンズそのものが１μｍ程度で厚く、シリコン
基板１０２の光入射側であるデバイス上層が厚くなってしまう。これによって、隣の画素
からの好ましくない斜め入射光が増加して、この斜め入射光による混色が増加して色再現
性が悪くなる。
【０１１１】
　色再現性を回復させるためにマトリックス演算などの演算処理を行なうことも考えられ
るが、余分なノイズが発生して画質が劣化する。
【０１１２】
　外付けの結像系レンズのＦ値を小さくすると、配線層１０９のメタル配線によるケラレ
により斜め入射光が増えるために、上層が厚くなることによって理想の感度からの低下が
顕著になり、本来の感度が取れなくなるＦ値光感度低下が生じる。
【０１１３】
　光電変換部１０４が２次元状に配された画素アレイ部の中心に比べて端部で感度が小さ
くなるいわゆるシェーディング現象も顕著にもなる。主光線が斜めに入射するためケラレ
の影響がより大きくなるなどのためである。
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【０１１４】
　斜めに入射した光を垂直入射光に補正できるように各レンズを横方向に変形した非対称
なレンズ形状にすることも考えられる。しかしながら、製造プロセスの面では、たとえば
リフローで各レンズを作製すると、重力や表面張力の影響を受けるので、球面形状しか作
製できない。換言すれば、リフローで球面レンズを作製するので、横方向に変形した構造
のレンズを作製することはできず、斜めに入射した光を垂直入射光に補正できるようなレ
ンズを作製することができない。
【０１１５】
　これに対して、第１実施形態の各光学レンズ１１０Ａは、交互配置層１１２Ａを主要部
として構成されており、集光効果を持つ凸レンズの機能を、極めて薄いレンズで実現する
ことができる。これにより、デバイスの上層を薄くでき、混色が減るので色再現性がよく
なるとともに、演算処理による余分なノイズ発生も少なくなる。またＦ値光感度低下も小
さくなる。
【０１１６】
　さらに、光学レンズ１１０Ａの主要部なす交互配置層１１２Ａは、低屈折率層１２０と
高屈折率層１２１とを所定の幅で交互に配列した構造のものであり、リソグラフィ技術や
ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法などの単純で簡便な加工技術だけで作製できるために
（詳細は後述する）、作製の工程が簡便でコストが低く抑えられる。
【０１１７】
　また、適用例１～４で示したことから理解されるように、交互配置層１１２Ａによる凸
レンズ効果は、矩形状の各低屈折率層１２０および各高屈折率層１２１の幅や配列数を調
整することで適宜変更が可能であり、球面レンズに比べて光学的に設計の幅が広がる。
【０１１８】
　＜第２比較例＞
　図６Ａは、第１実施形態の光学レンズ１１０Ａが備える交互配置層１１２Ａ（単体とし
ての交互配置層２Ａも）による凸レンズに対する第２比較例を説明する図である。
【０１１９】
　第２比較例の固体撮像装置１００Ａは、特開２００５－０１１９６９号公報に記載され
ているものである。簡単に言えば、オンチップレンズなどの上部レンズで収束された光を
さらに収束させて対応する光電変換部に入射させる層内集光レンズを、フレネルレンズを
ベースとして構成しているものである。
【０１２０】
　詳しくは、屈折型レンズであるが、波型にすることでレンズを薄くできるようにしてい
る。しかしながら、このレンズは屈折型であるために波長オーダーより薄くするのに限度
がある。また、このような波型を作製するのは通常の屈折型レンズの工程よりもさらに複
雑な工程となり、コストもさらにかかる。また、球面でしかレンズが作製できず、非対称
性を入れることができない。
【０１２１】
　加えて、フレネルレンズの場合、ある領域に斜め入射した光において本来集光するポイ
ントに集まらないことがある。たとえば図６Ａにおいて、実線のようにレンズの曲面部に
光が入射した場合には集光するが、点線のように段差の壁に光が入射すると、壁で反射し
たり屈折したりすることで、図のように集光せずに発散することになる。このことは、集
光効率が低下してしまう上に、発散した光が隣の画素に入射した場合には混色の原因にな
る。
【０１２２】
　＜第３比較例＞
　図６Ｂは、第１実施形態の光学レンズ１１０Ａが備える交互配置層１１２Ａ（単体とし
ての交互配置層２Ａも）による凸レンズに対する第３比較例を説明する図である。
【０１２３】
　第３比較例の固体撮像装置１００Ａは、特開２００６－３５１９７２号公報に記載され
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ているものである。集光素子（つまり凸レンズ）を、入射光の波長と同程度かそれより短
い線幅で分割された同心構造の複数のゾーン領域の組み合わせによって構成されたものと
している。ここで、複数のゾーン領域のうち少なくとも１のゾーン領域は、第１線幅およ
び第１膜厚の同心構造の下段光透過膜と、下段光透過膜の上位に構成される第２線幅およ
び第２膜厚の同心構造の上段光透過膜とを含む。簡単に言えば、２段同心円構造の分布屈
折率レンズ（つまりフレネルレンズ）をベースとして集光素子を構成している。
【０１２４】
　よって、特開２００６－３５１９７２号公報に記載されている第３比較例の集光素子（
凸レンズ）は屈折率レンズとなっているが、フレネルレンズをベースとしているので、特
開２００５－０１１９６９号公報に記載されている第２比較例の層内集光レンズと同様な
ことが生じる。図６Ｂにそれを示すが、各領域の境界付近の屈折率の段差に斜め入射光が
入ると、壁で反射したり屈折したりすることで、図のように集光せずに発散することにな
る。このことは、集光効率が低下してしまう上に、発散した光が隣の画素に入射した場合
には混色の原因になる。
【０１２５】
　これに対して、第１実施形態の交互配置層２Ａ（交互配置層１１２Ａ）では、屈折率の
大きい高屈折率層１２１と屈折率の小さい低屈折率層１２０が波長オーダー以下で幅が徐
々に変化するために、フレネルレンズのような大きい屈折率の段差はなく、斜め入射光に
対しても反射や屈折による発散する光は少ない。したがって、集光の劣化が少なく、効率
的に光を集めることができる。
【０１２６】
　また、第１実施形態の１１２（交互配置層２Ａ）の製造プロセスの方が、特開２００５
－０１１９６９号公報に記載されている第２比較例の層内集光レンズや特開２００６－３
５１９７２号公報に記載されている第３比較例の集光素子の製造プロセスに比べて簡便で
ある。たとえば、図６Ｂに示す構造を見ても判るように、２段階にエッチングするために
工程数が多くなり、結果としてコストが高くなる。また、このような複雑なエッチングに
より再現性や均一性にも影響し、生産バラツキを生じ易くなる。
【０１２７】
　第１実施形態の１１２（交互配置層２Ａ）では、高屈折率層２１（高屈折率層１２１）
と低屈折率層２０（低屈折率層１２０）を交互に横方向に配列したものであるので、基本
的には、高屈折率層２１（高屈折率層１２１）の堆積および１回のエッチング、その後の
低屈折率層２０（低屈折率層１２０）の堆積並びにリソグラフィ技術やＲＩＥ法などの単
純で簡便な加工技術だけで済むために工程数は少なく、低コストで、かつ再現性や均一性
もよくなる。
【０１２８】
　以上のことから判るように、波面制御の仕組みを利用した集光レンズ（つまり凸レンズ
）を層内集光レンズ（あるいは表面レンズ）として使用するものと考えることができる第
１実施形態の交互配置層２Ａ（交互配置層１１２Ａ）と、第２比較例（特開２００５－０
１１９６９号公報）の層内集光レンズや第３比較例（特開２００６－３５１９７２号公報
）の集光素子とは、全く原理が異なる。第２比較例の層内集光レンズや第３比較例の集光
素子では、第１実施形態の交互配置層２Ａ（交互配置層１１２Ａ）が持つ効果を享受でき
ない。
【０１２９】
　＜第４比較例＞
　図示を割愛するが、特開２００５－２５２３９１号公報には、屈折率の大きい散乱体を
画素内上層に設ける構成（第４比較例と称する）が開示されている。しかしながら、第４
比較例の仕組みは、第１実施形態の交互配置層２Ａ（交互配置層１１２Ａ）のように、屈
折率の高い高屈折率層１２１を、板状に、かつ中心が密で中心から離れるに従って疎にな
る構造、具体的には、屈折率の大きい高屈折率層１２１の幅が、レンズの中心に向かって
徐々に大きくなる構造、すなわち中心が幅広で周辺が幅狭の構造にはなっていない。
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【０１３０】
　加えて、第４比較例の仕組みでは、散乱効果によるローパスフィルター機能やＭＴＦ制
御機能であってレンズ機能ではない。この点は、第１実施形態の交互配置層２Ａ（交互配
置層１１２Ａ）は、屈折率が大きい高屈折率層２１（高屈折率層１２１）と小さい低屈折
率層２０（低屈折率層１２０）の光速が異なることと、波動関数の連続性を組み合わせる
ことで、凸レンズ効果を享受するものであり、第４比較例の仕組みとは、原理や目的が全
く異なる。
【０１３１】
　＜第５比較例＞
　図示を割愛するが、特開２００５－２０３５２６号公報には、レンズ基板に画素に対応
して形成された貫通孔に屈折率分布型レンズを埋め込み、貫通孔の径方向に変化した屈折
率を有するものとする構成（第５比較例と称する）が開示されている。しかしながら、第
５比較例の仕組みは、貫通孔の径方向すなわち横方向に屈折率分布を徐々に変化させると
いうもので、屈折率が大きい高屈折率層２１（高屈折率層１２１）と小さい低屈折率層２
０（低屈折率層１２０）の光速が異なることと波動関数の連続性を組み合わせた交互配置
層２Ａ（交互配置層１１２Ａ）により凸レンズ効果を享受する第１実施形態の仕組みとは
、基本的な構造のコンセプトが異なる。
【０１３２】
　第５比較例の仕組みでは、屈折率の大きい層と低い層を順々に横方向に堆積させること
も同時に述べているが、現実には横方向からのみならず下からも堆積してしまうために、
このような構造にはならず、横方向のみに屈折率の異なる多層構造には容易に作製できな
い。
【０１３３】
　これに対して、第１実施形態の１１２（交互配置層２Ａ）では、高屈折率層２１（高屈
折率層１２１）と低屈折率層２０（低屈折率層１２０）を交互に横方向に配列したもので
あるので、基本的には、高屈折率層２１（高屈折率層１２１）の堆積および１回のエッチ
ング、その後の低屈折率層２０（低屈折率層１２０）の堆積と言った縦方向の多層構造並
びにリソグラフィ技術やＲＩＥ法などのプロセスでよく、簡便かつ少ない工程数で作製で
きる利点がある。
【０１３４】
　＜第１実施形態：凸レンズの変形例１＞
　図７および図７Ａは、光学レンズの第１実施形態の第１の変形例（変形例１）を説明す
る図である。ここで図７は変形例１の光学レンズを適用した変形例１の固体撮像装置を説
明する断面模式図である。図７Ａは、その光学特性のシミュレーション結果（λ＝５４０
ｎｍ）を示す図である。
【０１３５】
　第１実施形態の基本例では、中心が密で中心から離れるに従って疎になる構造とするこ
とで凸レンズ機能を持たせるに当たり、第１および第２の凸レンズ化手法を併用した第３
の凸レンズ化手法を採用していたが、変形例１では、屈折率の大きい層（高屈折率層１２
１_k）の幅がレンズの中心に向かって徐々に大きくなる構造を有するものとする第１の凸
レンズ化手法のみを適用したものである。屈折率の小さい層（低屈折率層１２０_j）に関
しては全てを等幅にしている。
【０１３６】
　シリコン基板１０２と薄膜層１３０との境界面から交互配置層１１２Ａまでの距離（厚
さ：実質的なレンズ長）を３．６μｍ、交互配置層１１２Ａの厚さ（実質的なレンズ厚）
を０．５μｍとする。光学レンズ１１０Ａの１周期（つまりレンズサイズ）を画素サイズ
（＝画素ピッチ）３．２５μｍに整合させる。第１実施形態（適用例１）では、レンズサ
イズや画素サイズを３．６μｍにしていたのに対して若干の相違がある。画素サイズを前
例に対して多少変えているが、これは、高屈折率層１２１を適度な寸法（０．０５μｍ単
位）にしつつ、低屈折率層１２０も適度な寸法（０．０５μｍ単位）で等幅にする際の調
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整によるものである。画素サイズを前例とできるだけ同じにしつつ低屈折率層１２０部分
を等幅にすることも可能である。
【０１３７】
　第１実施形態（変形例１）の固体撮像装置１００Ａは、基本的には、第１実施形態（適
用例１）の固体撮像装置１００Ａと同様の構造にしつつ、低屈折率層１２０_jの幅を全て
同幅とする変更に伴い、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１
_kの各数や高屈折率層１２１_kの幅や境界距離を調整する。
【０１３８】
　具体的には、第１実施形態（変形例１）において、１周期内における交互配置層１１２
Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（何れも図示せず）の幅や境界距離（本
例では隣接する低屈折率層１２０Ｒ_4，１２０Ｌ_4の合成幅）は以下のように設定する。
【０１３９】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．６５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2，高屈折率層１２１Ｌ_2：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3，高屈折率層１２１Ｌ_3：０．２０μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_4，高屈折率層１２１Ｌ_4：０．１５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1，低屈折率層１２０Ｌ_1：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2，低屈折率層１２０Ｌ_2：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_3，低屈折率層１２０Ｌ_3：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_4＋低屈折率層１２０Ｌ_4：０．２０μｍ
【０１４０】
　屈折率の小さい低屈折率層１２０_jの幅が０．２μｍで等幅になっていて、かつ屈折率
の大きい高屈折率層１２１_kの幅が０．６５μｍ，０．２５μｍ，０．２μｍ，０．１５
μｍと中心から端にいくほど徐々に小さくなっているのが判る。
【０１４１】
　図から判るように、第１実施形態（変形例１）においても、光学レンズ１１０Ａの交互
配置層１１２Ａは、屈折率が１．４６の酸化シリコンＳｉＯ２の低屈折率層１２０と屈折
率が２．０のシリコンナイトライドＳｉＮの高屈折率層１２１の周期構造によって入射光
を湾曲させるＳＷＬＬ構造の集光素子となっている。本例では、交互配置層１１２Ａは、
低屈折率層１２０の横方向の最小線幅を０．２０μｍ、高屈折率層１２１の横方向の最小
線幅を０．１５μｍ、レンズの厚みを０．５μｍとしている。
【０１４２】
　図７Ａは、図７に示した第１実施形態（変形例１）の光学特性のシミュレーション結果
を示す図であり、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）の結果である。これらからも判るように、屈
折率の小さい層（低屈折率層１２０_j）に関しては全てを等幅にしつつ、屈折率の大きい
高屈折率層１２１の幅がレンズの中心に向かって徐々に大きくなる構造を有するものとす
ることでも、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_kの各数や
幅や境界距離を適正に設定することで、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）を、交互配置層１１２
Ａにより集光でき、凸レンズ効果がある。
【０１４３】
　図示を割愛するが、近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４０ｎｍ）、青色光
（λ＝４６０ｎｍ）についても、同様に凸レンズ効果がある。
【０１４４】
　このように、屈折率が小さな低屈折率層１２０_jが等幅でも、屈折率の大きい高屈折率
層１２１_kの幅がレンズの中心に向かって徐々に大きくなる構造を有する第１実施形態（
変形例１）とすることで、屈折率の高い高屈折率層１２１_kを、板状に、かつ中心が密で
中心から離れるに従って疎になる構造にすることができ、第１実施形態（基本例およびそ
の適用例１～４）と同様に、集光性が存在することが判る。
【０１４５】
　第１実施形態（変形例１）の構成では、レンズ作製が容易になる効果がある。すなわち
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、低屈折率層１２０を埋め込むプロセス工程で、リソグラフの分解能が不十分で埋め込み
幅を狭くできなかったり、埋め込み幅を狭くするとボイドなどが発生して埋め込み性が悪
くなったりして困難な場合、リソグラフや埋め込み可能な幅で変形例１のように等幅にす
ることで作製が可能となる。特に、この埋め込み可能な幅が波長オーダーぎりぎりでこれ
以上幅を広げると等位相面（波面）の連続性が失われるときに有効な手段となる。
【０１４６】
　＜第１実施形態：凸レンズの変形例２＞
　図８および図８Ａは、光学レンズの第１実施形態の第２の変形例（変形例２）を説明す
る図である。ここで図８は変形例２の光学レンズを適用した変形例２の固体撮像装置を説
明する断面模式図である。図８Ａは、その光学特性のシミュレーション結果（λ＝５４０
ｎｍ）を示す図である。
【０１４７】
　第１実施形態の基本例では、中心が密で中心から離れるに従って疎になる構造とするこ
とで凸レンズ機能を持たせるに当たり、第１および第２の凸レンズ化手法を併用した第３
の凸レンズ化手法を採用していたが、変形例３では、屈折率の小さい層（低屈折率層１２
０_j）の幅がレンズの中心に向かって徐々に小さくなる構造を有するものとする第２の凸
レンズ化手法のみを適用したものである。屈折率の大きい層（高屈折率層１２１_k）に関
しては全てを等幅にしている。
【０１４８】
　シリコン基板１０２と薄膜層１３０との境界面から交互配置層１１２Ａまでの距離（厚
さ：実質的なレンズ長）を３．６μｍ、交互配置層１１２Ａの厚さ（実質的なレンズ厚）
を０．５μｍとする。光学レンズ１１０Ａの１周期（つまりレンズサイズ）を画素サイズ
（＝画素ピッチ）３．８５μｍに整合させる。第１実施形態（適用例１）では、レンズサ
イズや画素サイズを３．６μｍにしていたのに対して若干の相違がある。画素サイズを前
例に対して多少変えているが、これは、低屈折率層１２０を適度な寸法（０．０５μｍ単
位）にしつつ、高屈折率層１２１も適度な寸法（０．０５μｍ単位）で等幅にする際の調
整によるものである。画素サイズを前例とできるだけ同じにしつつ高屈折率層１２１部分
を等幅にすることも可能である。
【０１４９】
　第１実施形態（変形例２）の固体撮像装置１００Ａは、基本的には、第１実施形態（適
用例１）の固体撮像装置１００Ａと同様の構造にしつつ、高屈折率層１２１_kを全て同幅
とする変更に伴い、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_kの
各数や高屈折率層１２１_kの幅や境界距離を調整する。
【０１５０】
　具体的には、第１実施形態（変形例２）において、１周期内における交互配置層１１２
Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（何れも図示せず）の幅や境界距離（本
例では隣接する低屈折率層１２０Ｒ_5，１２０Ｌ_5の合成幅）は以下のように設定する。
【０１５１】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2，高屈折率層１２１Ｌ_2：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3，高屈折率層１２１Ｌ_3：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_4，高屈折率層１２１Ｌ_4：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_5，高屈折率層１２１Ｌ_5：０．１５μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1，低屈折率層１２０Ｌ_1：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2，低屈折率層１２０Ｌ_2：０．２０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_3，低屈折率層１２０Ｌ_3：０．３０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_4，低屈折率層１２０Ｌ_4：０．４０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_5＋低屈折率層１２０Ｌ_5：０．５０μｍ
【０１５２】
　屈折率の大きい高屈折率層１２１_kの幅が０．１５μｍで等幅になっていて、かつ屈折
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率の小さい低屈折率層１２０_jの幅が０．１０μｍ，０．２０μｍ，０．３０μｍ，０．
４０μｍ，０．５０μｍと中心から端にいくほど徐々に大きくなっているのが判る。
【０１５３】
　図から判るように、第１実施形態（変形例２）においても、光学レンズ１１０Ａの交互
配置層１１２Ａは、屈折率が１．４６の酸化シリコンＳｉＯ２の低屈折率層１２０と屈折
率が２．０のシリコンナイトライドＳｉＮの高屈折率層１２１の周期構造によって入射光
を湾曲させるＳＷＬＬ構造の集光素子となっている。本例では、交互配置層１１２Ａは、
高屈折率層１２１の横方向の最小線幅を０．１０μｍ、高屈折率層１２１の横方向の最小
線幅を０．１５μｍ、レンズの厚みを０．５μｍとしている。
【０１５４】
　図８Ａは、図８に示した第１実施形態（変形例２）の光学特性のシミュレーション結果
を示す図であり、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）の結果である。これらからも判るように、屈
折率の大きい層（高屈折率層１２１_k）に関しては全てを等幅にしつつ、屈折率の小さい
低屈折率層１２０の幅がレンズの中心に向かっ徐々に小さくなる構造を有するものとする
ことでも、交互配置層１１２Ａ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_kの各数や幅
や境界距離を適正に設定することで、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）を、交互配置層１１２Ａ
により集光でき、凸レンズ効果がある。
【０１５５】
　図示を割愛するが、近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４０ｎｍ）、青色光
（λ＝４６０ｎｍ）についても、同様に凸レンズ効果がある。
【０１５６】
　このように、屈折率が大きい高屈折率層１２１_kが等幅でも、屈折率の小さい低屈折率
層１２０_jの幅がレンズの中心に向かって徐々に小さくなる構造を有する第１実施形態（
変形例２）とすることでも、屈折率の高い高屈折率層１２１_kを、板状に、かつ中心が密
で中心から離れるに従って疎になる構造にすることができ、第１実施形態（基本例および
その適用例１～４）と同様に、集光性が存在することが判る。
【０１５７】
　第１実施形態（変形例２）の構成では、レンズ作製が容易になる効果がある。すなわち
、高屈折率層１２１をリソグラフでエッチングするプロセス工程で、リソグラフの分解能
が不十分で狭くできなかったり、あるいはエッチング工程のときにサイドエッチングなど
が発生して幅の制御性が悪くなったりすることで、狭い幅のリソグラフやエッチング工程
が困難な場合、リソグラフやエッチングが可能な幅で変形例２のように等幅にすることで
作製が可能となる。特に、リソグラフやエッチングが可能な幅が波長オーダーぎりぎりで
これ以上幅を広げると等位相面（波面）の連続性が失われるときに有効な手段となる。
【０１５８】
　＜第２実施形態：凸型レンズ＋斜め入射光補正（別体型）＞
　図９～図１０Ｃは、光学レンズの第２実施形態の基本原理を説明する図である。ここで
図９は、第１実施形態の構造（たとえば図２の適用例１）において、斜め入射光を入射し
たときのシミュレーション結果を示す図である。図１０は光学レンズの第２実施形態の基
本原理を説明するための等位相面を示す図である。図１０Ａは、固体撮像装置１００Ａの
受光光学系を説明する図である。図１０Ｂは第２実施形態の光学レンズの１つ分の平面模
式図である。図１０Ｃは、第２実施形態の光学レンズを固体撮像装置の画素アレイ部上に
適用した場合の平面概略図である。なお、図１０Ｃでは、画素アレイ部全体おいて各画素
の交互配置層によるレンズ形状に関して、代表的な位置のみをピックアップして拡大して
示している。
【０１５９】
　第２実施形態のレンズ構造は、斜め入射光入射に対する補正機構を備えるようにした点
に特徴を有する。後述する第３実施形態との相違点としては、凸レンズ機能を持つ交互配
置層１１２Ａに対して、斜め入射光補正機能を有する光学部材を別体で追加する（別の層
に配置する）点である。
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【０１６０】
　第１実施形態の構造（たとえば図２の適用例１）において、斜め入射光を入射したとき
には、図９に示すように、集光位置がレンズ中心に対して横方向に少しずれることが判る
。これは、通常の球面レンズでも生じる現象と共通する。このために、第１実施形態の光
学レンズの構成では、イメージセンサにおいては、隣の画素からの望ましくない斜め入射
光が入射することによる混色の問題や、画素アレイ部の端部で感度低下が顕著になるシェ
ーディングの問題を引き起こす可能性がある。
【０１６１】
　第２実施形態の光学レンズの構造では、これらの斜め入射光入射に起因する問題を小さ
くするべく、斜め入射光を垂直入射光にする補正機能を持たせる。その補正機能の仕組み
は、図１０に示すように、レンズ中心を境に、片側（図示した例では左側）では高い屈折
率の高屈折率層２１が割合で多く存在し、反対側（図示した例では右側）では割合で少な
く存在する点に特徴を有する。当然に、レンズの左右が非対称である点で、前述の第１実
施形態と相違する。
【０１６２】
　レンズ中心を境に、片側では高い屈折率の高屈折率層２１が割合で多く存在し、反対側
では割合で少なく存在する構造とすることで斜め入射光入射に対する補正機能を持たせる
には、たとえば、高屈折率層２１に着目したとき、光学レンズの１周期（つまりレンズサ
イズ）において、屈折率の大きい高屈折率層２１が一方向に（図示した例では左側に）、
幅が徐々に大きくなる構造を有するものとする第１の斜め入射光補正手法を採ることがで
きる。逆に、低屈折率層２０に着目したとき、光学レンズの１周期（つまりレンズサイズ
）において、屈折率の小さい低屈折率層２０が一方向に（図示した例では右側に）、幅が
徐々に大きくなる構造を有するものとする第２の斜め入射光補正手法を採ることもできる
。さらに、これら第１および第２の斜め入射光補正手法を併用した第３の斜め入射光補正
手法を採用することもできる。補正効率の面では第３の斜め入射光補正手法を適用するの
が最も効果的である。
【０１６３】
　第２実施形態の光学レンズは、斜め入射光を垂直入射光に変換する機能（入射角変換機
能と称する）を持つもので、非対称の重心が、光学レンズの端部（図１０では左端の高屈
折率層２１Ｌ_4の中心）になる点で、後述する第３実施形態と異なる。なお、「重心」の
定義については、第３実施形態で説明する。
【０１６４】
　第１の斜め入射光補正手法は、後述する第３実施形態の構成説明を勘案して換言すれば
、部材（レンズ：交互配置層２Ｂ）の一方の端部側から光学的な重心位置（本例の場合レ
ンズの他方の端部側）に向かって、屈折率の大きい高屈折率層２１の幅が徐々に大きくな
る構造を有するものとする手法である。同様に、第２の斜め入射光補正手法は、後述する
第３実施形態との相違を勘案して換言すれば、部材（レンズ：交互配置層２Ｂ）の一方の
端部側から光学的な重心位置（本例の場合レンズの他方の端部側）に向かって、屈折率の
小さい低屈折率層２０の幅が徐々に小さくなる構造を有するものとする手法である。この
説明から理解されるように、入射角変換機能の基本的な考え方は、第２および第３実施形
態で相違はない。
【０１６５】
　先ず、図１０に示すように、光出力側には屈折率ｎ０のみの板状の単一材層１が数層（
図では１_1～１_6の６層）存在し、それ（詳しくは層１_6）に隣接して、屈折率ｎ０の矩
形状の層（低屈折率層と称する）２０と屈折率ｎ０よりも高い（大きい）屈折率ｎ１（ｎ
１＞ｎ０）の矩形状の層（高屈折率層と称する）２１とをそれぞれ横方向に交互に配列し
た板状の層（交互配置層と称する）２Ｂが設けられているものとする。図示を割愛するが
、交互配置層２Ｂの光入射側には、屈折率ｎ０のみの板状の単一材層が設けられると考え
てよい。詳細は後述するが、交互配置層２Ｂは、斜め入射光を垂直入射光に変換する光学
レンズの機能をなす。
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【０１６６】
　図示した第２実施形態の基本例の構成では、中心CLに対して左側では、高い屈折率の高
屈折率層２１が割合で多く存在し、右側側では割合で少なく存在する構造とするに当たり
、左側の高屈折率層２１Ｌ_1～２１Ｌ_4の幅は、中心CLに向かって徐々に小さくなる構造
を有するとともに、右側の高屈折率層２１Ｒ_1～２１Ｒ_4の幅は、中心CLに向かって徐々
に大きくなる構造を有し、屈折率の大きい高屈折率層２１が右から左にかけて一方向に幅
が徐々に大きくなる構造を持つ。
【０１６７】
　加えて、左側の低屈折率層２０Ｌ_1～２０Ｌ_3の幅は、中心CLに向かって徐々に大きく
なる構造を有するとともに、右側の低屈折率層２０Ｒ_1～２０Ｒ_3の幅は、中心CLに向か
って徐々に小さくなる構造を有を有し、屈折率の小さい低屈折率層２０_jが右から左にか
けて一方向に幅が徐々に小さくなる構造を持つ。
【０１６８】
　つまり、この第２実施形態の基本例では、前述の第１および第２の斜め入射光補正手法
を併用した第３の斜め入射光補正手法を採用したものである。これにより、図のように、
斜め入射光を垂直入射光に変換できることになる。
【０１６９】
　図１Ａに示した第１実施形態の交互配置層２Ａとの比較においては、交互配置層２Ａの
レンズ中心を境に、左右の何れか一方（図示した例では右側）のみの構造としたのが第２
実施形態の交互配置層２Ｂに相当することになる。第１実施形態の交互配置層２Ａでは、
レンズ中心を境に左右では中心側に入射光の経路を変換する機能が働くのであるが、その
機能の片側のみを利用したのが第２実施形態の交互配置層２Ｂと考えることができる。
【０１７０】
　このような交互配置層２Ｂを交互配置層２Ａの光入射側あるいは光出射側あるいはその
双方に配置して固体撮像装置１００Ａに適用すれば、凸レンズ機能の集光ポイントを、画
素の中心または光電変換部１０４上に確実にもっていく機能を実現できる。
【０１７１】
　第２実施形態のレンズ構造においては、このような斜め入射光を垂直入射光に変換する
入射角変換機能を持つ交互配置層２Ｂを、集光効果を持つ光学レンズの機能をなす第１実
施形態の交互配置層２Ａに積層する。その際には、光入射側に交互配置層２Ｂを配置する
構造、すなわち凸レンズ機能を持つ交互配置層２Ａの上に入射角変換機能を持つ交互配置
層２Ｂを積層した構造としてもよい。
【０１７２】
　あるいは、光入射側に交互配置層２Ａを配置する構造、すなわち凸レンズ機能を持つ交
互配置層２Ａの下に入射角変換機能を持つ交互配置層２Ｂを積層した構造としてもよい。
さらには、光入射側と光出射側の双方に交互配置層２Ｂを配置する構造、すなわち凸レン
ズ機能を持つ交互配置層２Ａの上下双方に入射角変換機能を持つ交互配置層２Ｂを積層し
た構造としてもよい。
【０１７３】
　斜め入射光を垂直入射光に変換できれば、隣の画素からの光が入射する混色の問題や、
画素アレイ部の端部で感度低下が顕著になるシェーディングの問題を解決できることにな
る。
【０１７４】
　この効果は、たとえば、固体撮像装置１００Ａに適用した場合、図１０Ａに示すように
、結像レンズからの主光線が画素アレイ部の端部にいくほど斜め入射になるので、画素ア
レイ部の中心は斜め補正機能を弱くして、画素アレイ部の端部になるほど補正機能を強く
することでより効果的になる。たとえば、画素アレイ部の端部になるほど、屈折率の大き
い高屈折率層２１の割合の非対称性を大きくする。
【０１７５】
　図１０に示す構造から明らかなように、そのレンズ厚は、屈折率の大きい矩形状の高屈
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折率層２１_kと屈折率の小さい矩形状の低屈折率層２０_jを横方向に交互に配列した交互
配置層２Ｂの厚さであるから、極めて薄い入射角変換レンズ（斜め光補正レンズ）にする
ことができる。たとえば、０．５μｍ以下までレンズを薄くできる。
【０１７６】
　交互配置層２Ｂは、平面構造においても、当然に、レンズ中心を境に、片側では高い屈
折率の高屈折率層２１が割合で多く存在し、反対側では割合で少なく存在する構造になっ
ていればよく、その限りにおいて、様々な平面構造を採ることができる。
【０１７７】
　たとえば図１０Ｂに示すように、線状の低屈折率層２０および高屈折率層２１を、所定
幅で片方に寄せて配列した構造でもよい。また、図示を割愛するが、低屈折率層２０およ
び高屈折率層２１は曲線状のものでもよい。
【０１７８】
　凸レンズとしての交互配置層２Ａと組み合わせて固体撮像装置１００Ａの画素アレイ部
に適用する場合、画素アレイ部の中心では斜め入射光入射が問題とならないので交互配置
層２Ｂが不要である。これに対して、画素アレイ部の端部に行くほど斜め入射光入射が問
題となる。このため、図１０Ｃに示すように、たとえば、図１０Ｂに示すような線状の低
屈折率層２０および高屈折率層２１を所定幅で片方に寄せて配列した構造を持つ交互配置
層２Ｂを、光軸が画素アレイ部の中心に向くように配置する。
【０１７９】
　この際には、画素アレイ部の端部に行くほど入射角変換機能が強くなるように、画素ア
レイ部の端部に行くほど低屈折率層２０や高屈折率層２１の割合の変化具合が強くなるよ
うにする。つまり、画素アレイ部の中心では非対称性が無く、画素アレイ部の端部になる
ほど非対称性が強くなる構造にするのがよい。
【０１８０】
　ここでは、光電変換素子（受光部）が２次元状に配列されている画素アレイ部の場合で
示したが、光電変換素子（受光部）が１次元状に配列されている画素アレイ部の場合でも
同様である。
【０１８１】
　こうすることで、画素アレイ部の端部に行くほど主光線が斜め入射するのを補正して交
互配置層２Ａによる各凸レンズの集光ポイントを画素中心に持っていくことができる。こ
のようなレンズ形状を固体撮像装置１００Ｂの内部に持つ（つまり固体撮像装置１００Ｂ
と一体的に形成する）ことで、瞳補正機構を設けなくても画素アレイ部の端部で起こる感
度低下（シェーデング）を小さくできるとともに、混色も減らすことができるので、色再
現性を改善することができる。
【０１８２】
　＜第２実施形態：入射角変換機能の適用例＞
　図１１および図１１Ａは、光学レンズの第２実施形態を適用した固体撮像装置を説明す
る図である。ここで図１１は入射角変換機能を持つ交互配置層２Ｂを適用した固体撮像装
置の断面模式図であり、図１１Ａは、その光学特性のシミュレーション結果を示す図であ
る。
【０１８３】
　図１１に示すように、第２実施形態の固体撮像装置１００Ｂは、図２に示した第１実施
形態の交互配置層２Ａの適用例１の固体撮像装置１００Ａをベースとしたもので、凸レン
ズ機能を持つ交互配置層１１２Ａの光入射側（紙面の下側）に入射角変換機能（斜め補正
機能）を持つ交互配置層１１２Ｂを配置した光学レンズ１１０Ｂを備える。このように、
第２実施形態の光学レンズ１１０Ｂは、交互配置層１１２Ａによる凸レンズ機能と交互配
置層１１２Ｂによる斜め補正機能を別々に持たせた構造である。
【０１８４】
　図１１に示す交互配置層１１２Ａと交互配置層１１２Ｂの配置関係は、紙面の右下側か
ら光が入射する場合で示している。なお、交互配置層１１２Ａによる凸レンズの中心に対
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して、交互配置層１１２Ｂによる入射角変換レンズ（斜め光補正レンズ）の中心を若干紙
面の右側にずらしてある。
【０１８５】
　第２実施形態（適用例）において、光学レンズ１１０Ｂは、１周期（画素サイズ＝３．
６μｍ）内における交互配置層１１２Ｂ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（
何れも図示せず）の幅は以下のように設定する。
【０１８６】
　高屈折率層１２１Ｒ_4：０．４５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_3：０．３５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．２０μｍ
　高屈折率層１２１Ｌ_2：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｌ_3：０．１１μｍ
　高屈折率層１２１Ｌ_4：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_3：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_2：０．１２μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1：０．１８５μｍ
　低屈折率層１２０Ｌ_1：０．２３５μｍ
　低屈折率層１２０Ｌ_2：０．２６０μｍ
　低屈折率層１２０Ｌ_3：０．３４５μｍ
　低屈折率層１２０Ｌ_4：０．７４５μｍ
【０１８７】
　図１１Ａは、図１１に示した第２実施形態（適用例）の光学特性のシミュレーション結
果を示す図であり、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）の斜め入射光を固体撮像装置１００Ｂに入
射した結果である。これらからも判るように、レンズ中心を境に、片側では高い屈折率の
高屈折率層１２１が割合で多く存在し、反対側では割合で少なく存在する構造を持つ交互
配置層１１２Ｂを交互配置層１１２Ａに重ねて配置することで、緑色光の斜め入射光を交
互配置層１１２Ａによる凸レンズのほぼ中心に集光させることができる。これは入射角変
換機能による斜め補正機能が効果的に働いていることを意味する。
【０１８８】
　図示を割愛するが、近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４０ｎｍ）、青色光
（λ＝４６０ｎｍ）についても、同様に、斜め入射光を交互配置層２Ａによる凸レンズの
ほぼ中心に集光させる斜め補正機能効果がある。
【０１８９】
　交互配置層１１２Ａによる凸レンズ機能と交互配置層１１２Ｂによる入射角変換機能（
斜め補正機能）を持つ固体撮像装置１００Ｂとすることで、斜め入射光を垂直入射光に変
換することができ、シェーディングや混色の低減にもなり高画質が達成できる。
【０１９０】
　＜第３実施形態：凸型レンズ＋斜め入射光補正（一体型）＞
　図１２～図１２Ｃは、光学レンズの第３実施形態の基本原理を説明する図である。ここ
で図１２は光学レンズの第３実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図であ
る。図１２Ａはレンズの重心を説明する図であり、図１２Ｂおよび図１２Ｃは光学レンズ
の第３実施形態の平面模式図である。
【０１９１】
　第３実施形態のレンズ構造は、斜め入射光入射に対する補正機構を備えるようにした点
に特徴を有し、この点においては第２実施形態と共通する。前述の第２実施形態との相違
点としては、凸レンズ機能と斜め入射光補正機能の両者を兼ね備えた交互配置層とする点
である。
【０１９２】
　図１２に示すように、第３実施形態の交互配置層２Ｃの基本的な考え方は、屈折率の大
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きい層が、板状に、かつ中心が密で中心から離れるに従って疎になる左右対称構造を持つ
第１実施形態の交互配置層２Ａをベースとして、レンズ中心を境に、片側では高い屈折率
の高屈折率層が割合で多く存在し、反対側では割合で少なく存在する左右非対称構造を持
つ第２実施形態の交互配置層２Ｂの仕組みを適用したものである。
【０１９３】
　つまり、第３実施形態の交互配置層２Ｃは、幅が波長オーダーまたはそれより小さい幅
の屈折率の大きい層が、板状に、かつ中心が密で中心から離れるに従って疎になる構造を
持つとともに、レンズ中心に対して横方向で非対称構造を有することで、凸レンズ機能と
入射角変換機能（斜め入射光補正機能）を同時に持つ点に特徴を有する。
【０１９４】
　重心の左右どちらから見ても、非対称の重心に向かって、屈折率の大きい高屈折率層２
１の幅が徐々に大きくなる構造を有する。また、非対称の重心に向かって、屈折率の小さ
い低屈折率層２０の幅が徐々に小さくなる構造を有する。第１実施形態との相違は、レン
ズの重心に対して、左右の一方では低屈折率層２０と高屈折率層２１の配列が粗であり、
他方側では密になる点である。
【０１９５】
　左右対称構造を持つ交互配置層２Ａに対して左右非対称構造を適用するには、たとえば
、部材（レンズ：交互配置層２Ｃ）の一方の端部側から光学的な重心位置に向かって、屈
折率の大きい高屈折率層２１の幅が徐々に大きくなる構造を有するものとする、すなわち
屈折率の大きい高屈折率層２１の幅が非対称の重心に向かって徐々に大きくなる構造を有
するものとする第１の非対称化手法を採用することができる。
【０１９６】
　あるいは、部材（レンズ：交互配置層２Ｃ）の一方の端部側から光学的な重心位置に向
かって、屈折率の小さい低屈折率層２０の幅が徐々に小さくなる構造を有するものとする
、すなわち屈折率の小さい低屈折率層２０の幅が非対称の重心に向かって徐々に小さくな
る構造を有するものとする第２の非対称化手法を採用することもできる。あるいはこれら
第１および第２の非対称化手法を併用した第３の非対称化手法を採用することもできる。
非対称化の効率の面では第３の非対称化手法を適用するのが最も効果的である。
【０１９７】
　ここで、「重心」について、図１２Ａを参照して説明する。画素マトリクス内または一
定エリア面内において、屈折率の大きい高屈折率層２１の屈折率をｎ１、屈折率の小さい
低屈折率層２０の屈折率をｎ０とする。平面内の（ｘ，ｙ）座標において、下記の式（１
）が成り立つ場合、その（ｘ１，ｙ１）の位置を光学的な重心と定義する。
【０１９８】
【数１】

【０１９９】
　これは、重心の位置において、周囲の屈折率の１次モーメントの積分が０であることを
意味する。図１２Ａは１次元の場合の重心の位置の概念図を示すが、実際には２次元とな
るので、（ｘ，ｙ）座標となり、同時に（ｘ，ｙ）の積分が０になる条件を満たす位置が
２次元における重心となる。
【０２００】
　第１実施形態の場合には、屈折率の大きい高屈折率層２１が、中心が密で中心から離れ
るに従って疎になる左右対称構造を持つのでレンズの機械的な中心と重心とが一致する。
第２実施形態の場合には、左右対称構造を持つ第１実施形態の左右何れか一方のみを使用
したものと考えればよく、重心が、光学レンズの端部になる。つまり、非対称の重心とな
る。
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【０２０１】
　これに対して、第３実施形態の場合には、左右対称構造を持つ第１実施形態に対して第
２実施形態を適用して屈折率の高い高屈折率層２１の割合が左右で非対称となるようにし
ているので、レンズの機械的な中心に対して重心がズレ、非対称の重心となる。このこと
は、図１２Ｂや図１２Ｃに示す平面模式図からも明らかである。
【０２０２】
　すなわち、第３実施形態の交互配置層２Ｃは、平面構造においても、当然に、第１実施
形態に対して第２実施形態を適用した構造をなす。たとえば、第１実施形態の交互配置層
２Ａと同様に環状構造を持つものとする場合であれば、屈折率の大きい高屈折率層２１_k
と屈折率の小さい低屈折率層２０_jのそれぞれの形状は、円形、楕円形、正方形、長方形
、三角形など、任意の形状とすることができる。そして、これらの同一と見なし得る形状
のものを環状とするものや、異なった形状のものを組み合わせて、各リングの幅が、レン
ズ中心ではなく重心を境に、左右で段階的に異なるように環状とすればよい。
【０２０３】
　たとえば、図１２Ｂ（１）は、図１Ｂ（１）に対応するもので、高屈折率層２１_kと低
屈折率層２０_jのそれぞれが円形または円形リング形状で、各リングの幅が、レンズ中心
を境に、左側では低屈折率層２０がレンズ中心に向かって段階的に狭くなり、かつ高屈折
率層２１が重心に向かって段階的に太くなり、右側では低屈折率層２０が重心に向かって
段階的に細くなり、かつ高屈折率層２１がレンズ中心に向かって段階的に太くなり、かつ
左右でその各幅や変化度合いが異なる、非対称な円形または円形リング形状となったもの
でもよい。
【０２０４】
　図１２Ｂ（２）は、図１Ｂ（２）に対応するもので、非対称な楕円形または楕円形の環
状としたものである。図１２Ｂ（３）は、図１Ｂ（３）に対応するもので、非対称な正方
形または正方形の環状としたものである。図１２Ｂ（４）は、図１Ｂ（４）に対応するも
ので、非対称な長方形または長方形の環状としたものである。
【０２０５】
　もちろん、各レンズのトータルの集光効果は交互配置層２Ａの平面構造、すなわち高屈
折率層２１と低屈折率層２０の並び方の平面構造の影響を受けるので、固体撮像素子に応
用する場合には、図１２Ｂに例示した平面構造、特に重心の高屈折率層２１_1の形状は、
受光部の平面形状に整合させるのがよい。
【０２０６】
　また、斜め入射光を垂直光に変換する機能は、重心に対して左側および右側の何れでも
存在するので、重心に対して左側および右側の何れか一方のみを使用する構造にすること
もできる。たとえば、図１２Ｃ（１）に示すように、図１２Ｂ（１）に示す平面配置に対
して、屈折率の小さい円形状の低屈折率層２０_jや屈折率の大きい円形状の高屈折率層２
１の一部が欠けて環状にならない構造のものでもよい。あるいは、図１２Ｃ（２）に示す
ように、図１２Ｂ（３）に示す平面配置に対して、屈折率の小さい四角形状の低屈折率層
２０_jや屈折率の大きい四角形状の高屈折率層２１_kの一部が欠けて環状にならない構造
のものでもよい。
【０２０７】
　固体撮像装置１００Ｃの画素アレイ部に適用する場合、画素アレイ部の中心では斜め入
射光入射が問題とならないので斜め光補正効果が不要である。これに対して、画素アレイ
部の端部に行くほど斜め入射光入射が問題となる。このため、画素アレイ部の端部に行く
ほど入射角変換機能が強くなるように、画素アレイ部の端部に行くほど低屈折率層２０や
高屈折率層２１の割合の変化具合が強くなるようにする。
【０２０８】
　つまり、画素アレイ部の中心では非対称性が無く、画素アレイ部の端部になるほど非対
称性が強くなる構造にするのがよい。見方を変えれば、画素アレイ部の端部になるほど非
対称の重心の位置を画素（光電変換部、受光部）の中心から画素アレイ部の中心方向にず
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らした構造にするのがよい。
【０２０９】
　ここでは、光電変換素子（受光部）が２次元状に配列されている画素アレイ部の場合で
示したが、光電変換素子（受光部）が１次元状に配列されている画素アレイ部の場合でも
同様である。
【０２１０】
　こうすることで、第２実施形態と同様に、画素アレイ部の端部に行くほど主光線が斜め
入射するのを補正して交互配置層２Ａによる各凸レンズの集光ポイントを画素中心に持っ
ていくことができる。このようなレンズ形状を固体撮像装置１００Ｃの内部に持つ（つま
り固体撮像装置１００Ｃと一体的に形成する）ことで、画素アレイ部の端部で起こる感度
低下（シェーデング）を小さくできるとともに、混色も減らすことができるので、色再現
性を改善することができる。加えて、凸レンズ効果と斜め光補正効果とを１つの交互配置
層２Ｃで実現することで、構造をコンパクトにすることができる。
【０２１１】
　＜第３実施形態：凸レンズ機能＋入射角変換機能の適用例１＞
　図１３および図１３Ａは、光学レンズの第３実施形態を適用した固体撮像装置の第１例
（適用例１）を説明する図である。ここで図１３は第３実施形態（適用例１）の固体撮像
装置の断面模式図であり、図１３Ａは、その光学特性のシミュレーション結果を示す図で
ある。
【０２１２】
　図１３に示すように、第３実施形態（適用例１）の固体撮像装置１００Ｃは、画素サイ
ズやレンズサイズが１．４μｍであり、図５に示した第１実施形態の交互配置層２Ａの適
用例４の固体撮像装置１００Ａをベースとしたものである。
【０２１３】
　第３実施形態（適用例）において、光学レンズ１１０Ｃは、１周期内における交互配置
層１１２Ｃ内の低屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_k（何れも図示せず）の幅は以下
のように設定する。
【０２１４】
　高屈折率層１２１Ｒ_1＋高屈折率層１２１Ｌ_1：０．２５μｍ
　高屈折率層１２１Ｒ_2：０．１０μｍ
　高屈折率層１２１Ｌ_2：０．１５μｍ
　高屈折率層１２１Ｌ_3：０．１０μｍ
　低屈折率層１２０Ｒ_1：０．１４μｍ
　低屈折率層１２０Ｌ_1：０．１５５ｍ
　低屈折率層１２０Ｌ_2：０．１９５μｍ
【０２１５】
　また、光学レンズ１１０Ｃの主要部をなす交互配置層１１２Ｃのシリコンナイトライド
ＳｉＮでなる各高屈折率層１２１_kの上下には、各高屈折率層１２１_kと同幅で、屈折率
ｎ４が１．７のＳｉＯＮの薄膜（厚さ＝０．０８μｍ）を反射防止膜１２４としてを付け
る。この点は、第１実施形態の適用例４と同様である。
【０２１６】
　図１３Ａは、図１３に示した第３実施形態（適用例１）の光学特性のシミュレーション
結果を示す図であり、緑色光（λ＝５４０ｎｍ）の斜め入射光を固体撮像装置１００Ｃに
入射した結果である。これらからも判るように、凸レンズ機能を持つ第１実施形態の交互
配置層１１２Ａの仕組みと斜め入射角変換機能（光補正機能）を持つ第２実施形態の交互
配置層１１２Ｂの仕組みとを兼ね備えた１つの交互配置層１１２Ｃとする場合であっても
、緑色光の斜め入射光を交互配置層１１２Ｃによる凸レンズのほぼ中心に集光させること
ができる。これは入射角変換機能による斜め補正機能が効果的に働いていることを意味す
る。
【０２１７】
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　図示を割愛するが、近赤外光（λ＝７８０ｎｍ）、赤色光（λ＝６４０ｎｍ）、青色光
（λ＝４６０ｎｍ）についても、同様に、斜め入射光を交互配置層２Ｃによる凸レンズの
ほぼ中心に集光させる斜め補正機能効果がある。
【０２１８】
　凸レンズ機能と入射角変換機能（斜め補正機能）を兼ね備えた交互配置層１１２Ｃを持
つ固体撮像装置１００Ｃとすることで、斜め入射光を垂直入射光に変換することができ、
シェーディングや混色の低減にもなり高画質が達成できる。
【０２１９】
　現在、通常のイメージセンサ用のレンズはリフローで作製するが、表面張力によって必
ず球面になるために非対称性を作ることができない。したがって上述のような効果は得ら
れないことになる。
【０２２０】
　＜第３実施形態：適用例２（ＣＭＯＳ対応）＞
　図１４および図１４Ａは、光学レンズの第３実施形態を適用した固体撮像装置の第２例
（適用例２）を説明する図である。ここで図１４は、第３実施形態（適用例２）の固体撮
像装置の回路図である。図１４Ａは、第３実施形態（適用例２）の固体撮像装置における
画素アレイ部上に適用した交互配置層の平面概略図である。なお、図１４Ａでは、画素ア
レイ部全体おいて各画素の交互配置層によるレンズ形状に関して、代表的な位置のみをピ
ックアップして拡大して示している。
【０２２１】
　第３実施形態（適用例２）の固体撮像装置は、ＣＭＯＳセンサに応用したものである。
以下、ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１と記す。この場合、画素アレイ部内の１つ１つの画素
（特に光電変換素子）に対してセルアンプを１つ持つ構造となる。画素信号はセルアンプ
で増幅された後にノイズキャンセル回路などを通して出力される。
【０２２２】
　図１４（１）に示すように、ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１は、入射光量に応じた信号を
出力する受光素子（電荷生成部の一例）を含む複数個の画素２１１が行および列に配列さ
れた（すなわち２次元マトリクス状の）画素アレイ部２１０を有し、各画素２１１からの
信号出力が電圧信号であって、ＣＤＳ(Correlated Double Sampling ；相関２重サンプリ
ング）処理機能部やデジタル変換部（ＡＤＣ；Analog Digital Converter）などが列並列
に設けられている、いわゆる典型的なカラム型となっている。
【０２２３】
　具体的には、図示のように、ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１は、複数の画素２１１が行お
よび列に配列された画素アレイ部２１０と、画素アレイ部２１０の外側に設けられた駆動
制御部２０７と、カラム処理部２２６と、出力回路２２８とを備えている。
【０２２４】
　駆動制御部２０７は、画素アレイ部２１０の信号を順次読み出すための制御回路機能を
備えている。たとえば、駆動制御部２０７としては、列アドレスや列走査を制御する水平
走査回路（列走査回路）２１２と、行アドレスや行走査を制御する垂直走査回路（行走査
回路）２１４と、外部との間でのインタフェース機能や内部クロックを生成するなどの機
能を持つ通信・タイミング制御部２２０とを備えている。
【０２２５】
　水平走査回路２１２は、カラム処理部２２６からカウント値を読み出す読出走査部の機
能を持つ。これらの駆動制御部２０７の各要素は、画素アレイ部２１０とともに、半導体
集積回路製造技術と同様の技術を用いて単結晶シリコンなどの半導体領域に一体的に形成
され、半導体システムの一例である固体撮像素子（撮像デバイス）として構成される。
【０２２６】
　図１４（１）では、簡単のため行および列の一部を省略して示しているが、現実には、
各行や各列には、数十から数千の画素２１１が配置される。この画素２１１は、典型的に
は、受光素子（電荷生成部）などとも称される光電変換素子２１２と、増幅用の半導体素
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子（たとえばトランジスタ）を有する画素内アンプ（セルアンプ；画素信号生成部）２０
５とから構成される。画素内アンプ２０５としては、たとえばフローティングディフュー
ジョンアンプ構成のものが用いられる。
【０２２７】
　画素２１１は、行選択のための行制御線２１５を介して垂直走査回路２１４と、また垂
直信号線２１９を介してカラム処理部２２６と、それぞれ接続されている。ここで、行制
御線２１５は垂直走査回路２１４から画素に入る配線全般を示す。
【０２２８】
　水平走査回路２１２や垂直走査回路２１４は、たとえばシフトレジスタやデコーダを含
んで構成され、通信・タイミング制御部２２０から与えられる制御信号に応答してアドレ
ス選択動作（走査）を開始するようになっている。このため、行制御線２１５には、画素
２１１を駆動するための種々のパルス信号（たとえば、リセットパルスＲＳＴ、転送パル
スＴＲＦ、ＤＲＮ制御パルスＤＲＮなど）が含まれる。
【０２２９】
　通信・タイミング制御部２２０は、図示しないが、各部の動作に必要なクロックや所定
タイミングのパルス信号を供給するタイミングジェネレータＴＧ（読出アドレス制御装置
の一例）の機能ブロックと、端子２２０ａを介してマスタークロックCLK0を受け取り、ま
た端子２２０ｂを介して動作モードなどを指令するデータＤＡＴＡを受け取り、さらにＣ
ＭＯＳ固体撮像装置２０１の情報を含むデータを端子２２０ｃを介して出力する通信イン
タフェースの機能ブロックとを備える。
【０２３０】
　画素２１１を２次元マトリックス状に配置してあるので、画素内アンプ（画素信号生成
部）２０５により生成され垂直信号線２１９を介して列方向に出力されるアナログの画素
信号を行単位で（列並列で）アクセスし取り込む（垂直）スキャン読みを行ない、この後
に、垂直列の並び方向である行方向にアクセスし画素信号（たとえばデジタル化された画
素データ）を出力側へ読み出す（水平）スキャン読みを行なうようにすることで、画素信
号や画素データの読出しの高速化を図るのがよい。もちろん、スキャン読みに限らず、読
み出したい画素２１１を直接にアドレス指定することで、必要な画素２１１の情報のみを
読み出すランダムアクセスも可能である。
【０２３１】
　通信・タイミング制御部２２０では、端子２２０ａを介して入力されるマスタークロッ
ク（マスタークロック）CLK0と同じ周波数のクロックCLK1や、それを２分周したクロック
やより分周した低速のクロックをデバイス内の各部、たとえば水平走査回路２１２、垂直
走査回路２１４、カラム処理部２２６などに供給する。
【０２３２】
　垂直走査回路２１４は、画素アレイ部２１０の行を選択し、その行に必要なパルスを供
給するものである。たとえば、垂直方向の読出行を規定する（画素アレイ部２１０の行を
選択する）垂直デコーダと、垂直デコーダにて規定された読出アドレス上（行方向）の画
素２１１に対する行制御線２１５にパルスを供給して駆動する垂直駆動回路とを有する。
なお、垂直デコーダは、信号を読み出す行の他に、電子シャッタ用の行なども選択する。
【０２３３】
　水平走査回路２１２は、低速クロックCLK2に同期してカラム処理部２２６内の図示しな
いカラム回路を順番に選択し、その信号を水平信号線（水平出力線）２１８に導くもので
ある。たとえば、水平方向の読出列を規定する（カラム処理部２２６内の個々のカラム回
路を選択する）水平デコーダと、水平デコーダにて規定された読出アドレスに従って、選
択スイッチ２２７にてカラム処理部２２６の各信号を水平信号線２１８に導く水平駆動回
路とを有する。なお、水平信号線２１８は、たとえばカラムＡＤ回路が取り扱うビット数
ｎ（ｎは正の整数）分、たとえば１０（＝ｎ）ビットならば、そのビット数分に対応して
１０本配置される。
【０２３４】
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　このような構成のＣＭＯＳ固体撮像装置２０１において、画素２１１から出力された画
素信号は、垂直列ごとに、垂直信号線２１９を介して、カラム処理部２２６のカラム回路
に供給される。
【０２３５】
　カラム処理部２２６の各カラム回路は、１列分の画素の信号を受けて、その信号を処理
する。たとえば、各カラム回路は、アナログ信号を、たとえば低速クロックCLK2を用いて
、たとえば１０ビットのデジタルデータに変換するＡＤＣ(Analog Digital Converter)回
路を持つ。
【０２３６】
　カラム処理部２２６は、回路構成を工夫することでノイズキャンセル機能を持たせるこ
とができ、垂直信号線２１９を介して入力された電圧モードの画素信号に対して、画素リ
セット直後の信号レベル（ノイズレベル）と真の（受光光量に応じた）信号レベルＶsig 
との差分をとる処理を行なうことができる。これにより、固定パターンノイズ（ＦＰＮ；
Fixed Pattern Noise ）やリセットノイズといわれるノイズ信号成分を取り除くことがで
きる。
【０２３７】
　カラム処理部２２６で処理されたアナログの画素信号（あるいはデジタルの画素データ
）は、水平走査回路２１２からの水平選択信号により駆動される水平選択スイッチ２１７
を介して水平信号線２１８に伝達され、さらに出力回路２２８に入力される。なお、１０
ビットは一例であって、１０ビット未満（たとえば８ビット）や１０ビットを超えるビッ
ト数（たとえば１４ビット）など、その他のビット数としてもよい。
【０２３８】
　このような構成によって、電荷生成部としての画素２１１が行列状に配された画素アレ
イ部２１０からは、行ごとに各垂直列について画素信号が順次出力される。そして、受光
素子が行列状に配された画素アレイ部２１０に対応する１枚分の画像すなわちフレーム画
像が、画素アレイ部２１０全体の画素信号の集合で示されることとなる。
【０２３９】
　ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１を使用したときの撮像装置２００の構成例を図１４（２）
に示す。撮像装置２００は、たとえば、カメラ（あるいはカメラシステム）や撮像機能を
有する携帯機器などに使用される。後述の撮像装置３００でも同様である。
【０２４０】
　ＣＭＯＳ出力（Ｖout ）として出力回路２２８から導出された画素信号は、図１４（２
）に示す画像信号処理部２４０に入力される。ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１の駆動制御部
（駆動部の一例）２０７や、ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１の後段に設けられた画像信号処
理部２４０には、ＣＰＵ（Central Processing Unit ），ＲＯＭ（Read Only Memory），
ＲＡＭ（Random Access Memory）などで構成される中央制御部２４２からの制御信号が入
力されるようになっている。駆動制御部２０７は、中央制御部２４２からの制御信号に基
づき駆動タイミングを決定する。ＣＭＯＳ固体撮像装置２０１の画素マトリクス部２１０
（詳しくは画素２１１を構成するトランジスタ）は、駆動制御部２０７からの駆動パルス
の元で駆動される。
【０２４１】
　中央制御部２４２は、駆動制御部２０７を制御する他、画像信号処理部２４０における
信号処理や画像出力処理などを制御する。
【０２４２】
　画像信号処理部１４０は、たとえば、各画素の撮像信号Ｒ，Ｇ，Ｂをデジタル化するＡ
Ｄ変換処理、デジタル化された撮像データＲ，Ｇ，Ｂを同時化する同時化処理、スミア現
象やブルーミング現象によって生じる縦縞のノイズ成分を補正する縦縞ノイズ補正処理、
ホワイトバランス（ＷＢ；White Balance ）調整を制御するＷＢ制御処理、階調度合いを
調整するガンマ補正処理、電荷蓄積時間の異なる２画面の画素情報を利用してダイナミッ
クレンジを拡大するダイナミックレンジ拡大処理、あるいは輝度データ（Ｙ）や色データ
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（３）を生成するＹＣ信号生成処理などを行なう。これにより、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青
（Ｂ）の原色の撮像データ（Ｒ，Ｇ，Ｂの各画素データ）に基づく画像が得られる。
【０２４３】
　このようにして生成された各画像は、図示しない表示部に送られ、操作者に可視画像と
して提示されたり、あるいはそのままハードディスク装置などの記憶装置に記憶・保存さ
れたり、またはその他の機能部に処理済みデータとして送られる。
【０２４４】
　ここで、第３実施形態（適用例２）のＣＭＯＳ固体撮像装置２０１において、画素アレ
イ部２１０上には、レンズ中心が各画素２１１の中心に対応するように交互配置層２が設
けられる。その平面状態は図１４Ａのようにする。集光効果を持ちかつ斜め入射に対する
補正量の異なる各レンズを、撮像エリアにおいて入射角に適合する各画素位置に配置させ
ることで、主光線が斜め入射する光を垂直に補正して、かつ、効率よく画素の中心に光を
集めるようにすることを基本とする。
【０２４５】
　すなわち、先ず、交互配置層２としては、図１Ｂ（１）や図１２Ｂ（１）に示したよう
な高屈折率層２１_kと低屈折率層２０_jのそれぞれが円形または円形リング形状であるも
のを使用することを基本とする。そして、交互配置層２を、光軸が画素アレイ部２１０の
中心に向くように配置する。この際には、画素アレイ部２１０の端部に行くほど入射角変
換機能が強くなるように、画素アレイ部２１０の端部に行くほど低屈折率層２０や高屈折
率層２１の割合の変化具合が強くなるようにする。つまり、画素アレイ部２１０の中心で
は非対称性が無い図１Ｂ（１）に示した交互配置層２Ａを使用し、画素アレイ部２１０の
端部になるほど図１２Ｂ（１）に示した交互配置層２Ｃの非対称性が強くなる構造にする
のがよい。要するに、画素アレイ部２１０の中心では対称な円形または円形リング形状、
さらに画素アレイ部２１０の端部に行くほど非対称な構造にする。
【０２４６】
　そのときの非対称の重心位置は画素アレイ部２１０の中心方向にずらしており、ずらし
量が端にいくほど大きくなるように設定する。こうすることで、画素アレイ部２１０の端
部に行くほど主光線が斜め入射するのを補正して各レンズの集光ポイントを画素２１１の
中心に持っていくことができる。このようなレンズ形状をＣＭＯＳ固体撮像装置２０１の
内部（画素アレイ部２１０上）に持つことで、画素アレイ部２１０の端部で起こる感度低
下（シェーデング）が小さくなるとともに、混色が減るので色再現性がよくなることが判
った。
【０２４７】
　＜第３実施形態：適用例３（ＣＣＤ対応）＞
　図１５～図１５Ｂは、光学レンズの第３実施形態を適用した固体撮像装置の第３例（適
用例３）を説明する図である。ここで図１５は、第３実施形態（適用例３）の固体撮像装
置の回路図である。図１５Ａは、第３実施形態（適用例３）の固体撮像装置の基板表面付
近の断面構造図である。図１５Ｂは、第３実施形態（適用例３）の固体撮像装置における
画素アレイ部上に適用した交互配置層の平面概略図である。なお、図１５Ｂでは、画素ア
レイ部全体おいて各画素の交互配置層によるレンズ形状に関して、代表的な位置のみをピ
ックアップして拡大して示している。
【０２４８】
　第３実施形態（適用例３）の固体撮像装置は、インターライン転送方式のＣＣＤ固体撮
像装置（ＩＴ＿ＣＣＤイメージセンサ）に応用したものである。以下、ＣＣＤ固体撮像装
置３０１と記す。
【０２４９】
　図１４（１）に示すように、ＣＣＤ固体撮像装置３０１は、入射光量に応じた信号を出
力する受光素子（電荷生成部の一例）を含む複数個の画素３１１（いわゆるセンサ部）が
行および列に配列された（すなわち２次元マトリクス状の）画素アレイ部３１０を有する
。画素アレイ部３１０は、詳しくは、入射光量に応じた信号を出力する受光素子（電荷生
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成部）などとも称される光電変換素子３１２を有する。
【０２５０】
　また、光電変換素子３１２で生成された信号電荷を垂直転送する垂直転送ＣＣＤ３２２
が垂直転送方向に複数本並べられて設けられている。直転送ＣＣＤ３２２の電荷転送方向
すなわち画素信号の読出方向が縦方向（図中のＸ方向）である。
【０２５１】
　図１５（１）に示すＣＣＤ固体撮像装置３０１の構造においては、幾つかの画素３１１
だけを示しているが、実際にはこれを横方向に繰り返し、それをさらに縦方向に繰り返し
た構造である。
【０２５２】
　さらに、垂直転送ＣＣＤ３２２と各光電変換素子３１２との間には読出ゲート３２４を
なすＭＯＳトランジスタが介在し、また各ユニットセル（単位構成要素）の境界部分には
図示しないチャネルストップが設けられる。
【０２５３】
　これら画素３１１の垂直列ごとに設けられ、各画素３１１から読出ゲート３２４によっ
て読み出された信号電荷を垂直転送する複数本の垂直転送ＣＣＤ３２２によって撮像エリ
アとしての画素マトリクス部３１０が構成される。
【０２５４】
　画素３１１の光電変換素子３１２に蓄積された信号電荷は、読出ゲート３２４に読出パ
ルスＲＯＧに対応するドライブパルスφＲＯＧが印加されることで、同一垂直列の垂直転
送ＣＣＤ３２２に読み出される。垂直転送ＣＣＤ３２２は、たとえば３相～８相などの垂
直転送クロックＶｘに基づくドライブパルスφＶｘよって転送駆動され、読み出された信
号電荷を水平ブランキング期間の一部にて１走査線（１ライン）に相当する部分ずつ順に
垂直方向に転送（ラインシフトと称する）する。
【０２５５】
　また、ＣＣＤ固体撮像装置３０１には、複数本の垂直転送ＣＣＤ３２２の各転送先側端
部すなわち、最後の行の垂直転送ＣＣＤ３２２に隣接して、所定（たとえば左右）方向に
延在する水平転送ＣＣＤ３２６（Ｈレジスタ部、水平転送部）が１ライン分設けられる。
この水平転送ＣＣＤ３２６は、たとえば２相の水平転送クロックＨ１，Ｈ２に基づくドラ
イブパルスφＨ１，φＨ２によって転送駆動され、複数本の垂直転送ＣＣＤ３２２から転
送された１ライン分の信号電荷を、水平ブランキング期間後の水平走査期間において順次
水平方向に転送する。このため２相駆動に対応する複数本（２本）の水平転送電極が設け
られる。
【０２５６】
　水平転送ＣＣＤ３２６の転送先の端部には、たとえばフローティング・ディフュージョ
ン・アンプ（ＦＤＡ）構成の電荷電圧変換部を有する出力アンプ３２８が設けられる。出
力アンプ３２８は、電荷電圧変換部において、水平転送ＣＣＤ３２６によって水平転送さ
れてきた信号電荷を順次電圧信号に変換し所定レベルに増幅して出力する。この電圧信号
は、被写体からの光の入射量に応じたＣＣＤ出力（Ｖout ）として画素信号が導出される
。以上により、インターライン転送方式のＣＣＤ固体撮像装置３０１が構成される。
【０２５７】
　ＣＣＤ出力（Ｖout ）として出力アンプ３２８から導出された画素信号は、図２９（２
）に示す画像信号処理部１４０に入力される。画像信号処理部１４０には、信号切替制御
部の一例である画像切替制御部１４２からの画像切替制御信号が入力されるようになって
いる。ＣＣＤ固体撮像装置３０１は、駆動制御部（駆動部の一例）１４６からの駆動パル
スの元で駆動される。
【０２５８】
　ＣＣＤ固体撮像装置３０１を使用したときの撮像装置３００の構成例を図１５（２）に
示す。基本的には、撮像デバイスをＣＭＯＳ固体撮像装置２０１からＣＣＤ固体撮像装置
３０１に代えただけであり、図１４（２）に示した構成と同様である。
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【０２５９】
　ここで、第３実施形態（適用例３）のＣＣＤ固体撮像装置３０１において、画素アレイ
部３１０上には、レンズ中心が各画素３１１の中心に対応するように交互配置層２が設け
られている。つまり、撮像デバイス中に交互配置層２を利用したレンズ構造が存在する。
【０２６０】
　たとえば、図１５Ａには、基板表面付近の断面構造図が示されている。入射光を受光す
る画素３１１において、ＰＮ接合でなる光電変換素子３１２に対応させて交互配置層でな
る光学レンズが層内集光レンズとして設けられ、その上に、色フィルタやオンチップレン
ズが設けられている。
【０２６１】
　図１５Ｂには、その平面状態が示されている。基本的には、図１４Ａに示したＣＭＯＳ
固体撮像装置２０１の場合と同様の考え方を適用する。先ず、交互配置層２としては、図
１Ｂ（３）や図１２Ｂ（３）に示したような高屈折率層２１_kと低屈折率層２０_jのそれ
ぞれが四角または四角リング形状であるものを使用することを基本とする。そして、交互
配置層２、光軸が画素アレイ部３１０の中心に向くように配置する。この際には、画素ア
レイ部３１０の中心では非対称性が無い図１Ｂ（３）に示した交互配置層２Ａを使用し、
画素アレイ部３１０の端部になるほど図１２Ｂ（３）に示した交互配置層２Ｃの非対称性
が強くなる構造にするのがよい。要するに、画素アレイ部３１０の中心では対称な四角形
または四角形リング形状、さらに画素アレイ部３１０の端部に行くほど非対称な構造にす
る。
【０２６２】
　そのときの非対称の重心位置は画素アレイ部３１０の中心方向にずらしており、ずらし
量が端にいくほど大きくなるように設定する。こうすることで、画素アレイ部３１０の端
部に行くほど主光線が斜め入射するのを補正して各レンズの集光ポイントを画素３１１の
中心に持っていくことができる。このようなレンズ形状をＣＣＤ固体撮像装置３０１の内
部（画素アレイ部３１０上）に持つことにより、面内で非対称性を入れることで、画素ア
レイ部３１０の端部で起こる感度低下（シェーデング）が小さくなるとともに、混色が減
るので色再現性がよく、高画質な装置になることが判った。
【０２６３】
　＜第３実施形態：凸レンズ＋入射角変換の変形例＞
　第３実施形態の基本例では、左右対称構造を持つ交互配置層２Ａに対して左右非対称構
造を適用するために、第１および第２の非対称化手法を併用した第３の非対称化手法を採
用していたが、その何れか一方のみを適用したものであってもよい。この点は、第１実施
形態において、第１および第２の凸レンズ化手法を併用した第３の凸レンズ化手法に限ら
ず、第１および第２の凸レンズ化手法の何れか一方のみを適用したものとしてもよいのと
共通する。
【０２６４】
　たとえば、図示を割愛するが、屈折率の大きい層（高屈折率層２１_k）の幅が非対称の
重心に向かって徐々に大きくなる構造を有するものとする第１の非対称化手法のみを適用
した変形例１とすることもできる。この場合、屈折率の小さい層（低屈折率層２０_j）に
関しては全てを等幅にすればよい。この場合でも、重心の左右どちらから見ても、非対称
の重心に向かって、屈折率の大きい高屈折率層２１_kの幅が徐々に大きくなる構造を有す
る。
【０２６５】
　また、図示を割愛するが、屈折率の小さい層（低屈折率層２０_j）の幅が非対称の重心
に向かって徐々に小さくなる構造を有するものとする第２の非対称化手法のみを適用した
変形例２とすることもできる。この場合、屈折率の大きい層（高屈折率層２１_k）に関し
ては全てを等幅にすればよい。この場合でも、非対称の重心に向かって、屈折率の小さい
低屈折率層２０_jの幅が徐々に小さくなる構造を有する。
【０２６６】
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　＜第４実施形態：凹レンズの基本＞
　図１６は、光学レンズの第４実施形態の基本原理を説明する図である。ここで図１６は
第４実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図である。
【０２６７】
　前述の第１～第３実施形態は、集光効果を持つ凸レンズ機能を交互配置層２Ａ～２Ｃな
どに持たせていたが、この第４実施形態では、発散効果を持つ凹レンズ機能を交互配置層
２Ｄに持たせるようにした点に特徴を有する。
【０２６８】
　発散効果を持つ凹レンズ機能を交互配置層２Ｄに持たせるべく、第４実施形態では、波
長オーダーまたはそれより小さい幅の屈折率の大きい層を、板状に、かつ中心が粗で中心
から離れるに従って密になる左右対称構造にする。つまり、屈折率の大きい層と屈折率の
小さい層の幅の関係を第１実施形態に対して逆転させることで、交互配置層２Ｄに凹レン
ズ機能を持たせることができる。
【０２６９】
　中心が粗で中心から離れるに従って密になる構造とすることで凹レンズ機能を持たせる
には、たとえば、屈折率の大きい層の幅がレンズの中心に向かって徐々に小さくなる構造
を有するものとする第１の凹レンズ化手法、屈折率の小さい層の幅がレンズの中心に向か
って徐々に大きくなる構造を有するものとする第２の凹レンズ化手法、あるいはこれら第
１および第２の凸レンズ化手法を併用した第３の凹レンズ化手法の何れかを採用するのが
よい。
【０２７０】
　発散効率の面では第３の凹レンズ化手法を適用するのが最も効果的である。これらの場
合、波面は凸面となり、光に拡散性を持たせることができる。
【０２７１】
　また、低屈折率層を埋め込むプロセス工程で、リソグラフの分解能が不十分で埋め込み
幅を狭くできなかったり、埋め込み幅を狭くするとボイドなどが発生して埋め込み性が悪
くなったりして困難な場合、リソグラフや埋め込み可能な幅で第４実施形態（変形例１）
のように等幅にすることで作製が可能となる。特に、この埋め込み可能な幅が波長オーダ
ーぎりぎりでこれ以上幅を広げると等位相面（波面）の連続性が失われるときに有効な手
段となる。
【０２７２】
　また、高屈折率層をリソグラフでエッチングするプロセス工程で、リソグラフの分解能
が不十分で狭くできなかったり、あるいはエッチング工程のときにサイドエッチングなど
が発生して幅の制御性が悪くなったりすることで、狭い幅のリソグラフやエッチング工程
が困難な場合、リソグラフやエッチングが可能な幅で第４実施形態（変形例２）のように
等幅にすることで作製が可能となる。特に、リソグラフやエッチングが可能な幅が波長オ
ーダーぎりぎりでこれ以上幅を広げると等位相面（波面）の連続性が失われるときに有効
な手段となる。
【０２７３】
　このような凹レンズの利点としては、たとえば、複数の配線を含む配線層上に高屈折率
層２１_kをエッチングして形成した凹部を低屈折率層２０_jで埋めるようにして、各光電
変換部（受光部）に対して層内発散レンズ（凹レンズ）を形成することができるので、配
線の凹凸に依存することなく適切な位置に層内発散レンズを配置することができる。これ
によって、入射光を光電変換部へ最適に集光させることができる。
【０２７４】
　層内発散レンズの中心を光電変換部の中心から画素アレイ部（撮像領域）の中心側に偏
って形成するときは、斜め入射光によるシェーディングが改善され、瞳補正が可能になる
。複数のレンズの少なくとも１つが層内発散レンズの上方に形成されたオンチップレンズ
とすることにより、集光レンズとしてのオンチップレンズと層内発散レンズとの共同作業
により入射光を受光部へ集光させることができる。
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【０２７５】
　第４実施形態においても、第２実施形態のように、入射角変換機能（斜め光補正機能）
を持つ交互配置層２Ｂを凹レンズ機能を持つ交互配置層２Ｄと組み合わせることもできる
。また、第３実施形態のように、凹レンズ機能を持つ第４実施形態の交互配置層２Ｄをベ
ースとして、レンズ中心を境に、片側では高い屈折率の高屈折率層が割合で多く存在し、
反対側では割合で少なく存在する左右非対称構造を持つ第２実施形態の交互配置層２Ｂの
仕組みを適用して、凹レンズ機能と斜め入射光補正機能の両者を兼ね備えた交互配置層２
Ｄとすることもできる。
【０２７６】
　これらの説明から理解されるように、波長オーダーまたはそれより小さい幅の低屈折率
層２０_jと高屈折率層２１_kとを横方向に並べて光学部材としての機能を持たせる際に、
レンズ中心と端部の高屈折率層２１_kの各密度の配置関係を調整することで、凸レンズ機
能（集光性）を持たせることもできれば、凹レンズ機能（拡散性）を持たせることもでき
る。集光性を持たせたり、拡散性を持たせたりさせることで、固体撮像装置１００やディ
スプレイなどの光デバイスに応用可能となる。
【０２７７】
　＜＜製造プロセス＞＞
　図１７は、第１～第４実施形態の交互配置層２（２Ａ～２Ｄ）を固体撮像装置と一体的
に形成する場合の本実施形態の製造プロセスを説明する概念図である。図１７Ａおよび図
１７Ｂは、本実施形態の製造プロセスに対する比較例を説明する概念図である。ここで、
図１７Ａはインナーレンズの製造工程を示し、図１７Ｂはオンチップレンズの製造工程を
示す。
【０２７８】
　第１～第４実施形態の交互配置層２（２Ａ～２Ｄ）を固体撮像装置と一体的に形成する
場合、先ず、画素部が形成済みのシリコン基板（図示を割愛する）の上層に光学レンズ１
１０の媒質となる単一材層３をなす酸化シリコンＳｉＯ２（屈折率ｎ１＝１．４６）を所
定の厚さに形成する。必要に応じて、シリコン基板（図示を割愛する）の上層に先ず薄膜
層１３０をなすシリコンナイトライドＳｉＮの薄膜を形成し、その上層に光学レンズ１１
０の媒質となる単一材層３をなす酸化シリコンＳｉＯ２を所定の厚さに形成する。ここで
、所定の厚さとは、シリコン基板の表面から後述する交互配置層２をなすシリコンナイト
ライドＳｉＮまでの距離（実質的なレンズ長）を意味する。
【０２７９】
　この後、図１７（１）に示すように、酸化シリコンＳｉＯ２でなる単一材層３の上層に
交互配置層２をなすシリコンナイトライドＳｉＮを所定の厚さに積層する。ここで、所定
の厚さとは、交互配置層２の厚さ、すなわちレンズ厚を意味する。
【０２８０】
　この後、図１７（２）に示すレジストコート工程のように、シリコンナイトライドＳｉ
Ｎでなる交互配置層２の上層にレジスト膜を形成する。さらに、図１７（３）に示す露光
・現像工程のように、それぞれ段階的に変化する所定幅の各低屈折率層２０_jと高屈折率
層２１_kとが所定の順序に配列されるようなレジストパターンを使って、レジスト膜を露
光して、レジスト膜から低屈折率層２０_jとなる部分に対応する部分を除去（エッチング
）する。各低屈折率層２０_jと高屈折率層２１_kの配列箇所は画素（特に受光部）の位置
と対応する位置とするのは言うまでもない。
【０２８１】
　交互配置層２をなすシリコンナイトライドＳｉＮと図示を割愛したシリコン基板との間
にはレンズ長に対応する厚さの酸化シリコンＳｉＯ２でなる単一材層３が存在するので、
シリコン基板表面近くまでエッチングすることによるダメージの問題は起きない。
【０２８２】
　この後、図１７（４）に示す開口（ＲＩＥ加工）工程のように、低屈折率層２０_jとな
る部分に対応したレジスト膜の開口部を通して、ＲＩＥ（Reactive Ion Etching）法など
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を用いてエッチングすることで、交互配置層２ＡのシリコンナイトライドＳｉＮに最下層
のＳｉＯ２膜に達する開口部を設ける。
【０２８３】
　この後、図１７（５）に示すレジスト除去工程のように、交互配置層２をなすシリコン
ナイトライドＳｉＮ上のレジスト膜を除去する。こうすることで、酸化シリコンＳｉＯ２
でなる単一材層３の上層には、低屈折率層２０_jとなる部分に開口部が形成されている交
互配置層２が形成されることになる。
【０２８４】
　さらに、インナーレンズへの適用の場合には、平坦化などのため、図１７（６）に示す
埋込み工程のように、低屈折率層２０_jとなる部分に開口部が形成されている交互配置層
２が形成されている酸化シリコンＳｉＯ２でなる単一材層３の上層に、たとえば再度ＣＶ
Ｄなどを用いて、低屈折率層２０_jとなるとともに交互配置層２の保護をなす酸化シリコ
ンＳｉＯ２の膜を所定の厚さで形成する。こうすることで、開口部が形成されているシリ
コンナイトライドＳｉＮでなる交互配置層２の低屈折率層２０_jとなる部分が酸化シリコ
ンＳｉＯ２で埋め込まれるとともに、光入射側の媒質となる酸化シリコンＳｉＯ２の単一
材層１が所定の厚さで形成されることになる。
【０２８５】
　図示を割愛するが、さらにその上に色フィルタやマイクロレンズを画素に対応するよう
に形成してもよい。
【０２８６】
　一方、色フィルタ上に配置するオンチップレンズへの適用の場合には、図１７（６）に
示す埋込み工程は不要である。
【０２８７】
　なお、ここで示した製造プロセスでは、埋込み工程において、低屈折率層２０_jとなる
部分を酸化シリコンＳｉＯ２で埋め込むだけでなく、低屈折率層２０_jと高屈折率層２１
_kが交互に配置された交互配置層２の上層に、さらに酸化シリコンＳｉＯ２の膜を形成し
て単一材層１を形成していたが、単一材層１を形成することは必須ではない。また、極端
なケースでは、埋込み工程の全体を行なわなくてもよい。この場合、シリコンナイトライ
ドＳｉＮに設けられている開口部が酸化シリコンＳｉＯ２で埋め込まれないので、低屈折
率層２０_jは空気となる。
【０２８８】
　何れの場合にも、撮像デバイスの最上層に交互配置層２の仕組みを利用したオンチップ
レンズを形成することになる。この場合、事実上、その表面は空気と接することになる。
【０２８９】
　このように、本実施形態の製造プロセスでは、リフローの工程がなく、単純で簡便なリ
ソグラフィとエッチングの加工技術だけで作製できるために、エッチバックなどの複雑な
工程がない簡便なプロセスにでき、工程数が少なくコストが少なくて済むだけでなく再現
性や均一性や量産性に優れる。
【０２９０】
　さらにフォトレジストのマスク設計によって、それぞれ段階的に変化する所定幅の各低
屈折率層２０_jと高屈折率層２１_kとが所定の順序に配列されるようにすることができる
。交互配置層２によるレンズ効果は、矩形状の各低屈折率層２０_jおよび各高屈折率層１
２１_kの幅や配列数を調整することで適宜変更が可能である。面内方向に非対称な構造を
作製するのも容易であり、従来の球面レンズを製造する場合に比べて光学的に設計の幅が
広がる。
【０２９１】
　一方、図１７Ａに示す比較例の製造プロセスにおいては、インナーレンズを形成する場
合、先ず図１７Ａ（１）に示すように、酸化シリコンＳｉＯ２上にレンズの媒質となるシ
リコンナイトライドＳｉＮを所定の厚さに形成する。所定の厚さは、最終的なインナーレ
ンズの厚さよりも少し厚い程度である。
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【０２９２】
　次に、図１７Ａ（２）に示すレジストコート工程のように、レンズ媒質層の上層にレジ
スト膜を形成する。さらに、図１７Ａ（３）に示す露光・現像工程のように、レンズが所
定の順序に配列されるようなレジストパターンを使って、レジスト膜を露光して、レジス
ト膜から隣接レンズとの間となる部分に対応する部分を除去（エッチング）する。
【０２９３】
　この後、図１７Ａ（４）に示すリフロー工程のように、レジストを溶解してレンズ形状
を形成する。たとえば、ポストベークを１５０℃にすることでレジストを溶解（リフロー
）させ、レンズの形状を作る。そのため、レジストとしては耐熱性の弱い材料が必要とな
る。
【０２９４】
　この後、図１７Ａ（５）に示すエッチバック（ＲＩＥ加工）工程のように、ＲＩＥ（Re
active Ion Etching）法などを用いてエッチングすることで、レジストを除去する。こう
することで、図１７Ａ（６）に示すように、レンズ媒質層に凸レンズが形成される。この
とき、ゲインが入って（デポ膜が形成されて）レンズ間ギャップが狭くなる問題を引き起
こす可能性がある。
【０２９５】
　この後、表面を平坦にするべく、図１７Ａ（７）に示す埋込み工程のように、酸化シリ
コンＳｉＯ２の膜を所定の厚さで形成する。図示を割愛するが、さらにその上に色フィル
タやマイクロレンズを画素に対応するように形成してもよい。
【０２９６】
　一方、色フィルタ上に配置するオンチップレンズを形成する場合、先ず図１７Ｂ（１）
に示すように、シリコン基板１０２上のさらに上層に形成されるカラーフィルタの上層に
レンズの媒質となるＯＰＶなどの高分子材料を所定の厚さに形成する。所定の厚さは、最
終的なオンチップレンズの厚さよりも少し厚い程度である。
【０２９７】
　以下、前述のインナーレンズを形成する場合と同様にして、図１７Ｂ（５）に示すエッ
チバック（ＲＩＥ加工）工程までを行なうことで、図１７Ｂ（６）に示すように、凸レン
ズが形成される。
【０２９８】
　オンチップレンズへの適用の場合には、インナーレンズ形成における図１７Ａ（６）に
示す埋込み工程は不要である。ただし、表面保護などの目的で場合によっては屈折率の低
い高分子材料でさらに埋め込んでもよい。
【０２９９】
　このように、比較例の製造プロセスでは、インナーレンズ形成であるのかオンチップレ
ンズ形成であるのかを問わず、リフローとエッチバックで凸レンズの形成が行なわれる。
レンズ形状の元となるレジストのリフローでは表面張力によって球状を作るために面内に
おいて非対称な構造はできない。また工程数も多く、コストが掛る。
【０３００】
　＜第５実施形態＞
　図１８～図１９Ａは、光学レンズの第５実施形態を説明する図である。ここで、図１８
は、第５実施形態に対する参考例の光学レンズのｙ断面・ｚ断面の模式図であり、図１８
Ａおよび図１８Ｂはその光学特性のシミュレーション結果を示す図である。図１９は、第
５実施形態の光学レンズのｙ断面・ｚ断面の模式図であり、図１９Ａはその光学特性の３
次元の波動シミュレーション結果を示す図である。
【０３０１】
　前述の第３実施形態の適用例２（図１４Ａを参照）のように、波面制御型を適用してチ
ップ全面の各画素について、斜め光補正と集光効果を実現しようとしたとき、屈折率の高
い層が板状で、かつレンズ中心で、その層の幅が広く、中心から離れるに従って幅が狭く
なる構造にする。このとき、たとえば、１．５μｍ以下の画素サイズ（受光部のサイズ）
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などのように微細画素にすることを考えると、円形などの複雑な図形を画素内に入れる必
要性が出てくるので、微細ピッチが必要となり、たとえば最小線幅０．１μｍ以下の微細
ピッチのレンズ構造の作製が必要となる。この場合、プロセスにおいて埋め込みが容易で
ない、ＡｒＦ液浸露光装置が必要になる、曲線図形に対応したマスク発生システムが必要
になるなど、設計・製造プロセス面において、特許文献２の仕組みが持つ問題と同様の難
点が出てくる。
【０３０２】
　第５実施形態は、この難点を解消するための検討により考案されたものである。前述の
第１～第４実施形態の波面制御型に加えて、ゾーンプレートの回折レンズ効果を採り入れ
た構造にする点に特徴がある。このような構造を採ることで、単純な垂直線と水平線のみ
のマスクパターンで光学部材の製造ができるのでマスク設計・製造の低コスト化を可能に
する。しかも、微細画素でも、マスクパターンが単純であるために、必ずしも最小線幅を
０．１μｍ以下にする必要はなく、たとえば０．２～０．１７μｍ幅程度でも集光効果や
斜め入射光補正効果を実現が可能となる。
【０３０３】
　図１８（１）は、第５実施形態に対する参考例の光学レンズのｙ断面（ｘ－ｚ平面）の
模式図であり、図１８（２）は、当該参考例の光学レンズのｚ断面（ｘ－ｙ平面）の模式
図である。ここで、ｙ断面（ｘ－ｚ平面）は、第１～第４実施形態において各種の光学レ
ンズ１１０の断面図（たとえば図１，２，３，４，５，７，８，１０，１１，１２，１３
，１６など）を示したときの断面と同じである。ｚ断面（ｘ－ｙ平面）の模式図は、ｙ断
面図において交互配置層１１２を通る断面線で切った状態の上面図である。
【０３０４】
　図１８（１）に示すように、ｙ断面においては、参考例の光学レンズ１１０Ｚでは、第
１実施形態と同様に、屈折率ｎ１が１．４６の酸化シリコンＳｉＯ２の厚みのある酸化シ
リコン層を媒質として有し、その光入射側の表面近傍に、交互配置層１１２Ｚを有する。
交互配置層１１２Ｚよりも光入射側が、単一材層１１１となり、交互配置層１１２Ｚより
もシリコン基板１０２側が単一材層１１３となる。単一材層１１３側が光入射側となるの
は前記各実施形態と同様である。
【０３０５】
　画素ピッチ１．１μｍの微細画素との組合せのために、光学レンズ１１０Ｚの１周期（
つまりレンズサイズ）を画素サイズ（＝画素ピッチ）１．１μｍに整合させる。高屈折率
層２１_Kと低屈折率層２０_jが交互に配列されて構成されている交互配置層１１２Ｚの厚
さ（実質的なレンズ厚）を０．５μｍとする。交互配置層１１２Ｚは、第３実施形態と同
様に、凸レンズ機能と斜め入射光補正機能の両者を兼ね備えたもので、光学長（レンズ長
）に比べて十分に薄く設定される点は第１～第４実施形態と同様である。
【０３０６】
　凸レンズ機能と斜め入射光補正機能の両者を兼ね備えるべく、交互配置層１１２Ｚは、
左右非対称構造を持っている。重心よりも斜め入射光側においては、低屈折率層１２０の
幅が小さく（狭く）、かつ高屈折率層１２１の幅が大きい（広い）のに対して、重心より
も斜め入射光側とは反対側においては、低屈折率層１２０の幅が大きく（広く）、かつ高
屈折率層１２１の幅が小さく（狭く）設定されている。低屈折率層１２０と高屈折率層１
２１の数が少ないものの、斜め入射光側においては、高屈折率層１２１が割合で多く存在
しかつ低屈折率層１２０が割合で少なく存在し、反対側では高屈折率層１２１が割合で少
なくかつ低屈折率層１２０が割合で多く存在するようにしている点で、図１２の状態と同
様になっている。
【０３０７】
　光学レンズ１１０Ｚにおいて、１周期内における交互配置層１１２Ｚ内の低屈折率層１
２０_jと高屈折率層１２１_kの幅は以下のように設定する。ここでは、各屈折率層１２０
，１２１や左右を区別せずに１周期の片端から順に参照子ｊ，ｋを付して示す。
【０３０８】
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　高屈折率層１２１_1：０．２５μｍ
　低屈折率層１２０_2：０．１７μｍ
　高屈折率層１２１_3：０．１７μｍ
　低屈折率層１２０_4：０．５１μｍ
　レンズ中心CLから高屈折率層１２１_1の最遠辺までの距離：０．６５μｍ
【０３０９】
　本例では、シリコンナイトライドＳｉＮおよび酸化シリコンＳｉＯ２の周期構造を持つ
交互配置層１１２Ｚは、低屈折率層１２０および高屈折率層１２１の何れも、横方向（ｘ
方向）の最小線幅を０．１７μｍ、レンズの厚みを０．５μｍとしている。すなわち、交
互配置層１１２Ｚは、画素サイズ１．１μｍと整合するように、厚みが０．５μｍで、か
つ０．１７μｍと０．２５μｍ幅の棒状のシリコンナイトライドＳｉＮ層が平行に並んだ
構造を有する。
【０３１０】
　図１８Ａおよび図１８Ｂは、図１８に示した参照例の光学レンズ１１０Ｚの光学特性の
３次元の波動シミュレーション結果を示す図であり、緑色光（λ＝５５０ｎｍ）の斜め入
射光の場合である。光の入射方向は、チップ内ｘｙ平面のｘ方向での１７deg （空気中換
算２５deg ）斜入射である。図１８Ａから判るように、緑色光の斜め入射光を交互配置層
１１２Ｚによる凸レンズのほぼ中心に集光させることができており、入射角変換機能によ
る斜め補正機能が効果的に働いている。
【０３１１】
　しかしながら、斜め光入射した光が垂直方向に曲げられて、かつ集光しているのである
が、図１８Ｂ（特にｚ断面図）から判るように、画素の中心を通る線状（ｙ方向）に集光
している。ｙ方向には集光効果がないと言ってよい。一般的なイメージセンサにおいて、
センサ部（フォトダイオード部）は画素の中心付近に孤立して存在することが多く、この
ままであると、センサ部に入射しない光が存在することになり、ロスが発生してしまう。
【０３１２】
　第５実施形態の光学レンズ１１０Ｅは、参照例の光学レンズ１１０Ｚにおいてｙ方向に
線状に集光されてしまう点を解消するものである。その仕組みは、図１９に示すように、
ｙ断面（図１９（１））は光学レンズ１１０Ｚと同じであるが、ｚ断面（図１９（２））
において、ｙ方向の高屈折率層１２１（シリコンナイトライドＳｉＮ層：Ｓｉ３Ｎ４層）
を、画素サイズと同等か画素サイズ内で断続的に切れた線分で、さらに好ましくは、この
方向では対称性がある構造にする。第１～第４実施形態や第５実施形態に対する参考例で
は、ｚ断面におけるｙ方向サイズについては特段の考慮がされておらず、特に説明はして
いなかったが、画素サイズに比べると相当程度長くなっている。これを、第５実施形態で
は、このｙ方向サイズを画素サイズと同程度かそれよりも少し短くし、さらに好ましくは
、そのｙ方向において画素中心に対して対称性を持たせるのである。
【０３１３】
　なお、ここでは、ｘ方向に低屈折率層１２０と高屈折率層１２１を交互に並べる場合で
説明したが、ｙ方向に低屈折率層１２０と高屈折率層１２１を交互に並べる場合には、前
述のｙ方向サイズはｘ方向サイズに変更されるは言うまでもない。つまり、第５実施形態
は、主光線が入射する方向である低屈折率層１２０と高屈折率層１２１を交互に並べる方
向と直交する方向のサイズを、前記交互に並べる方向と同程度の集光効果が得られるよう
に、画素サイズと同程度かそれよりも少し短くし、さらに好ましくは、その方向において
画素中心に対して対称性を持たせるものである。
【０３１４】
　たとえば、ｙ方向に延在する高屈折率層１２１_1，１２１_3の奥行き長さ（ｙ方向の長
さ）を、画素サイズ１．１μｍよりも短い０．９μｍに設定している。このような構造で
は、ｙ方向においてゾーンプレートの回折レンズ効果が機能するようになり、画素の中心
に比べてｙ方向の画素の端における屈折率が低くなり、ｙ方向で集光していなかった光は
、その屈折率差によって中心に集められるようになる。
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【０３１５】
　図１９のようなマスクパターンで作製された構造において、ｘｙ平面でｘ方向における
斜め入射光を、比較的効率よく画素の中心に集光し垂直光に変換する。図から明らかなよ
うに、ここでのマスクパターンは垂直線と水平線のみで形成されている。
【０３１６】
　図１９Ａは、図１９に示した第５実施形態の光学レンズ１１０Ｅの光学特性の３次元の
波動シミュレーション結果を示す図であり、緑色光（λ＝５５０ｎｍ）の斜め入射光の場
合である。光の入射方向は、チップ内ｘｙ平面のｘ方向での１７deg （空気中換算２５de
g ）斜入射である。図１９Ａ（３）と図１８Ｂ（２）の対比から判るように、第５実施形
態の光学レンズ１１０Ｅでは、ｙ方向においても、緑色光の斜め入射光が画素の中心付近
に集光させることができており、入射角変換機能とゾーンプレートの回折レンズ効果が効
果的に働いている。ただし、ｙ方向において画素の端部で光の漏れが発生しており、光の
ロスが僅かではあるが残っている。
【０３１７】
　なお、「ｙ方向のサイズや対称性」に関しては、必ずしも画素サイズより短くなくても
よく、画素サイズと同等程度でもよい。これは、本実施形態の仕組みを適用しないとその
方向には線状に集光されるのに対して、画素サイズと同等程度にすることで、その方向で
は本実施形態を適用しない場合よりも画素中心側に集光される効果が得られるからである
。また、多少画素中心からずれていてもよい。その場合、ｙ方向の集光効果や光の漏れが
、画素中心に対して偏りが生じる点を考慮すればよい。対称性がないときには集光中心が
画素中心からずれるが、対称性を持たせることでｙ方向での集光中心と画素中心を一致さ
せることができる。
【０３１８】
　＜第５実施形態：変形例＞
　図２０は、光学レンズの第５実施形態（変形例）を説明する図（ｚ断面の模式図）であ
る。この変形例の光学レンズ１１０Ｅａは、図１９に示した第５実施形態の光学レンズ１
１０Ｅをベースにして、高屈折率層１２１のｚ断面の四隅が斜め４５度線で斜めにカット
された状態にしている点に特徴がある。カット部分をどの程度の大きさにするかは、斜め
入射光の入射角（つまり画素アレイ上の画素位置）に依存せず一定にすることも考えられ
るし、斜め入射光の入射角（画素位置）によって調整することも考えられる。後者は、入
射角（画素位置）に応じて設定される高屈折率層１２１の形状・サイズ（つまり幅、長さ
）に応じて、散乱ロス抑制効果を勘案して、カット部分の大きさを適当なものにするとい
う趣旨である。
【０３１９】
　たとえば、光学レンズ１１０を固体撮像装置に適用する場合、画素アレイ部の中心では
光は垂直に入射するので斜め入射を考慮する必要はなく、中心以外の部分で第５実施形態
の光学レンズ１１０Ｅを適用する場合でも、高屈折率層１２１は０．９μｍ四方の正方形
になる（後述する図２５Ａを参照）。その四隅を４５度線でカットすると、一辺が０．３
７μｍの八角形になる。これをベースにして、斜め入射光の入射角に適合するように、つ
まり、第５実施形態の光学レンズ１１０Ｅが配置される画素位置に適合するように、各高
屈折率層１２１のコーナーを４５度線でカットする。
【０３２０】
　たとえば、図２０に示すように、第５実施形態（変形例）の光学レンズ１１０Ｅａでは
、第５実施形態の光学レンズ１１０Ｅをベースに、高屈折率層１２１_1については高屈折
率層１２１_3と反対側の上下コーナーを一辺が０．３７μｍのサイズでカットする。高屈
折率層１２１_3については高屈折率層１２１_3と反対側の上下コーナーをその幅０．１７
μｍに合わせて、０．１７μｍの略中心から４５度線でカットする。高屈折率層１２１_1
へのカット部分と高屈折率層１２１_3へのカット部分を合わせて全体として見たとき、大
局的には八角形が形成されるようにする。
【０３２１】
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　図１９に示した第５実施形態の光学レンズ１１０Ｅの場合、ゾーンプレートの回折レン
ズ効果が得られる反面、高屈折率層１２１のｚ断面は四角形となりそれが画素サイズ内に
存在する。そのため、その四隅（直角部分）の全部または一部が画素サイズ内に存在する
ことになり、その部分を起因とする散乱ロスの発生とそれによる画質劣化が懸念される。
そこで、変形例の光学レンズ１１０Ｅａでは、高屈折率層１２１のｚ断面における角を適
当な形状・大きさでカットすることで、散乱ロスの発生を抑制する。適当な形状にすると
きの最も単純な手法として斜め４５度でカットすることより、高屈折率層１２１のｚ断面
形状を、レンズ全体として見たときに八角形にすることにした。
【０３２２】
　このような変形例の光学レンズ１１０Ｅａのマスク製造には、単純な垂直線と水平線に
加えて、斜め４５度線が必要になるが、一般的なマスクパターン発生装置で対処可能な範
囲であるので、マスク製造コストをアップさせることはないと考えてよい。
【０３２３】
　＜第６実施形態：第１例＞
　図２１および図２１Ａは、光学レンズの第６実施形態（第１例）を説明する図である。
ここで、図２１は、第６実施形態（第１例）の光学レンズのｚ断面の模式図であり、図２
１Ａはその光学特性の３次元の波動シミュレーション結果を示す図である。
【０３２４】
　第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆは、第５実施形態の光学レンズ１１０Ｅ
においてｙ方向において画素の端部で発生する光の漏れを解消するものである。その仕組
みは、図２１に示すように、ｚ断面は、隣接する高屈折率層１２１_1，１２１_3が連続的
に繋がるまたは接触するように、同一材質の高屈折率材料の板（高屈折率層１２１_0）を
構造体の中心付近に配置する構造を採っている。具体的には、高屈折率層１２１_0の奥行
き長さを、低屈折率層１２０_2の幅と同じ０．１７μｍに設定している。このような構造
では、ｙ方向においてゾーンプレートの回折レンズ効果が高屈折率層１２１_0でも機能す
るようになり、ｙ方向の集光効果がより高まる。
【０３２５】
　図２１のようなマスクパターンで作製された構造において、ｘｙ平面でｘ方向における
斜め入射光を、比較的効率よく画素の中心に集光し垂直光に変換する。図から明らかなよ
うに、ここでのマスクパターンは垂直線と水平線のみで形成されている。
【０３２６】
　図２１Ａは、図２１に示した第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆの光学特性
の３次元の波動シミュレーション結果を示す図であり、緑色光（λ＝５５０ｎｍ）の斜め
入射光の場合である。光の入射方向は、チップ内ｘｙ平面のｘ方向での１７deg （空気中
換算２５deg ）斜入射である。第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆでは、第５
実施形態の光学レンズ１１０Ｅにおいて図１９Ａ（３）で見られるようなｙ方向での画素
の端部における光の漏れが、図２１Ａ（３）から判るように、少なくなっており、高集光
になっている。このことは画素中心で集光効率が高くなっていることを示す。実際に画素
中心では５％ほどの集光効率の上昇が見られた。
【０３２７】
　＜第６実施形態：第２例＞
　図２２および図２２Ａは、光学レンズの第６実施形態（第２例）を説明する図である。
ここで、図２２は、第６実施形態（第２例）の光学レンズのｚ断面の模式図であり、図２
２Ａはその光学特性の３次元の波動シミュレーション結果を示す図である。
【０３２８】
　第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆは、光の入射方向がチップ内ｘｙ平面の
ｘ方向での斜入射に対して、ｙ方向において集光効果を高め画素端部で光の漏れを防止す
るものであった。これに対して、第６実施形態（第２例）の光学レンズ１１０Ｇは、ｘｙ
平面で４５度の斜め方向における斜入射に対応するものである。
【０３２９】
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　第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆでは、高屈折率層１２１_1，１２１_3は
、ｙ方向に画素端部近傍まで延在していたが、これらをｙ方向にそれぞれ２つ（高屈折率
層１２１_1a ，１２１_1b ，１２１_3a ，１２１_3b に分け、その内の４５度の斜め入射
と反対側となる部分（高屈折率層１２１_3b ）を取り外している。さらに、全体として、
光入射側に高屈折率層がより多く配置されるように、高屈折率層１２１_0を含む残りの高
屈折率層１２１_1a ，１２１_1b ，１２１_3a のサイズや配置を調整する。
【０３３０】
　なお、ここでは、高屈折率層１２１_3b を取り外すような見方をしたが、元々の高屈折
率層１２１_1，１２１_3の取り方を９０度回転させた見方をすれば、 高屈折率層１２１_
1b を取り外しているという見方をすることもできる。
【０３３１】
　何れにしても、４つの高屈折率層１２１を低屈折率層１２０を挟むように配列し、かつ
、それらが接触（一部が接続・重なる）するようにし、さらに、レンズ中心に対して、光
入射側にレンズ重心が片寄るように配置すればよい。レンズ重心の片寄り度合いは斜め入
射角に応じて設定される。斜め入射角が大きいほど（たとえば固体撮像装置との組合せで
あれば画素アレイ部の中心から離れるほど）、レンズ重心の片寄り度合いが強くなるよう
にする（後述する図２５Ａを参照）。
【０３３２】
　たとえば、光学レンズ１１０Ｇにおいて、１周期内における交互配置層１１２Ｇ内の低
屈折率層１２０_jと高屈折率層１２１_kの幅は以下のように設定する。チップ内ｘｙ平面
のｙ方向でのｚ軸に対して８．５度の角度で斜め入射（空気中換算１２．５deg ）に対応
するものとする。ここでは、各屈折率層１２０，１２１や左右を区別せずに１周期の片端
から順に参照子ｊ，ｋを付して示す。
【０３３３】
　高屈折率層１２１_0　：０．３０μｍ（ｘ方向の幅），０．３０μｍ（ｙ方向の幅）
　高屈折率層１２１_1a ：０．３０μｍ（ｘ方向の幅），０．３０μｍ（ｙ方向の幅）
　高屈折率層１２１_1b ：０．３０μｍ（ｘ方向の幅），０．２３μｍ（ｙ方向の幅）
　高屈折率層１２１_1a ，１２１_1b の間隔：０．２μｍ（ｙ方向の幅）
　低屈折率層１２０_2　：０．２０μｍ（ｘ方向の幅）
　高屈折率層１２１_3a ：０．２３μｍ（ｘ方向の幅），０．３０μｍ（ｙ方向の幅）
　低屈折率層１２０_40＋低屈折率層１２０_4　：０．３７μｍ（ｘ方向の幅）
　高屈折率層１２１_0と高屈折率層１２１_1a の重なり：０．１０μｍ（ｘ，ｙ方向）
　高屈折率層１２１_0の接触・重なりのないコーナーの画素中心からのズレ：０．２０μ
ｍ（ｘ，ｙ方向）
【０３３４】
　斜め補正機能の考え方に従い、ｘｙ平面で４５度の斜め方向における斜め入射側におい
て、高屈折率層１２１が割合で多く存在しかつ低屈折率層１２０が割合で少なく存在し、
反対側では高屈折率層１２１が割合で少なくかつ低屈折率層１２０が割合で多く存在する
ようにしているのである。画素中央部の高屈折率層１２１_0は、画素中心よりも斜め入射
側に配置位置がシフトしており、その方向のコーナーは高屈折率層１２１_1a と重なるが
、その他のコーナーは高屈折率層１２１_1b や高屈折率層１２１_3a と接触するようにし
ている。元々取り外した高屈折率層１２１_3b との接触があり得ないのは言うまでもない
。このような構造では、ｘｙ平面で４５度の斜め方向における斜め入射光に対して、ｘ，
ｙ，ｚ各方向の集光効果が高まる。効率よく画素の中心に光を集めて、かつ斜め光を垂直
光に変換することができる。
【０３３５】
　図２２のようなマスクパターンで作製された構造において、ｘｙ平面で４５度の斜め方
向における斜め入射光を、比較的効率よく画素の中心に集光し垂直光に変換する。図から
明らかなように、ここでのマスクパターンは垂直線と水平線のみで形成されている。
【０３３６】
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　図２２Ａは、図２２に示した第６実施形態（第２例）の光学レンズ１１０Ｇの光学特性
の３次元の波動シミュレーション結果を示す図であり、緑色光（λ＝５５０ｎｍ）の斜め
入射光の場合である。光の入射方向は、チップ内ｘｙ平面の４５度斜め方向でのｚ軸に対
して１１．３度の角度で斜め入射（空気中換算１６．５deg ）である。図から判るように
、第６実施形態（第２例）の光学レンズ１１０Ｇでは、ｚ軸に対して１１．３度の斜め入
射光が、効率的に画素の中心に集まっている。
【０３３７】
　＜第６実施形態：第３例＞
　図２３および図２３Ａは、光学レンズの第６実施形態（第３例）を説明する図である。
ここで、図２３は、第６実施形態（第３例）の光学レンズのｚ断面の模式図であり、図２
３Ａはその光学特性の３次元の波動シミュレーション結果を示す図である。
【０３３８】
　第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆは、光の入射方向がチップ内ｘｙ平面の
ｘ方向での斜入射に対して、ｙ方向において集光効果を高め画素端部で光の漏れを防止す
るものであった。これに対して、第６実施形態（第３例）の光学レンズ１１０Ｈは、ｘｙ
平面でｙ方向における斜入射に対応するものである。ｘｙ平面のｘ方向をｘｙ平面のｙ方
向に変更する訳なので、基本的には、低屈折率層１２０と高屈折率層１２１の配置関係は
、紙面を９０度回転させた状態と同じになる。
【０３３９】
　ｘｙ平面のｙ方向において、重心よりも斜め入射光側においては、低屈折率層１２０の
幅が小さく（狭く）、かつ高屈折率層１２１の幅が大きい（広い）のに対して、重心より
も斜め入射光側とは反対側においては、低屈折率層１２０の幅が大きく（広く）、かつ高
屈折率層１２１の幅が小さく（狭く）設定されている。斜め入射光側においては、高屈折
率層１２１が割合で多く存在しかつ低屈折率層１２０が割合で少なく存在し、反対側では
高屈折率層１２１が割合で少なくかつ低屈折率層１２０が割合で多く存在するようにして
いる点で、図１２の状態と同様になっている。加えて、ｚ断面は、隣接する高屈折率層１
２１_1，１２１_3が連続的に繋がるまたは接触するように、同一材質の高屈折率材料の板
（高屈折率層１２１_0）を構造体の中心付近に配置する構造を採っている。
【０３４０】
　光学レンズ１１０Ｈにおいて、１周期内における交互配置層１１２Ｈ内の低屈折率層１
２０_jと高屈折率層１２１_kの幅は以下のように設定する。チップ内ｘｙ平面のｙ方向で
のｚ軸に対して８．５度の角度で斜め入射（空気中換算１２．５deg ）に対応するものと
する。ここでは、各屈折率層１２０，１２１や左右を区別せずに１周期の片端から順に参
照子ｊ，ｋを付して示す。
【０３４１】
　高屈折率層１２１_0：０．２０μｍ（ｙ方向の幅），０．５０μｍ（ｘ方向の幅）
　高屈折率層１２１_1：０．３０μｍ（ｙ方向の幅），０．８０μｍ（ｘ方向の幅）
　低屈折率層１２０_2：０．２０μｍ（ｙ方向の幅）
　高屈折率層１２１_3：０．２５μｍ（ｙ方向の幅），０．８０μｍ（ｘ方向の幅）
　低屈折率層１２０_4：０．３５μｍ（ｙ方向の幅）
　レンズ中心CLから高屈折率層１２１_3の最遠辺までの距離：０．１９８５μｍ
【０３４２】
　本例では、シリコンナイトライドＳｉＮおよび酸化シリコンＳｉＯ２の周期構造を持つ
交互配置層１１２Ｈは、低屈折率層１２０および高屈折率層１２１の何れも、ｙ方向の最
小線幅を０．２０μｍとし、画素サイズ１．１μｍと整合するように、０．２５μｍと０
．３μｍ幅の棒状のシリコンナイトライドＳｉＮ層が平行に並び、かつ、それらの長手方
向（ｘ方向）の中心でシリコンナイトライドＳｉＮ層で接続された構造を有する。
【０３４３】
　斜め補正機能の考え方に従い、ｘｙ平面でｙ方向における斜め入射側において、高屈折
率層１２１が割合で多く存在しかつ低屈折率層１２０が割合で少なく存在し、反対側では
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高屈折率層１２１が割合で少なくかつ低屈折率層１２０が割合で多く存在するようにして
いるのである。このような構造では、ｘｙ平面でｙ方向における斜め入射光に対して、ｘ
，ｙ，ｚ各方向の集光効果が高まる。効率よく画素の中心に光を集めて、かつ斜め光を垂
直光に変換することができる。
【０３４４】
　図２３のようなマスクパターンで作製された構造において、ｘｙ平面でｙ方向における
斜め入射光を、比較的効率よく画素の中心に集光し垂直光に変換する。図から明らかなよ
うに、ここでのマスクパターンは垂直線と水平線のみで形成されている。
【０３４５】
　図２３Ａは、図２３に示した第６実施形態（第３例）の光学レンズ１１０Ｈの光学特性
の３次元の波動シミュレーション結果を示す図であり、緑色光（λ＝５５０ｎｍ）の斜め
入射光の場合である。光の入射方向は、チップ内ｘｙ平面のｙ方向でのｚ軸に対して８．
５度の角度で斜め入射（空気中換算１２．５deg ）である。図から判るように、第６実施
形態（第３例）の光学レンズ１１０Ｈでは、ｚ軸に対して８．５度の斜め入射光が、効率
的に画素の中心に集まっている。
【０３４６】
　＜第６実施形態：変形例＞
　図２４、図２４Ａ、図２４Ｂは、光学レンズの第６実施形態（変形例）を説明する図（
ｚ断面の模式図）である。この変形例の光学レンズ１１０Ｆａ，１１０Ｇａ，１１０Ｈａ
は、図２１、図２２、図２３に示した第６実施形態（各例）の光学レンズ１１０Ｆ，１１
０Ｇ，１１０Ｈをベースにして、高屈折率層１２１のｚ断面の四隅が斜め４５度線で斜め
にカットされた状態にしている点に特徴がある。
【０３４７】
　第６実施形態（各例）の光学レンズ１１０Ｆ，１１０Ｇ，１１０Ｈは、ｘｙ平面におけ
るｘ方向、斜め４５度方向、ｙ方向におけるｚ軸に対する斜め入射に対応したものであり
、ここでの変形例では、その相違と散乱ロス抑制効果を勘案して、カット部分の大きさを
設定する例で説明する。
【０３４８】
　変形の目的・効果や手法の基本的な考え方は、第５実施形態（変形例）と同様である。
すなわち、各高屈折率層１２１へのカット部分を合わせてレンズ全体として見たとき、大
局的には八角形が形成されるようにする。
【０３４９】
　たとえば、図２４に示すように、第６実施形態（第１例の変形例）の光学レンズ１１０
Ｆａでは、第６実施形態（第１例）の光学レンズ１１０Ｆをベースに、高屈折率層１２１
_1，１２１_3に第５実施形態（変形例）と同様のサイズで角を４５度線でカットする。高
屈折率層１２１_1へのカット部分と高屈折率層１２１_3へのカット部分を合わせて全体と
して見たとき、大局的には八角形が形成されるようにするので、高屈折率層１２１_0につ
いてはカット対象とする必要はない。
【０３５０】
　図２４Ａに示すように、第６実施形態（第２例の変形例）の光学レンズ１１０Ｇａでは
、第６実施形態（第２例）の光学レンズ１１０Ｇをベースに、高屈折率層１２１_1a ，１
２１_1b ，１２１_3a について、それらへのカット部分を合わせてレンズ全体として見た
とき、大局的には八角形が形成されるようにする。高屈折率層１２１_0についてはカット
対象とする必要はない。
【０３５１】
　図２４Ｂに示すように、第６実施形態（第３例の変形例）の光学レンズ１１０Ｈａでは
、第６実施形態（第３例）の光学レンズ１１０Ｈをベースに、高屈折率層１２１_1，１２
１_3について、それらへのカット部分を合わせてレンズ全体として見たとき、大局的には
八角形が形成されるようにする。高屈折率層１２１_0についてはカット対象とする必要は
ない。
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【０３５２】
　このように、ｚ断面において各高屈折率層１２１をレンズ全体として見たときの四隅（
直角部分）を適当な大きさで斜め４５度でカットすることにより、散乱ロスの発生を抑制
することができる。このような変形例の光学レンズ１１０Ｆａ，１１０Ｇａ，１１０Ｈａ
のマスク製造には、単純な垂直線と水平線に加えて、斜め４５度線が必要になるが、一般
的なマスクパターン発生装置で対処可能な範囲であるので、マスク製造コストをアップさ
せることはないと考えてよい。
【０３５３】
　＜第６実施形態：適用例１＞
　図２５および図２５Ａは、第６実施形態の光学レンズを適用した固体撮像装置（適用例
１）を説明する図である。ここで、図２５は第６実施形態の光学レンズを固体撮像装置に
適用するに当たっての基本概念を説明する図である。図２５Ａは、図１４Ａや図１５Ｂと
同様に、固体撮像装置における画素アレイ部上に適用した交互配置層の平面概略図を示し
ている。なお、図２５Ａでは、画素アレイ部全体おいて各画素の交互配置層によるレンズ
形状に関して、代表的な位置のみをピックアップして拡大して示している。適用される固
体撮像装置１００ＦはＣＭＯＳセンサおよびＣＣＤの何れでもよい。
【０３５４】
　図２５に示すように、第６実施形態を適用した適用例１の固体撮像装置１００Ｆは、基
本的には、図１４Ａや図１５Ｂに示したＣＭＯＳ固体撮像装置２０１やＣＣＤ固体撮像装
置３０１の場合と同様の考え方を適用する。図２１、図２２、図２３に示した第６実施形
態（各例）の光学レンズ１１０Ｆ，１１０Ｇ，１１０Ｈで斜め光を垂直光に変換する。集
光効果を持ちかつ斜め入射に対する補正量の異なる各レンズを、撮像エリアにおいて入射
角に適合する各画素位置に配置させることで、主光線が斜め入射する光を垂直に補正して
、かつ、効率よく画素の中心に光を集めるようにすることを基本とする。
【０３５５】
　４つの高屈折率層１２１を低屈折率層１２０を挟むように配列し、かつ、それらが接触
（一部が接続・重なる）するようにし、さらに、レンズ中心に対して、光入射側にレンズ
重心が片寄るように配置すればよい。斜め入射角が大きいほど、つまり画素アレイ部の中
心から離れるほど、画素アレイ部の中心とは反対側へのレンズ重心の片寄り度合いが強く
なるようにする。なお、画素アレイ部の中心では斜め光ではなく垂直光になるので、平面
視（ｘｙ平面）でほぼ光電変換部１０４（受光部）のサイズと同程度かそれ以下の角形の
高屈折率層１２１にすればよい。
【０３５６】
　先ず、交互配置層１１２としては、第６実施形態の光学レンズ１１０Ｆ～１１０Ｈの仕
組みを適用することを基本とし、交互配置層１１２を、光軸が画素アレイ部２１０の中心
に向くように配置する。この際には、画素アレイ部２１０の中心では非対称性が無い中心
に高屈折率層１２１が存在するものを使用し、画素アレイ部２１０の端部になるほど交互
配置層１１２の非対称性が強くなる構造にする。そのときの非対称の重心位置は画素アレ
イ部２１０の中心方向にずらしており、ずらし量が端にいくほど大きくなるように設定す
る。
【０３５７】
　ｘ，ｙ方向に着目したとき、画素アレイ部の水平・垂直方向における光電変換部１０４
（受光部）が配置される各位置では、光電変換部１０４に対応する光学レンズ１１０ごと
に、隣接する高屈折率層１２１_1，１２１_3同士を接続する高屈折率層１２１_0の、１２
０と高屈折率層１２１が交互に並べられる方向と直交する方向のサイズが、画素アレイ部
の中心から離れるほど狭くなるように設定され、かつ、光学レンズ１１０の重心が画素ア
レイ部の中心により強く寄るように設定する。こうすることで、画素アレイ部２１０の端
部に行くほど主光線が斜め入射するのを補正して各レンズの集光ポイントを画素２１１の
中心に持っていくことができる。
【０３５８】
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　図２１、図２２、図２３に示した第６実施形態（各例）の光学レンズ１１０Ｆ，１１０
Ｇ，１１０Ｈを利用する場合に則してさらに詳しく説明すると次の通りである。すなわち
、図２５Ａに示す画素アレイ部２１０の上面図のように、これらの光学レンズ１１０Ｆ，
１１０Ｇ，１１０Ｈを入射角に適合する位置に配置させることで、主光線が斜め入射する
光を垂直に補正して、かつ、効率よく画素の中心に光を集めるようにする。
【０３５９】
　たとえば、図２５Ａに示すように、画素アレイ部の中心と着目画素の座標位置との関係
から、たとえば、ｙ方向下側（左端でエリア中央側）に変化させたときの、各高屈折率層
１２１の変化状況（ｘ方向に変化なしとする→エンド点は図中の下５つの内の左端の状態
になる）、ｘ方向右側（上端でエリア中央側）に変化させたときの各高屈折率層１２１の
変化状況（ｙ方向に変化なし→エンド点は図中の右上の状態になる）について考察する。
ｘ方向に変化させたときの状況とｙ方向に変化させたときの状況との組合せにより、斜め
方向変化での状況も特定される。具体的には、次の通りである。
【０３６０】
　図２５Ａの点線矢印で示されるように、ｘ方向の変化、たとえば左の画素から中心の画
素への変化（第２・第３象限の境界上で原点側への変化）は、構造体（高屈折率層１２１
）がこの図の左下に示されるように伸びて変化することで可能となる。すなわち、中央左
端のものをスタートとして画素位置がエリア中央部に進むほど、高屈折率層１２１_0，１
２１_1，１２１_3は全体的に左側にシフトしつつ、高屈折率層１２１_1は幅が狭くなり、
高屈折率層１２１_3は幅が広くなり、高屈折率層１２１_0は幅が広くかつｙ方向に長くな
る。そして、エリア中央部では、高屈折率層１２１_0の長さが高屈折率層１２１_1，１２
１_3の長さと同一となり、かつ３つの高屈折率層１２１_0，１２１_1，１２１_3が接触・
重なることで一体化され図のように四角形となる。
【０３６１】
　また、ｙ方向の変化も同様に、この図の左に示されるように変化することで可能となる
。たとえば、左下側（第３象限）のより少し中央よりのものをスタートとして上側に進む
ほど、高屈折率層１２１_0，１２１_1a ，１２１_1b ，１２１_3a は全体的に下側にシフ
トする。サイズ的には、高屈折率層１２１_1a は不変で、高屈折率層１２１_1b はｙ方向
下側に伸び、高屈折率層１２１_3a はｙ方向下側に伸び、高屈折率層１２１_0はｘ方向左
右に伸びる。
【０３６２】
　図示するように、撮像エリア中心（画素アレイ部２１０の中央部）では対称な四角形状
、さらに撮像エリアの端に行くほど主光線の斜め入射方向に非対称な構造で、それと垂直
な方向には対象構造としている。さらに、構造体（高屈折率層１２１）は、マスクパター
ンでは、垂直線または水平線で形成される図形にしている。そのときの非対称の重心位置
は撮像エリア中心方向にずらしており、ずらし量が端にいくほど大きくなるようにしてい
る。こうすることで、撮像エリアの端に行くほど主光線が斜め入射するのを補正して各レ
ンズの集光ポイントを画素中心に持っていくことができる。このようなレンズ形状を固体
撮像装置１００Ｆ（イメージセンサ内部）に持つことで、画素アレイ部２１０の端部で起
こる感度低下（シェーデング）が小さくなるとともに、混色が減るので色再現性がよくな
ることが判った。
【０３６３】
　＜第６実施形態：適用例２＞
　図２５Ｂは、第６実施形態（変形例）の光学レンズを適用した固体撮像装置（適用例２
）を説明する図である。この適用例２の固体撮像装置１００Ｆａは、適用例１の固体撮像
装置１００Ｆに対して、光学レンズ１１０Ｆ，１１０Ｇ，１１０Ｈを、それらの変形例で
ある図２４、図２４Ａ、図２４Ｂに示した第６実施形態（各例の変形例）の光学レンズ１
１０Ｆａ，１１０Ｇａ，１１０Ｈａを利用するように変形したものである。よって、構造
体（高屈折率層１２１）は、ｚ断面の四隅が斜め４５度線で斜めにカットされた状態にな
る。その他の点は、適用例１の固体撮像装置１００Ｆと同様である。
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【０３６４】
　図示するように、撮像エリア中心（画素アレイ部２１０の中央部）では対称な八角形状
、さらに撮像エリアの端に行くほど主光線の斜め入射方向に非対称な構造で、それと垂直
な方向には対象構造としている。さらに、構造体（高屈折率層１２１）は、マスクパター
ンでは、垂直線、水平線、または斜め４５度の線で形成される図形にしている。そのとき
の非対称の重心位置は撮像エリア中心方向にずらしており、ずらし量が端にいくほど大き
くなるようにしている。
【０３６５】
　適用例２の固体撮像装置１００Ｆａでは、基本的な仕組みは適用例１の固体撮像装置１
００Ｆと同様であり、先ず同様の効果が得られるとともに、特有の利点として、高屈折率
層１２１のｚ断面の四隅を斜め４５度線でカットしているので散乱ロスの問題を解消でき
る。
【０３６６】
　＜第５・第６実施形態：凹レンズへの適用＞
　図示を割愛するが、第４実施形態で説明したように、凸レンズに係る第１～第３実施形
態に対して光学的な数値条件を逆に設定することで凹レンズに係る第４実施形態を導出で
きるように、凸レンズに係る第５・第６実施形態に対して光学的な数値条件（屈折率の大
きい層と屈折率の小さい層の幅の関係）を逆に設定することで凹レンズにすることができ
るのは言うまでもない。
【０３６７】
　＜マスクパターンの製法＞
　図２６～図２６Ｃは、本実施形態の光学レンズの製法（特にマスクパターンの設計手法
）を説明する図である。ここで、図２６は、マスクパターン設計における座標と原点の関
係を説明する図である。図２６Ａは、第６実施形態（第２例）の光学レンズ１１０Ｇに着
目した設計式を説明する図である。図２６Ｂおよび図２６Ｃは、設計式における係数の符
号の決定方法を説明する図である。
【０３６８】
　図１４Ａや図１５Ｂあるいは図２５Ａや図２５Ｂにおいては、「集光効果を持ちかつ斜
め入射に対する補正量の異なる各レンズを、撮像エリアにおいて入射角に適合する各画素
位置に配置させる」ことが必要になる。各実施形態の何れの構造の光学レンズ１１０を使
用する場合であっても、画素位置ごとに入射角が異なるので、画素位置ごとに最適化され
たものを使用する必要がある。実際には、そのような光学レンズ１１０のマスクパターン
を１つ１つ設計することは、その設計の作業に時間が掛かることになる。
【０３６９】
　その解決手法の１つとしては、たとえば、撮像エリアの四隅（の何れかでもよい）に配
置されるものを基本として、ｘ方向・ｙ方向における画素位置のシフトに合わせて、非対
称の重心位置・構造体の形状・位置・サイズなどの変更量を数式化しておくことが考えら
れる。
【０３７０】
　特に、第５・第６実施形態（その変形例も含む）では、各光学レンズ１１０の構造体（
高屈折率層１２１）は、四角形や八角形であるので、頂点座標を指定する関数式（基本的
には１次式でよい）にすることで、各画素位置における各光学レンズ１１０を構成する各
高屈折率層１２１の配置地位・形状・サイズを特定できる利点がある。１つ１つの画素の
パターン変化を、数式で表すことで、容易に全画素位置のマスクデータを入力できる。低
次の式であれば、その算術演算も簡単である。
【０３７１】
　図２５Ａや図２５Ｂに示されるような各画素位置での高屈折率層１２１の構造変化を数
式化することで、撮像エリア全面についての各レンズのマスクパターン設計を容易に実現
できるようになる。たとえば、図２１、図２２、図２３に示した第６実施形態（各例）の
光学レンズ１１０Ｆ，１１０Ｇ，１１０Ｈで斜め光を垂直光に変換するに当たり、それぞ
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れの図形を数式を定義して連続的に繋げることが容易になる。マスクパターンは垂直線（
縦線）と水平線（横線）と、場合によっては斜め４５度線で形成されるし、微細画素でも
、マスクパターンが単純である。必ずしも最小線幅を０．１μｍ以下にする必要はなく、
たとえば０．２～０．１７μｍ幅程度でも集光効果や斜め入射光補正効果を実現が可能な
レンズを、低コストのリソグラフで作製可能となる。
【０３７２】
　たとえば第６実施形態の光学レンズ１１０Ｆ～Ｈのマスクパターン設計の数式化に当た
っては、次のような手法を採るのがよい。先ず、原点の画素をどこかに決める。たとえば
図２６に示すように（図２５も参照）、原点の画素を画素アレイ部の中心（ｘ，ｙ）＝（
０，０）とする。すなわち、原点の座標（ｘａ，ｙａ）を（０，０）として、その右隣の
画素の座標を（１，０）、さらにその右隣の座標を（２，０）のように、すべての各画素
の座標を決めることができる。
【０３７３】
　さらに図２６に示すように、画素ごとに、計算用のＸ軸とＹ軸を決める。各画素のＸ，
Ｙの原点の取り方は第１～第４象限で異なる。第１象限では画素の右上の角、第２象限で
は画素の左上の角、第３象限では画素の左下の角、第４象限では画素の右下の角を、それ
ぞれＸＹ原点とする。このようにすることで、図２５からも推測されるように、画素アレ
イ部の全面では、左右対称性や上下対称性が保たれる。
【０３７４】
　たとえば、第３象限の左下コーナー寄りに存在することになると考えられる図２６Ａに
示すような（ｘａ，ｙａ）の画素に対して、構造体（高屈折率層１２１）の４つの部分（
高屈折率層１２１_0，１２１_1a ，１２１_1b ，１２１_3a ）に分けて、それぞれを、頂
点座標を使って数式化する。たとえば、高屈折率層１２１_0の部分に着目したとき、４つ
の頂点座標を（Ｘ１，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ１），（Ｘ２，Ｙ２），（Ｘ１，Ｙ２）とし、
高屈折率層１２１_0（ｘａ，ｙａ）を規定する設計式ｆ_0（ｘａ，ｙａ）を式（２）のよ
うに定義する。なお、係数ｓ１，ｓ２，ｓ３，ｓ４，ｓ５，ｓ６，ｓ７，ｓ８，ｃ１，ｃ
２，ｃ３，ｃ４は定数となる。また、｜ｘａ｜，｜ｙａ｜は、それぞれｘａ，ｙａの絶対
値を示す。
【０３７５】
【数２】

【０３７６】
　ここで、図２６Ａの（ｘａ，ｙａ）の画素の、１つ上側の画素（ｘａ，ｙａ＋１）を考
えてみる。高屈折率層１２１_0の部分に着目したとき、４つの頂点座標を（Ｘ１’，Ｙ１
’），（Ｘ２’，Ｙ１’），（Ｘ２’，Ｙ２’），（Ｘ１’，Ｙ２’）とすると、高屈折
率層１２１_0（ｘａ，ｙａ＋１）を規定する設計式ｆ_0（ｘａ，ｙａ＋１）は式（３）の
ように定義される。
【０３７７】
【数３】
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【０３７８】
　この場合、図２６Ｂ（１）に示すように、画素（ｘａ，ｙａ＋１）は、画素（ｘａ，ｙ
ａ）に対して、構造体全体（高屈折率層１２１_0，１２１_1a ，１２１_1b ，１２１_3a 
）が下にシフトして、かつ、高屈折率層１２１_0が左右に伸びることになる。また、第３
象限の画素（ｘａ，ｙａ）であるからｙａは負の値であるので、その１つ上側の画素（ｘ
ａ，ｙａ＋１）との関係においては、絶対値｜ｙａ＋１｜は｜ｙａ｜に比べて小さい。
　したがって、図２６Ｂ（２）に示すことから判るように、高屈折率層１２１_0（ｘａ，
ｙａ）と高屈折率層１２１_0（ｘａ，ｙａ＋１）との間には、式（４）の関係がある。こ
れより、ｓ２，ｓ４，ｓ８が正の値で、かつ、ｓ６が負の値であれば、成り立つことにな
る。
【０３７９】
【数４】

【０３８０】
　さらに、図２６Ａの（ｘａ，ｙａ）の画素の、１つ右側の画素（ｘａ＋１，ｙａ）を考
えてみる。高屈折率層１２１_0の部分に着目したとき、４つの頂点座標を（Ｘ１”，Ｙ１
”），（Ｘ２”，Ｙ１”），（Ｘ２”，Ｙ２”），（Ｘ１”，Ｙ２”）とすると、高屈折
率層１２１_0（ｘａ＋１，ｙａ）を規定する設計式ｆ_0（ｘａ＋１，ｙａ）は式（５）の
ように定義される。
【０３８１】
【数５】

【０３８２】
　この場合、図２６Ｃ（１）に示すように、画素（ｘａ＋１，ｙａ）は、画素（ｘａ，ｙ
ａ）に対して、構造体全体（高屈折率層１２１_0，１２１_1a ，１２１_1b ，１２１_3a 
）が左にシフトして、かつ、高屈折率層１２１_0が上下に伸びることになる。また、第３
象限の画素（ｘａ，ｙａ）であるからｘａは負の値であるので、その１つ右側の画素（ｘ
ａ＋１，ｙａ）との関係においては、絶対値｜ｘａ＋１｜は｜ｘａ｜に比べて小さい。
【０３８３】
　したがって、図２６Ｃ（２）に示すことから判るように、高屈折率層１２１_0（ｘａ，
ｙａ）と高屈折率層１２１_0（ｘａ＋１，ｙａ）との間には、式（６）の関係がある。こ
れより、ｓ１，ｓ３，ｓ５が正の値で、かつ、ｓ７が負の値であれば、成り立つことにな
る。
【０３８４】

【数６】

　このような方程式を、全ての構造体（高屈折率層１２１_0，１２１_1a ，１２１_1b ，
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１２１_3a ）で、矛盾なく成り立つようにする。なお、ここで示した例は、あくまでも一
例であって、さらに他の方法で数式化することは可能である。
【０３８５】
　たとえば、高屈折率層１２１_1a の設計式ｆ_1a （ｘａ，ｙａ）、高屈折率層１２１_1
b の設計式ｆ_1b （ｘａ，ｙａ）、高屈折率層１２１_3a の設計式ｆ_3a （ｘａ，ｙａ）
についても、高屈折率層１２１_0の設計式ｆ_0（ｘａ，ｙａ）と同様の係数を使って、式
（２）と同様に定義付けることができる。この場合、係数はそれぞれの設計式ｆ_0，ｆ_1
a ，ｆ_1b ，ｆ_3a で独立となる。
【０３８６】
　また、各象限において、図２６に示したようなＸ，Ｙ座標の原点・方向の取り方をする
と、象限に関わらず、各設計式ｆの係数ｓの正負の関係は、以下の通りとなる。つまり、
係数ｓや正負の符号関係は、全ての象限で同じで成り立つ。これは、画素のシフト方向に
着目したとき、画素アレイ部の四隅から中央の原点（ｘａ，ｙａ）＝（０，０）に画素位
置をシフトさせる設計式であるので、そのシフト方向に沿ってＸ，Ｙ座標の原点・方向を
取ることで、左右対称性や上下対称性が保たれることに起因する。
【０３８７】
＊高屈折率層１２１_0の設計式ｆ_0（ｘａ，ｙａ）
　正の値：ｓ１，ｓ２，ｓ３，ｓ４，ｓ５，ｓ８
　負の値：ｓ６，ｓ８
＊高屈折率層１２１_1a の設計式ｆ_1a （ｘａ，ｙａ）
　正の値：ｓ１，ｓ４，ｓ５，ｓ８
　負の値：なし
　ｓ２＝０
　ｓ３＝０
　ｓ６＝０
＊高屈折率層１２１_1b の設計式ｆ_1b （ｘａ，ｙａ）
　正の値：ｓ１，ｓ４，ｓ５，ｓ８
　負の値：なし
　ｓ２＝０
　ｓ３＝０
　ｓ６＝０
＊高屈折率層１２１_3a の設計式ｆ_3a （ｘａ，ｙａ）
　正の値：ｓ１，ｓ４，ｓ５，ｓ８
　負の値：なし
　ｓ２＝０
　ｓ３＝０
　ｓ６＝０
【０３８８】
　＜その他の適用例：導波路との組合せ＞
　図２７および図２７Ａは、本実施形態の光学レンズ１１０を固体撮像装置に適用するに
当たり、導波路（導光路）とも組み合わせる適用例を説明する図である。ここで、図２７
は画素アレイ部の中央部で主光線αが垂直（入射角０deg ）に入射する状態を示し、図２
７Ａは画素アレイ部の端部で主光線αが斜め（入射角２５deg 程度）に入射する状態を示
す。
【０３８９】
　図示のように、本例の固体撮像装置１００Ｊは、光電変換部１０４（センサ部，画素）
が配置されるシリコン基板１０２上に導波路部４１０、入射レンズ４２０、本実施形態の
光学レンズ１１０が設けられている。光学レンズ１１０の光入射面側の上層には、酸化シ
リコンＳｉＯ２でなる単一材層１１１、カラーフィルタ１０６、オンチップレンズ１０８
がこの順に設けられている。図２Ａでも説明したように、オンチップレンズ１０８を本実
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施形態の交互配置層１１２に置き換えることもできる。
【０３９０】
　導波路部４１０は、導光路４１２となる内側媒質は屈折率ｎ１が１．６４または１．７
のＳｉＯＮで内径が４８０ｎｍに設定され、その外側媒質４１４は屈折率ｎ２が１．４５
の酸化シリコンＳｉＯ２である。ＳｉＯＮと酸化シリコンＳｉＯ２との間における全反射
条件は図示の通りである。
【０３９１】
　導波路部４１０の上層には屈性率の異なる層の積層構造により形成された入射レンズ４
２０が設けられている。この入射レンズ４２０は、導波路部４１０側の屈性率層４２２は
屈折率ｎ１が１．６４または１．７のＳｉＯＮであり、光学レンズ１１０側の屈性率層４
２４は屈折率ｎ２が１．４５の酸化シリコンＳｉＯ２である。入射レンズ４２０は、光学
レンズ１１０で集光される光を導波路部４１０側に導き、導光路４１２の入射端に集光ス
ポット（エアリーディスク：Airy disc ）を形成する。導光路４１２内に導光された光は
全反射条件を満たす限りにおいて導光路４１２内をほぼロスなく進行し光電変換部１０４
の中心に入射する。
【０３９２】
　図２７Ａに示すように、画素アレイ部の端部では主光線αが斜め（入射角２５deg 程度
）に入射し、オンチップレンズ１０８により入射角１７deg 程度になる。この斜め入射分
を補正しなければ、導光路４１２内で全反射条件を満たすことができない。斜め入射光に
対する補正機能を持つ第２・第３・第５・第６実施形態の光学レンズ１１０を使用するこ
とで、この対策になる。
【０３９３】
　すなわち、固体撮像装置と導波路を組み合わせる構造にする場合、画素アレイ部の中央
部だけでなく端部でも、導波路の全反射条件を満たすように光を導波路に導入する必要が
あるが、通常は、端部では光の入射方向が斜めになるので、その条件を満たすことが困難
になる。これに対して、斜め入射補正機能や集光効果を持つ本実施形態の光学レンズ１１
０を使用することで、光を導波路の中央部に容易に導入でき、かつ、導波路の全反射条件
を斜め光でも満たすことができるようになる。
【０３９４】
　＜その他の適用例：裏面照射型との組合せ＞
　図２８は、本実施形態の光学レンズ１１０を裏面照射型の固体撮像装置に適用する例を
説明する図である。本例の固体撮像装置１００Ｋは、光電変換部１０４が形成されるシリ
コン基板１０２の表面上に電極や配線やカラーフィルタ、レンズなどを形成し、その上方
から光を照射させる表面照射型構造ではなく、電極や配線が形成される配線層側（表面側
）とは反対の裏面側から光を照射させる裏面照射型構造である。この場合、カラーフィル
タやレンズなども裏面側に配置される。
【０３９５】
　表面照射型構造では、固体撮像装置の微細化が進むと、配線ピッチが狭くなる、配線層
の多層化が進むなどのため、レンズと光電変換部のフォトダイオードとの距離が広がり、
斜め入射光の一部が配線層に遮られ実効開口率が低下する。画素アレイ部の中央部と端部
では、実効開口率や感度に大幅な差が生じ、シェーディングなどの問題が出てくる。この
ような問題を解消しようとするのが裏面照射型構造である。
【０３９６】
　たとえば、図２８（１）に示す参考例の固体撮像装置１００Ｚでは、シリコン基板１０
２の裏面側を薄く削り、その光入射側にオンチップレンズ１０８とカラーフィルタ１０６
が形成されている。このような裏面照射型構造では、入射光はオンチップレンズ１０８を
通してシリコン基板１０２に形成された光電変換部１０４に入射するようになっている。
図示を割愛した配線層が形成される側を表面側と称すると、光は裏面側から光電変換部１
０４に入射するので、裏面照射型構造と称される。裏面照射型構造を採ると、入射光は、
配線層により遮られることがないので、斜め入射光の実効開口率を１００％にすることも
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でき、感度向上やシェーディング防止ができる。
【０３９７】
　ただし、図２８（１）に示すように、オンチップレンズ１０８を利用する参考例では、
画素アレイ部の端部では、斜め入射光（入射角２５deg 程度）が隣接画素に侵入してしま
い、この斜め入射光による混色・色再現性の低下の問題は依然として残る。
【０３９８】
　これに対して、図２８（２）に示すように、裏面照射型構造を採る本例の固体撮像装置
１００Ｋは、光電変換部１０４が形成されるシリコン基板１０２の裏面側を薄く削り、そ
の光入射側のカラーフィルタ１０６と光電変換部１０４との間に、斜め入射補正機能や集
光効果を持つ本実施形態の光学レンズ１１０が設けられている。斜め入射光に対する補正
機能を持つ第２・第３・第５・第６実施形態の光学レンズ１１０を使用することで、画素
アレイ部の端部において斜め入射光（入射角２５deg 程度）がシリコン基板１０２の裏面
から入射しても、その斜め入射光を垂直光に変換することができ、混色・色再現性の低下
の問題を解消できる。
【図面の簡単な説明】
【０３９９】
【図１】光学レンズの第１実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図（その
１）である。
【図１Ａ】光学レンズの第１実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図（そ
の２）である。
【図１Ｂ】第１実施形態の光学レンズの平面模式図である。
【図２】光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第１例（適用例１）を説明
する断面模式図である。
【図２Ａ】第１実施形態（適用例１）の固体撮像装置のより具体的な断面図である。
【図２Ｂ】第１実施形態（適用例１）のシミュレーション結果を示す図（途中過程のもの
）である。
【図２Ｃ】第１実施形態（適用例１）のシミュレーション結果を示す図（λ＝７８０，６
４０ｎｍ）である。
【図２Ｄ】第１実施形態（適用例１）のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０，４
８０ｎｍ）である。
【図３】光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第２例（適用例２）を説明
する断面模式図である。
【図３Ａ】第１実施形態（適用例２）のシミュレーション結果を示す図（λ＝７８０，６
４０ｎｍ）である。
【図３Ｂ】第１実施形態（適用例２）のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０，４
８０ｎｍ）である。
【図４】光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第３例（適用例３）を説明
する断面模式図である。
【図４Ａ】第１実施形態（適用例３）のシミュレーション結果を示す図（λ＝７８０，６
４０ｎｍ）である。
【図４Ｂ】第１実施形態（適用例３）のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０，４
８０ｎｍ）である。
【図５】光学レンズの第１実施形態を適用した固体撮像装置の第４例（適用例４）を説明
する断面模式図である。
【図５Ａ】第１実施形態（適用例４）の固体撮像装置のより具体的な断面図である。
【図５Ｂ】第１実施形態（適用例４）のシミュレーション結果を示す図（λ＝７８０，６
４０ｎｍ）である。
【図５Ｃ】第１実施形態（適用例４）のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０，４
８０ｎｍ）である。
【図６】第１実施形態の交互配置層による凸レンズに対する第１比較例を説明する図であ
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る。
【図６Ａ】第１実施形態の交互配置層による凸レンズに対する第２比較例を説明する図で
ある。
【図６Ｂ】第１実施形態の交互配置層による凸レンズに対する第３比較例を説明する図で
ある。
【図７】光学レンズの第１実施形態の変形例１を適用した変形例１の固体撮像装置を説明
する断面模式図である。
【図７Ａ】変形例１のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０ｎｍ）である。
【図８】光学レンズの第１実施形態の変形例２を適用した変形例２の固体撮像装置を説明
する断面模式図である。
【図８Ａ】変形例２のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０ｎｍ）である。
【図９】第１実施形態の構造（たとえば図２の適用例１）において、斜め入射光を入射し
たときのシミュレーション結果を示す図である。
【図１０】光学レンズの第２実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図であ
る。
【図１０Ａ】固体撮像装置の受光光学系を説明する図である。
【図１０Ｂ】第２実施形態の光学レンズの１つ分の平面模式図である。
【図１０Ｃ】第２実施形態の光学レンズを固体撮像装置の画素アレイ部上に適用した場合
の平面概略図である。
【図１１】光学レンズの第２実施形態を適用した固体撮像装置を説明する断面模式図であ
る。
【図１１Ａ】第２実施形態の固体撮像装置のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０
ｎｍ）である。
【図１２】光学レンズの第３実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図であ
る。
【図１２Ａ】レンズの重心を説明する図である。
【図１２Ｂ】光学レンズの第３実施形態の平面模式図（その１）である。
【図１２Ｃ】光学レンズの第３実施形態の平面模式図（その２）である。
【図１３】光学レンズの第３実施形態を適用した固体撮像装置の第１例（適用例１）を説
明する断面模式図である。
【図１３Ａ】第３実施形態（適用例１）のシミュレーション結果を示す図（λ＝５４０）
である。
【図１４】光学レンズの第３実施形態を適用した固体撮像装置の第２例（適用例２：ＣＭ
ＯＳ対応）を説明する回路図である。
【図１４Ａ】第３実施形態（適用例２）の固体撮像装置における画素アレイ部上に適用し
た交互配置層の平面概略図である。
【図１５】光学レンズの第３実施形態を適用した固体撮像装置の第３例（適用例３：ＣＣ
Ｄ対応）を説明する回路図である。
【図１５Ａ】第３実施形態（適用例３）の固体撮像装置の基板表面付近の断面構造図であ
る。
【図１５Ｂ】第３実施形態（適用例３）の固体撮像装置における画素アレイ部上に適用し
た交互配置層の平面概略図である。
【図１６】光学レンズの第４実施形態の基本原理を説明するための等位相面を示す図であ
る。
【図１７】第１～第４実施形態の交互配置層を固体撮像装置と一体的に形成する場合の本
実施形態の製造プロセスを説明する概念図である。
【図１７Ａ】本実施形態の製造プロセスに対する比較例（インナーレンズ形成の場合）を
説明する概念図である。
【図１７Ｂ】本実施形態の製造プロセスに対する比較例（オンチップレンズ形成の場合）
を説明する概念図である。
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【図１８】第５実施形態に対する参考例の光学レンズのｙ断面・ｚ断面の模式図である。
【図１８Ａ】第５実施形態に対する参考例の光学特性のシミュレーション結果を示す図（
λ＝５５０）である。
【図１８Ｂ】第５実施形態に対する参考例の光学特性のシミュレーション結果を示す図（
λ＝５５０）である。
【図１９】第５実施形態の光学レンズのｙ断面・ｚ断面の模式図である。
【図１９Ａ】第５実施形態の光学特性のシミュレーション結果を示す図（λ＝５５０）で
ある。
【図２０】光学レンズの第５実施形態（変形例）を説明する図（ｚ断面の模式図）である
。
【図２１】第６実施形態（第１例）の光学レンズのｚ断面の模式図である。
【図２１Ａ】第６実施形態（第１例）の光学特性の３次元の波動シミュレーション結果を
示す図である。
【図２２】第６実施形態（第２例）の光学レンズのｚ断面の模式図である。
【図２２Ａ】第６実施形態（第２例）の光学特性の３次元の波動シミュレーション結果を
示す図である。
【図２３】第６実施形態（第３例）の光学レンズのｚ断面の模式図である。
【図２３Ａ】第６実施形態（第３例）の光学特性の３次元の波動シミュレーション結果を
示す図である。
【図２４】光学レンズの第６実施形態（第１例の変形例）を説明する図（ｚ断面の模式図
）である。
【図２４Ａ】光学レンズの第６実施形態（第２例の変形例）を説明する図（ｚ断面の模式
図）である。
【図２４Ｂ】光学レンズの第６実施形態（第３例の変形例）を説明する図（ｚ断面の模式
図）である。
【図２５】第６実施形態の光学レンズを固体撮像装置に適用するに当たっての基本概念を
説明する図である。
【図２５Ａ】第６実施形態の光学レンズを適用した固体撮像装置（適用例１）を説明する
図である。
【図２５Ｂ】第６実施形態（変形例）の光学レンズを適用した固体撮像装置（適用例２）
を説明する図である。
【図２６】本実施形態の光学レンズの製法（特にマスクパターンの設計手法）における座
標と原点の関係を説明する図である。
【図２６Ａ】第６実施形態（第２例）の光学レンズに着目した設計式を説明する図である
。
【図２６Ｂ】設計式における係数の符号の決定方法を説明する図（ｙ方向シフトの場合）
である。
【図２６Ｃ】設計式における係数の符号の決定方法を説明する図（ｘ方向シフトの場合）
である。
【図２７】本実施形態の光学レンズを導波路および固体撮像装置と組み合わせる適用例を
説明する図（その１）である。
【図２７Ａ】本実施形態の光学レンズを導波路および固体撮像装置と組み合わせる適用例
を説明する図（その２）である。
【図２８】本実施形態の光学レンズを裏面照射型の固体撮像装置に適用する例を説明する
図である。
【符号の説明】
【０４００】
　１，３，１１１，１１３…単一材層、２，１１２…交互配置層、２０，１２０…低屈折
率層、２１，１２１…高屈折率層、１００…固体撮像装置、１０２…シリコン基板、１０
４…光電変換部、１０５…層内集光レンズ、１０６…カラーフィルタ、１０８…オンチッ
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プレンズ、１０９…配線層、１１０…光学レンズ、１２４…反射防止膜、１３０…薄膜層
、２００，３００…撮像装置、２０１…ＣＭＯＳ固体撮像装置、２１０，３１０…画素ア
レイ部、２１１，３１１…画素
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